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及び供用開始の告示（221） ·············· 32 

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（222） ····· 32 

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（223） ····· 32 

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（224） ····· 32 

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理道路線の一部廃止

の告示（225） ······························· 33 

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理道路線の指定の告

示（226） ····································· 33 

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理道路線の指定の告

示（227） ····································· 33 

○平成22年４月30日世田谷区告示第  

335号の全部を訂正する告示（228） ···· 33 

○平成22年４月30日世田谷区告示第  

336号の全部を訂正する告示（229） ···· 49 

○平成22年４月30日世田谷区告示第  

337号の全部を訂正する告示（230） ···· 51 

○平成22年４月30日世田谷区告示第  

338号の全部を訂正する告示（231） ···· 57 

○令和６年４月１日世田谷区告示第  

232号の一部を訂正する告示（232） ···· 58 

○令和６年４月１日世田谷区告示第  

243号の一部を訂正する告示（233） ···· 58 

○世田谷区みどりの基本条例に基づ

く保存樹木等の指定解除の告示

（234） ········································ 58 

○世田谷区みどりの基本条例に基づ

く保存樹木等の指定の告示（235） ····· 58 

○世田谷区みどりの基本条例に基づ

く保存樹木等の指定解除の告示

（236） ········································ 58 

   公   告 

○都市計画法に基づく開発行為に関

する工事の完了公告（21） ··············· 58 

○都市計画法に基づく開発行為に関

する工事の完了公告（22） ··············· 59 

○都市計画法に基づく開発行為に関

する工事の完了公告（23） ··············· 59 

○土地収用法第42条第１項の規定に

よる裁決申請書及びその添付書類

の写し並びに同法第47条の３第１

項に規定する書類並びに同法第47

条の４第１項の規定による書類の

写しの送付に伴う関係図書縦覧の

公告（24） ···································· 59 

○世田谷区立障害者福祉施設条例に

基づく世田谷区立障害者福祉施設

の指定管理者の指定の公告（25）······· 59 

○世田谷区立区民会館条例に基づく
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世田谷区立世田谷区民会館の指定

管理者の指定の公告（26） ··············· 59 

○予防接種法及び予防接種法施行令   

に基づく予防接種実施の公告（27） ··· 60 

   規   則（教） 

○世田谷区教育委員会会計年度任用

講師の任用等に関する規則の一部

を改正する規則（５）····················· 60 

○世田谷区教育委員会非常勤職員の

設置に関する規則の一部を改正す

る規則（６） ································ 60 

○世田谷区学校給食費に関する規則

の一部を改正する規則（７） ············ 60 

○幼稚園教育職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する条例施行規則

の一部を改正する規則（８） ············ 60 

○幼稚園教育職員の期末手当に関す

る規則の一部を改正する規則（９） ···· 61 

○幼稚園教育職員の勤勉手当に関す

る規則の一部を改正する規則（10） ···· 61 

○世田谷区立認定こども園保育料条

例施行規則の一部を改正する規則

（11） ········································· 61 

○世田谷区教育委員会事務局組織規

則の一部を改正する規則（12） ········· 62 

○世田谷区教育委員会会計年度任用

職員の設置に関する規則の一部を

改正する規則（13） ······················· 62 

○世田谷区立図書館館則の一部を改

正する規則（14） ·························· 62 

○学校教育に供する電子計算組織の

運営に関する規則の一部を改正す

る規則（15） ································ 62 

   告   示（教） 

○世田谷区教育委員会会計年度任用

職員の報酬の額に関する規程の一

部改正（２） ································ 62 

   訓 令 甲（議会長） 

○世田谷区議会個人情報保護条例施

行規程の一部改正（１） ·················· 64 

○世田谷区議会事務局非常勤職員規

程の一部改正（２） ······················· 64 

   告   示（選） 

○公職選挙法に基づく選挙人名簿か

らの抹消の告示（２）····················· 64 

○地方自治法、市町村の合併の特例

に関する法律及び地方教育行政の

組織及び運営に関する法律に基づ

く令和７年３月３日調製の選挙人

名簿登録者総数の50分の１の数、

６分の１の数及び40万を超える数

に６分の１を乗じて得た数と40万

に３分の１を乗じて得た数とを合

算して得た数の告示（３） ··············· 64 

○公職選挙法に基づく選挙人名簿の

抄本及び在外選挙人名簿の抄本の

閲覧状況の告示（４）····················· 64 

○世田谷区選挙管理委員会会計年度

任用職員の報酬の額の告示（５） ······ 65 

○世田谷区選挙管理委員会規程に基

づく世田谷区選挙管理委員会の委

員長選挙の告示（６）····················· 65 

   告   示（農） 

○農業委員会等に関する法律に基づ

く農業委員会総会の開催の告示

（３） ········································· 65 

   告   示（監） 

○地方自治法に基づく令和６年度定

期監査の結果に基づき講じた措置

の公表の告示（３） ························ 65 

                    

条   例 
                    

 次に掲げる条例を公布する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

世田谷区条例第78号 

 世田谷区特別区税条例の一部を改正する

条例 

世田谷区条例第79号 

 世田谷区国民健康保険条例の一部を改正

する条例 

世田谷区条例第80号 

 世田谷区議会委員会条例の一部を改正す

る条例 

世田谷区条例第81号 

 世田谷区議会個人情報保護条例の一部を

改正する条例 

                    

   世田谷区特別区税条例の一部を改正

する条例 

 世田谷区特別区税条例（昭和39年12月世

田谷区条例第74号）の一部を次のように改

正する。 

 第46条の２第２項中「次項」を「第４項」

に改め、「運転免許証」という。）」の次に「又

はこれらの者の特定免許情報（同法第95条

の２第２項に規定する特定免許情報をいう。

次項において同じ。）が記録された免許情報

記録個人番号カード（同条第４項に規定す

る免許情報記録個人番号カードをいう。以

下この項、次項及び第４項において同じ。）」

を加え、同項ただし書中「運転免許証」の

次に「又は免許情報記録個人番号カード」

を加え、同条中第５項を第６項とし、第４

項を第５項とし、同条第３項中「前項」を

「第２項」に改め、「運転免許証」の次に「又

は免許情報記録個人番号カード」を加え、

同項を同条第４項とし、同条第２項の次に

次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、免許情報記録個

人番号カードを提示したときは、当該免

許情報記録個人番号カードに記録された

特定免許情報を確認するために必要な措

置を受けなければならない。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区国民健康保険条例の一部を

改正する条例 

 世田谷区国民健康保険条例（昭和34年11

月世田谷区条例第14号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第15条の４第１号中「100分の8.69」を「100

分の7.71」に、「100分の63」を「100分の62」

に改め、同条第２号中「49,100円」を「47,300

円」に、「100分の37」を「100分の38」に改

める。 

 第15条の８中「650,000円」を「660,000円」

に改める。 

 第15条の12第１号中「100分の2.8」を「100

分の2.69」に改め、同条第２号中「16,500円」

を「16,800円」に改める。 

 第15条の16中「240,000円」を「260,000円」

に改める。 

 第16条の４第１号中「100分の2.36」を「100

分の2.25」に、「100分の62」を「100分の61」

に改め、同条第２号中「16,500円」を「16,600

円」に、「100分の38」を「100分の39」に改

める。 

 第 19条の２各号列記以外の部分中

「650,000円」を「660,000円」に、「240,000

円」を「260,000円」に改め、同条第１号ア

中「34,370円」を「33,110円」に改め、同号

イ中「11,550円」を「11,760円」に改め、同

号ウ中「11,550円」を「11,620円」に改め、

同条第２号中「295,000円」を「305,000円」

に改め、同号ア中「24,550円」を「23,650円」

に改め、同号イ中「8,250円」を「8,400円」

に改め、同号ウ中「8,250円」を「8,300円」

に改め、同条第３号中「545,000円」を

「560,000円」に改め、同号ア中「9,820円」

を「9,460円」に改め、同号イ中「3,300円」

を「3,360円」に改め、同号ウ中「3,300円」

を「3,320円」に改める。 

 第19条の４第１号ア中「7,365円」を「7,095

円」に改め、同号イ中「12,275円」を「11,825

円」に改め、同号ウ中「19,640円」を「18,920

円」に改め、同号エ中「24,550円」を「23,650

円」に改め、同条第２号ア中「2,475円」を

「2,520円」に改め、同号イ中「4,125円」を

「4,200円」に改め、同号ウ中「6,600円」を

「6,720円」に改め、同号エ中「8,250円」を

「8,400円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第15条の４、

第15条の８、第15条の12、第15条の16、

第16条の４、第19条の２及び第19条の４

の規定は、令和７年度以後の年度分の保

険料について適用し、令和６年度以前の

年度分の保険料については、なお従前の

例による。 

                    

   世田谷区議会委員会条例の一部を改

正する条例 

 世田谷区議会委員会条例（昭和40年４月

世田谷区条例第28号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第２項第２号及び第４号中「、拠

点整備担当課」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区議会個人情報保護条例の一

部を改正する条例 

 世田谷区議会個人情報保護条例（令和５

年３月世田谷区条例第26号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第10項中「以下」を「第12条第５

項において」に、「第２条第８項」を「第２

条第９項」に改める。 
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 第12条第５項の表第38条第１項第１号の

項中「第２条第９項」を「第２条第10項」

に改める。 

 第17条第１項各号列記以外の部分中「以

下」を「第３項において」に改め、同条第

２項第１号ア中「又は報酬、福利厚生に関

する事項その他」を「若しくは報酬若しく

は福利厚生に関する事項又は」に改める。 

 第18条第１項中「議会の保有する」を削

り、同条第２項中「この章において」及び

「この章及び第48条において」を削る。 

 第27条第２項中「この章において」を削

る。 

 第31条第２項中「この章及び第48条にお

いて」を削る。 

 第32条第３項中「この章において」を削

る。 

 第38条第１項ただし書中「この章におい

て」を削り、同条第２項中「この章及び第

48条において」を削る。 

 第39条第３項中「この章において」を削

る。 

 第48条中「特定」の次に「に資する情報

の提供」を加える。 

 第53条から第55条までの規定中「懲役」

を「拘禁刑」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施

行する。ただし、第２条第10項、第12条

第５項の表、第17条第１項各号列記以外

の部分及び第２項第１号ア、第18条第１

項及び第２項、第27条第２項、第31条第

２項、第32条第３項、第38条第１項ただ

し書及び第２項、第39条第３項並びに第

48条の改正規定は、同年４月１日から施

行する。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

２ 令和７年６月１日前にした行為の処罰

については、なお従前の例による。 

                    

規   則 
                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和７年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

世田谷区規則第38号 

 世田谷区組織規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第39号 

 池尻２丁目体育館の世田谷区公共施設利

用案内システムによる利用手続に関する

規則の一部を改正する規則 

                    

   世田谷区組織規則の一部を改正する

規則 

 世田谷区組織規則（平成３年３月世田谷

区規則第７号）の一部を次のように改正す

る。 

 第９条の２第２項の表地域包括ケア担当

参事の項を次のように改める。 

 地域包括ケア担当参事 

  ⑴ 地域包括ケアシステムの構築に係

る領域内の調整に関すること。 

  ⑵ 多機関協働事業の推進に関するこ

と。 

  ⑶ 保健福祉特別支援チームの運営に

関すること。 

  ⑷ 保健福祉センターの業務改善に関

すること。 

 第11条第１項の表環境政策部の項中「環

境計画課」を「環境政策課」に、「環境・エ

ネルギー施策推進課」を「気候危機対策課」

に改め、同表経済産業部の項中「工業・も

のづくり・雇用促進課」を「工業・建設業・

雇用促進課」に改める。 

 第16条第１項の表政策企画課の部調整係

の項中第５号を削り、第６号を第５号とし、

第７号から第９号までを１号ずつ繰り上げ、

同部政策企画担当係長の項に次の１号を加

える。 

   ⑼ 自治権拡充及び地方分権に関す

ること。 

 第17条の２の表災害対策課の部災害対策

担当係長の項第８号中「職員配備態勢」を

「職員非常配備態勢」に改め、同項第９号

中「防災情報通信システム」を「防災情報

システム」に改め、同項第19号中「及び決

算の事務並びに」を「、決算及び」に改め

る。 

 第19条の表市民活動推進課の部調整係の

項第８号を次のように改める。 

   ⑻ 災害支援金に係る寄附金の募集

及び被災地への当該寄附金の寄贈

に関すること。 

 第19条の表市民活動推進課の部調整係の

項中第９号から第11号までを削り、第12号

を第９号とし、第13号を第10号とし、同表

人権・男女共同参画課の部人権・男女共同

参画担当係長の項第５号中「推進」を「計

画」に改め、同項中第６号を削り、第７号

を第６号とし、第８号を第７号とし、同号

の次に次の１号を加える。 

   ⑻ 人権・犯罪被害者等支援担当係

長に属しないこと。 

 第19条の表人権・男女共同参画課の部人

権・男女共同参画担当係長の項第９号を削

り、同部に次のように加える。 

  人権・犯罪被害者等支援担当係長 

   ⑴ 犯罪被害者等の支援等に関する

こと。 

   ⑵ 人権施策の推進に関すること。 

   ⑶ 平和資料館との連絡調整に関す

ること。 

 第19条の２の表地域行政課の部地域行政

担当係長の項中第13号を第17号とし、第12

号を第16号とし、第11号の次に次の４号を

加える。 

   ⑿ 地縁団体の認可に関すること。 

   ⒀ 認可地縁団体の印鑑登録及び印

鑑登録証明に関すること。 

   ⒁ 町会・自治会会館建設等助成金

の交付の調整に関すること。 

   ⒂ 町会及び自治会の連合会に関す

ること。 

 第19条の４の表環境計画課の部中「環境

計画課」を「環境政策課」に改め、同部環

境計画担当係長の項中「環境計画担当係長」

を「環境政策担当係長」に改め、同項第12

号中「及び気候危機対策行動推進担当係長」

を削り、同号を同項第14号とし、同項第11

号中「及び決算の事務並びに」を「、決算

及び」に改め、同号を同項第13号とし、同

項第10号の次に次の２号を加える。 

   ⑾ 気候市民会議に関すること。 

   ⑿ 環境マネジメントシステムの推

進に関すること。 

 第19条の４の表環境計画課の部気候危機

対策行動推進担当係長の項を削り、同表環

境・エネルギー施策推進課の部中「環境・

エネルギー施策推進課」を「気候危機対策

課」に改め、同部事業担当係長の項中第２

号を削り、第３号を第２号とし、第４号を

第３号とし、同項第５号中「（自治体間連携

事業及び電力販売契約事業に係ることを除

く。）」を削り、同号を同項第４号とし、同

項中第６号を第５号とし、第７号から第10

号までを１号ずつ繰り上げ、同項に次の１

号を加える。 

   ⑽ 脱炭素地域づくり担当係長に属

しないこと。 

 第19条の４の表環境・エネルギー施策推

進課の部に次のように加える。 

  脱炭素地域づくり担当係長 

   ⑴ 自治体間連携事業に係る調整に

関すること。 

   ⑵ 脱炭素地域づくりに係る調整に

関すること。 

 第20条の表経済課の部経済担当係長の項

第10号を次のように改める。 

   ⑽ 産業活性化拠点に関すること。 

 第20条の表工業・ものづくり・雇用促進

課の部中「工業・ものづくり・雇用促進課」

を「工業・建設業・雇用促進課」に改め、

同部工業・ものづくり・雇用促進担当係長

の項中「工業・ものづくり・雇用促進担当

係長」を「工業・建設業・雇用促進担当係

長」に改め、同項第３号を次のように改め

る。 

   ⑶ 産業活性化拠点の施設の調整に

関すること。 

 第21条の表管理課の部調整係の項第11号

を削り、同項第12号中「事務調整担当係長」

を「課内他の担当係長」に改め、同号を同

項第11号とし、同部に次のように加える。 

  施設整備担当係長 

   ⑴ 清掃・リサイクル施設の再整備

等に関すること。 

 第21条の表事業課の部事業担当係長の項

に次の１号を加える。 

   ⑼ 清掃・リサイクル事業に係る計

画、調整及び進行管理に関するこ

と。 

 第21条の表事業課の部計画担当係長の項

を削る。 

 第22条の表保健福祉政策課の部計画担当

係長の項中「計画担当係長」を「保健福祉

計画担当係長」に改め、同項に次の１号を

加える。 

   ⑸ 保健福祉特別支援チームの運営

に関すること。 

 第22条の表生活福祉課の部管理係の項を

削り、同部生活福祉担当係長の項中第17号

を第23号とし、第１号から第16号までを６

号ずつ繰り下げ、同項に第１号から第６号

までとして次の６号を加える。 

   ⑴ 成年後見制度に係る事務の連絡

調整に関すること。 
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   ⑵ 共同募金に関すること。 

   ⑶ 民生委員推薦会に関すること。 

   ⑷ 民生委員及び児童委員の活動の

連絡調整に関すること。 

   ⑸ 社会福祉法人世田谷ボランティ

ア協会の援助等に関すること。 

   ⑹ 社会福祉法人世田谷区社会福祉

協議会との連絡調整に関すること。 

 第22条の２の表高齢福祉課の部計画担当

係長の項の次に次のように加える。 

  介護人材担当係長 

   ⑴ 介護人材の確保、育成及び定着

支援に関する事業の実施及び調整

に関すること。 

 第23条の表子ども・若者支援課の部管理

係の項第６号中「子ども基金」を「子ども・

若者基金」に改め、同部計画担当係長の項

第２号中「子ども・子育て会議」を「子ど

も・若者・子育て会議」に改め、同部子ど

もの人権擁護担当係長の項中「子どもの人

権擁護担当係長」を「子どもの権利擁護担

当係長」に改め、同項第１号中「人権」を

「権利」に改め、同項第２号中「子どもの

人権擁護機関」を「子どもの権利擁護機関」

に改め、同部若者支援担当係長の項中「若

者支援担当係長」を「事業担当係長」に改

め、同項第２号中「子ども・青少年協議会」

を「子どもの権利委員会」に改め、同項第

３号中「若者」を「子ども・若者」に改め

る。 

 第24条第１項の表建築審査課の部建築審

査担当係長の項第１号中「第18条第24項第

２号」を「第18条第38項第２号」に改め、

同項中第12号を第13号とし、同項第11号中

「関すること」の次に「（建築の構造及び設

備に関することを除く。）」を加え、同号を

同項第12号とし、同項中第10号を第11号と

し、第６号から第９号までを１号ずつ繰り

下げ、第５号の次に次の１号を加える。 

   ⑹ 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律に基づく適合

性判定（外皮基準に関するものに

限る。）に関すること（申請の受付

に関することを除く。）。 

 第24条第１項の表建築審査課の部構造審

査担当係長の項第１号中「第18条第24項第

２号」を「第18条第38項第２号」に改め、

同項に次の１号を加える。 

   ⑺ 指定確認検査機関に対する立入

検査に関すること（建築の構造に

関することに限る。）。 

 第24条第１項の表建築審査課の部設備審

査担当係長の項第１号中「第18条第24項第

２号」を「第18条第38項第２号」に改め、

同項第６号中「適合性判定」の次に「（外皮

基準に関するものを除く。）」を加え、「認定

等」を「認定」に改め、同項に次の１号を

加える。 

   ⑻ 指定確認検査機関に対する立入

検査に関すること（建築の設備に

関することに限る。）。 

 第24条第２項の表建築安全課の部を削り、

同表に次のように加える。 

 建築安全課 

  建築安全担当係長 

   ⑴ 建築物安全安心推進協議会の運

営に関すること。 

   ⑵ 建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律に基づく届出書及

び通知書（建築工事に係るものに

限る。）の受理に関すること。 

   ⑶ 建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律に基づく立入検査、

命令等に関すること。 

   ⑷ 飲食店及び風俗営業店に係る調

査及び通知に関すること。 

   ⑸ 特定建築物及び特定建築設備

（次号において「特定建築物等」

という。）の定期報告に関すること。 

   ⑹ 特定建築物等の定期報告後の現

場調査、摘発、是正指導及び行政

処分に関すること。 

   ⑺ 定期調査報告概要書及び定期検

査報告概要書の閲覧に関すること。 

   ⑻ マンションの建替え等の円滑化

に関する法律第102条第２項第３

号及び第４号に基づくマンション

の除却の必要性に係る審査に関す

ること。 

   ⑼ 課内他の担当係長に属しないこ

と。 

  空家・老朽建築物対策担当係長 

   ⑴ 空家等対策の推進に関する特別

措置法による調査及び措置並びに

空家等対策計画に関すること。 

   ⑵ 世田谷区空家等の対策の推進に

関する条例による建築物等調査、

措置及び空家等対策の調整に関す

ること。 

   ⑶ 世田谷区空家等対策審査会に関

すること。 

   ⑷ 保安上危険な建築物等に対する

措置に関すること。 

  監察担当係長 

   ⑴ 違反建築の防止及び建築基準法

等の違反者の告発に関すること。 

   ⑵ 違反建築物等の調査、摘発、是

正指導及び行政処分に関すること。 

   ⑶ 違反建築物の除却等の行政代執

行に関すること。 

  建築線・狭あい道路整備担当係長 

   ⑴ 建築基準法による道路位置の指

定及び道路の調査に関すること。 

   ⑵ 狭あい道路拡幅整備事業に関す

ること。 

   ⑶ 世田谷区狭あい道路拡幅整備条

例に関すること。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   池尻２丁目体育館の世田谷区公共施

設利用案内システムによる利用手続

に関する規則の一部を改正する規則 

 池尻２丁目体育館の世田谷区公共施設利

用案内システムによる利用手続に関する規

則（令和７年２月世田谷区規則第７号）の

一部を次のように改正する。 

 第７条中「第16条」を「第19条」に改め

る。 

 第17条を第20条とし、第16条の次に次の

３条を加える。 

（督促） 

第17条 区長は、利用者が第15条の利用料

又は前条第１項のキャンセル料（以下こ

れらを「利用料等」という。）を区長が指

定する日（以下「納期限」という。）まで

に納付しないときは、納期限の属する月

の翌月の末日までに督促状を発して督促

するものとする。 

２ 前項の督促状には、その発する日から

15日以内において納付すべき期限を指定

するものとする。 

（延滞金の額及び徴収方法） 

第18条 区長は、利用料等について前条の

規定による督促をした場合においては、

当該利用料等の額（1,000円未満の端数が

あるとき、又はその全額が2,000円未満で

あるときは、その端数金額又はその全額

を切り捨てる。）に、その納期限の翌日か

ら納付の日までの期間の日数に応じ、年

14.6パーセント（督促状に指定する期限ま

での期間については、年7.3パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当する

延滞金を加算して徴収するものとする。

ただし、確定した延滞金額に100円未満の

端数があるとき、又はその全額が1,000円

未満であるときは、その端数金額又はそ

の全額を切り捨てるものとする。 

２ 前項に規定する年当たりの割合は、閏

年の日を含む期間についても365日当たり

の割合とする。 

（延滞金額の減免） 

第19条 区長は、次の各号のいずれかに該

当する場合においては、前条の規定によ

る延滞金額の全部又は一部を免除するこ

とができる。 

 ⑴ 利用料等を納付すべき利用者が災害

により納期限までに納付できなかった

とき。 

 ⑵ 利用料等の徴収に関する書類の送達

について、その送達を受けるべき利用

者の住所、居所、事務所及び事業所が

明らかでないため又は外国においてす

べき送達について困難な事情があると

認められるため、その送達に代えて公

示送達をしたとき。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、区長が

やむを得ない理由があると認めるとき。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

世田谷区規則第40号 

 世田谷区電子計算組織の運営に関する規

則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第41号 

 世田谷区行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

世田谷区規則第42号 

 世田谷区公印規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第43号 

 世田谷区規則における押印の省略に関す

る規則の一部を改正する規則 
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世田谷区規則第44号 

 世田谷区非常勤職員規則の一部を改正す

る規則 

世田谷区規則第45号 

 職員の退職手当に関する条例施行規則の

一部を改正する規則 

世田谷区規則第46号 

 世田谷区災害対策本部条例施行規則の一

部を改正する規則 

世田谷区規則第47号 

 世田谷区国民保護対策本部及び緊急対処

事態対策本部条例施行規則の一部を改正

する規則 

世田谷区規則第48号 

 世田谷区特別区税条例施行規則の一部を

改正する規則 

世田谷区規則第49号 

 生活保護法施行細則の一部を改正する規

則 

世田谷区規則第50号 

 世田谷区心身障害者福祉手当条例施行規

則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第51号 

 世田谷区立知的障害者生活寮条例施行規

則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第52号 

 世田谷区指定特定相談支援事業者及び指

定障害児相談支援事業者の指定等に関す

る規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第53号 

 世田谷区指定障害児通所支援事業者及び

指定障害児入所施設の指定等に関する規

則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第54号 

 世田谷区児童相談所長委任規則の一部を

改正する規則 

世田谷区規則第55号 

 世田谷区児童虐待の防止等に関する法律

の施行に関する規則の一部を改正する規

則 

世田谷区規則第56号 

 世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運

営の基準に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

世田谷区規則第57号 

 世田谷区幼保連携型認定こども園以外の

認定こども園の認定の要件に関する条例

施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第58号 

 世田谷区幼保連携型認定こども園の学級

の編制、職員、設備及び運営の基準に関

する条例施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第59号 

 世田谷区保健所使用条例施行規則の一部

を改正する規則 

世田谷区規則第60号 

 世田谷区保健所長委任規則の一部を改正

する規則 

世田谷区規則第61号 

 世田谷区新型インフルエンザ等対策本部

条例施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第62号 

 世田谷区感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律施行規則の一

部を改正する規則 

世田谷区規則第63号 

 世田谷区旅館業法施行細則の一部を改正

する規則 

世田谷区規則第64号 

 世田谷区公衆浴場法施行細則の一部を改

正する規則 

世田谷区規則第65号 

 世田谷区食品衛生法施行細則の一部を改

正する規則 

世田谷区規則第66号 

 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例

施行規則の一部を改正する規則 

世田谷区規則第67号 

 世田谷区建築基準法施行細則の一部を改

正する規則 

世田谷区規則第68号 

 世田谷区営住宅管理条例施行規則の一部

を改正する規則 

世田谷区規則第69号 

 世田谷区立特定公共賃貸住宅及び世田谷

区立ファミリー住宅条例施行規則の一部

を改正する規則 

世田谷区規則第70号 

 世田谷区会計事務規則の一部を改正する

規則 

                    

   世田谷区電子計算組織の運営に関す

る規則の一部を改正する規則 

 世田谷区電子計算組織の運営に関する規

則（平成16年４月世田谷区規則第47号）の

一部を次のように改正する。 

 第９条第４項中「教育研究・ＩＣＴ推進

課長」を「教育ＤＸ推進担当課長」に改め

る。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

 世田谷区行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する条例施行規則（平成17

年１月世田谷区規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条第３項中「区長の定めるところに

より」を「他の方法により当該書面等にお

ける必要事項を確認することができると認

めるときは」に改める。 

 第４条を次のように改める。 

（電子署名等） 

第４条 条例第３条第４項に規定する規則

で定める氏名又は名称を明らかにする措

置は、次に掲げる措置とする。 

 ⑴ 前条第１項の申請等において入力す

る事項に係る情報について電子署名を

行い、当該電子署名に係る電子証明書

であって次のいずれかに該当するもの

と併せて区長等の使用に係る電子計算

機に備えられたファイルに記録するこ

と。 

  ア 電子署名等に係る地方公共団体情

報システム機構の認証業務に関する

法律（平成14年法律第153号）第３条

第１項に規定する署名用電子証明書 

  イ 商業登記法（昭和38年法律第125号）

第12条の２第１項及び第３項の規定

に基づき登記官が作成した電子証明

書 

  ウ ア及びイに掲げるもののほか、区

長が指定する電子証明書 

 ⑵ 前条第１項の申請等に当たって、識

別番号及び暗証番号を当該申請等を行

う者の使用に係る電子計算機から入力

し、区長等の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録すること。 

 ⑶ 区の機関が前条第１項の申請等をす

る場合において、世田谷区電子計算組

織の運営に関する規則（平成16年４月

世田谷区規則第47号）第２条第５号に

規定する電子計算組織を使用すること。 

 第５条第２項ただし書を次のように改め

る。 

  ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、この限りでない。 

 ⑴ 区の機関に対して処分通知等を行う

場合において、世田谷区電子計算組織

の運営に関する規則第２条第５号に規

定する電子計算組織を使用して行うと

き。 

 ⑵ 申請等に基づく処分通知等を行うと

き（第三者による電子署名の検証が必

要と認められるときを除く。）。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区公印規則の一部を改正する

規則 

第１条 世田谷区公印規則（平成元年３月

世田谷区規則第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表４の部23の項中「環境計画課長」

を「環境政策課長」に改め、同部中80の

項を削り、79の項を80の項とし、45の項

から78の項までを１項ずつ繰り下げ、44

の項の次に次のように加える。 

 

45 同 同 介護予防事務用 介護予防・地域支援課長 

 

  別表６の部中68の項を削り、69の項を

68の項とし、70の項から72の項までを１

項ずつ繰り上げる。 

第２条 世田谷区公印規則の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表４の部中84の項を85の項とし、６

の項から83の項までを１項ずつ繰り下げ、

同部５の項の次に次のように加える。 
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６ 同 同 地域生活安全事務用 地域生活安全課長 

   附 則 

 この規則中第１条の規定は令和７年４月

１日から、第２条の規定は同年５月１日か

ら施行する。 

                    

   世田谷区規則における押印の省略に

関する規則の一部を改正する規則 

 世田谷区規則における押印の省略に関す

る規則（令和３年２月世田谷区規則第17号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条を次のように改める。 

（目的） 

第１条 この規則は、世田谷区の規則（世

田谷区議会規則、世田谷区教育委員会規

則及び世田谷区農業委員会規則を除く。

以下「区規則」という。）により区民等に

押印を求めることとしている申請書、申

込書、届出書その他の文書（以下「申請

書等」という。）及び区規則により公印を

押印することとしている通知書その他の

文書（以下「通知書等」という。）につい

て、それらの押印を省略することができ

るようにすることにより、行政手続の簡

素化を図り、もって区民等の負担を軽減

するとともに、区の事務を効率化するこ

とを目的とする。 

 第３条の次に次の２条を加える。 

（公印の押印の省略） 

第４条 区規則により公印を押印すること

としている通知書等であって、次の各号

のいずれかに該当すると区長が認めたも

のについては、公印の押印を省略するこ

とができる。 

 ⑴ 対内文書 

 ⑵ 申請等（申請、届出その他の法令等

の規定に基づき区の機関に対して行わ

れる通知をいう。）に基づく処分通知等

（処分（行政庁の処分その他公権力の

行使に当たる行為をいう。）の通知その

他の法令等の規定に基づき区の機関が

行う通知（不特定の者に対して行うも

のを除く。）をいう。以下この号におい

て同じ。）として、電子情報処理組織（区

の機関の使用に係る電子計算機（入出

力装置を含む。）と処分通知等を受ける

者の使用に係る電子計算機（入出力装

置を含む。）とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。）を使用し

て発送する文書 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、公印を

押印しないことについて特に理由があ

ると認められる文書 

（適用除外） 

第５条 次に掲げる通知書等については、

前条第２号の規定は、適用しない。 

 ⑴ 法令等の規定により公印の押印が義

務付けられている通知書等 

 ⑵ 権利又は義務に重大な影響を及ぼす

通知書等 

 ⑶ 特定の事実を証明する通知書等 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、世田谷

区公文書管理規則（令和２年３月世田

谷区規則第28号）第５条に規定する保

管単位の長が特に公印を押印する必要

があると認める通知書等 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区非常勤職員規則の一部を改

正する規則 

 世田谷区非常勤職員規則（昭和32年４月

世田谷区規則第５号）の一部を次のように

改正する。 

 第３条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に

改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年６月１日から施行

する。 

                    

   職員の退職手当に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

 職員の退職手当に関する条例施行規則

（昭和31年12月世田谷区規則第15号）の一

部を次のように改正する。 

 第11条の２第２号中「就業手当に相当す

る退職手当又は同令第82条の７第１項に規

定する」を削る。 

 第15号様式を削る。 

 第15号の２様式中
「
申請者氏名     

    
」
を「申請者氏名」に改め、

同様式を第15号様式とする。 

 第15号の３様式中
「
申請者氏名     

    
」
を「申請者氏名」に改め、 

同様式を第15号の２様式とする。 

 第15号の４様式中
「
申請者氏名     

    
」
を「申請者氏名」に改め、 

同様式を第15号の３様式とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施

行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第15号の２様式から第15号の４

様式までの規定に基づき作成された様式

の用紙で現に残存するものは、当分の間、

修正して使用することができる。 

                    

   世田谷区災害対策本部条例施行規則

の一部を改正する規則 

 世田谷区災害対策本部条例施行規則（昭

和38年12月世田谷区規則第19号）の一部を

次のように改正する。 

 別表第１災対北沢地域本部の項中「北沢

総合支所拠点整備担当課」を削り、同表災

対区民支援部の項中「工業・ものづくり・

雇用促進課」を「工業・建設業・雇用促進

課」に改め、災対都市整備部の項中「環境

計画課」を「環境政策課」に、「環境・エネ

ルギー施策推進課」を「気候危機対策課」

に改め、同表災対教育部の項中「教育研究・

ＩＣＴ推進課」を「教育ＤＸ推進担当課」

に改める。 

 別表第２災対地域本部（拠点隊を除く。）

の項第９号中「医療救護所」を「避難所救

護所」に改め、同項第12号中「橋りょう」

を「橋梁
りょう

」に改め、同表災対地域本部（拠

点隊に限る。）の項第３号中「医療救護所」

を「避難所救護所」に改め、同表災対清掃

部の項第３号中「がれき」を「がれき等」

に改め、同表災対土木部の項第５号中「橋

りょう」を「橋梁
りょう

」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区国民保護対策本部及び緊急

対処事態対策本部条例施行規則の一

部を改正する規則 

 世田谷区国民保護対策本部及び緊急対処

事態対策本部条例施行規則（平成19年３月

世田谷区規則第51号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第１国民保護対策北沢地域本部の項

中「北沢総合支所拠点整備担当課」を削り、

同表国民保護対策区民支援部の項中「工業・

ものづくり・雇用促進課」を「工業・建設

業・雇用促進課」に改め、同表国民保護対

策都市整備部の項中「環境計画課」を「環

境政策課」に、「環境・エネルギー施策推進

課」を「気候危機対策課」に改め、同表国

民保護対策教育部の項中「教育研究・ＩＣ

Ｔ推進課」を「教育ＤＸ推進担当課」に改

める。 

 別表第２国民保護対策地域本部（拠点隊

を除く。）の項事務分掌の欄第10号中「医療

救護所」を「避難所救護所」に改め、同欄

第13号中「橋りょう」を「橋梁
りょう

」に改め、

同表国民保護対策地域本部（拠点隊に限る。）

の項事務分掌の欄第３号中「医療救護所」

を「避難所救護所」に改め、同表国民保護

対策清掃部の項事務分掌の欄第３号中「が

れき」を「がれき等」に改め、同表国民保

護対策土木部の部事務分掌の欄第８号中

「橋りょう」を「橋梁
りょう

」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区特別区税条例施行規則の一

部を改正する規則 

 世田谷区特別区税条例施行規則（昭和40

年３月世田谷区規則第15号）の一部を次の

ように改正する。 

 第13条の表⑶の項中「第46条第２項」の

次に「及び第46条の２第５項」を加え、同

表中⑷の項を削り、⑸の項を⑷の項とする。 

 第17条の２第３項各号列記以外の部分中

「第46条の２第３項」を「第46条の２第４

項」に改め、同項第６号を次のように改め

る。 

 ⑹ 運転免許証又は道路交通法（昭和35

印 

印 

印 
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年法律第105号）第95条の２第２項第１

号に規定する免許情報記録（以下この

号において「免許情報記録」という。）

の番号、運手免許の年月日、運転免許

証又は免許情報記録の有効期限並びに

運転免許の種類及び条件が付されてい

る場合にはその条件 

 様式目次第12号の４様式の項を次のよう

に改める。 

 第12号の４様式 削除 

 第12号の３様式から第13号の２様式まで

を次のように改める。 

様式省略 

第12号の４様式 削除 

様式省略 

 第25号様式備考３を次のように改める。 

 ３ 標識の地色は、次のとおりとする。 

  ⑴ 条例第39条第１項第１号イ又はハ

の原動機付自転車にあっては、白色 

  ⑵ 条例第39条第１項第１号ロの原動

機付自転車にあっては、薄黄色 

  ⑶ 条例第39条第１項第１号ニの原動

機付自転車にあっては、薄桃色 

  ⑷ 条例第39条第１項第１号ホの原動

機付自転車にあっては、薄青色 

  ⑸ 条例第39条第１項第２号の小型特

殊自動車にあっては、薄緑色 

 第25号の３様式を次のように改める。 

様式省略 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。ただし、第13号様式及び第13号の２

様式の改正規定は、同年５月１日から施行

する。 

                    

   生活保護法施行細則の一部を改正す

る規則 

 生活保護法施行細則（昭和40年３月世田

谷区規則第20号）の一部を次のように改正

する。 

 第11号様式中「男・女」を削る。 

 第12号の２様式から第14号様式までの規

定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和７年６月１日から施

行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第12号の２様式から第14号様式

までの規定に基づき作成された様式の用

紙で現に残存するものは、当分の間、修

正して使用することができる。 

                    

   世田谷区心身障害者福祉手当条例施

行規則の一部を改正する規則 

 世田谷区心身障害者福祉手当条例施行規

則（昭和59年３月世田谷区規則第15号）の

一部を次のように改正する。 

 第16条の表中「特発性血小板減少性紫斑

病」を「免疫性血小板減少症」に、「徐波睡

眠期持続性棘
きょく

徐波を示すてんかん性脳症」

を「睡眠時棘
きょく

徐波活性化を示す発達性てん

かん性脳症及びてんかん性脳症」に、「ＴＲ

ＰＶ４異常症」を「ＴＲＰＶ４異常症 342.

ＬＭＮＢ１関連大脳白質脳症 343.ＰＵＲ

Ａ関連神経発達異常症 344.極長鎖アシル

ーＣｏＡ脱水素酵素欠損症 345.乳児発症

ＳＴＩＮＧ関連血管炎 346.原発性肝外門

脈閉塞症 347.出血性線溶異常症 348.ロ

ウ症候群」に改める。 

 第７号様式を次のように改める。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施

行する。 

２ この規則による改正前の第７号様式の

規定に基づき作成された様式の用紙で現

に残存するものは、当分の間、修正して

使用することができる。 

                    

   世田谷区立知的障害者生活寮条例施

行規則の一部を改正する規則 

 世田谷区立知的障害者生活寮条例施行規

則（平成４年12月世田谷区規則第99号）の

一部を次のように改正する。 

 第12条第１項第１号中イをアとし、ロを

削り、ハをイとし、ニをウとし、ホをエと

し、同号へ中「イからホまで」を「アから

エまで」に改め、同号へを同号オとし、同

項第２号中イをアとし、ロをイとし、ハを

ウとし、同号ニ中「イからハまで」を「ア

からウまで」に改め、同号ニを同号エとす

る。 

 第９号様式を次のように改める。 

様式省略 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区指定特定相談支援事業者及

び指定障害児相談支援事業者の指定

等に関する規則の一部を改正する規

則 

 世田谷区指定特定相談支援事業者及び指

定障害児相談支援事業者の指定等に関する

規則（平成24年３月世田谷区規則第25号）

の一部を次のように改正する。 

 第８条を次のように改める。 

第８条 削除 

 第１号様式、第４号様式、第５様式裏面

以外の部分、第７号様式裏面以外の部分及 

び第８号様式中
「

」
を削る。 

   附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日前に世田谷区指定特定相談支援

事業者及び指定障害児相談支援事業者の

指定等に関する規則第７条第１号、第２

号又は第５号に掲げる事項に変更があっ

た場合のその旨の公示については、なお

従前の例による。 

３ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第１号様式、第４号様式、第５

号様式、第７号様式及び第８号様式の規

定に基づき作成された様式の用紙で現に

残存するものは、当分の間、修正して使

用することができる。 

                    

   世田谷区指定障害児通所支援事業者

及び指定障害児入所施設の指定等に

関する規則の一部を改正する規則 

 世田谷区指定障害児通所支援事業者及び

指定障害児入所施設の指定等に関する規則

（令和元年11月世田谷区規則第49号）の一

部を次のように改正する。 

 第７条を次のように改める。 

第７条 削除 

 第１号様式から第６号様式までの規定中

「
」
を削る。 

   附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日前に世田谷区指定障害児通所支

援事業者及び指定障害児入所施設の指定

等に関する規則第６条第１号又は第２号

に掲げる事項に変更があった場合のその

旨の公示については、なお従前の例によ

る。 

３ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第１号様式から第６号様式まで

の規定に基づき作成された様式の用紙で

現に残存するものは、当分の間、修正し

て使用することができる。 

                    

   世田谷区児童相談所長委任規則の一

部を改正する規則 

 世田谷区児童相談所長委任規則（令和２

年３月世田谷区規則第54号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表１の項第13号中「第33条第２項及び

第９項」を「第33条第２項及び第18項」に

改め、同項第14号中「第33条第11項」を「第

33条第20項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年６月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区児童虐待の防止等に関する

法律の施行に関する規則の一部を改

正する規則 

 世田谷区児童虐待の防止等に関する法律

の施行に関する規則（令和２年３月世田谷

区規則第53号）の一部を次のように改正す

る。 

 第10号様式中「懲役」を「拘禁刑」に改

める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年６月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区家庭的保育事業等の設備及

び運営の基準に関する条例施行規則

の一部を改正する規則 

 世田谷区家庭的保育事業等の設備及び運

営の基準に関する条例施行規則（平成26年

９月世田谷区規則第76号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第４条第２号中「栄養士」の次に「又は

管理栄養士」を加える。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区幼保連携型認定こども園以

外の認定こども園の認定の要件に関

する条例施行規則の一部を改正する

規則 

印 

印 
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 世田谷区幼保連携型認定こども園以外の

認定こども園の認定の要件に関する条例施

行規則（令和２年３月世田谷区規則第15号）

の一部を次のように改正する。 

 第８条第２号中「栄養士」の次に「又は

管理栄養士」を加える。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区幼保連携型認定こども園の

学級の編制、職員、設備及び運営の

基準に関する条例施行規則の一部を

改正する規則 

 世田谷区幼保連携型認定こども園の学級

の編制、職員、設備及び運営の基準に関す

る条例施行規則（令和２年３月世田谷区規

則第16号）の一部を次のように改正する。 

 第９条第２号中「栄養士」の次に「又は

管理栄養士」を加える。 

 附則第２項中「５年間」を「７年間」に

改める。 

 附則第３項中「５年間」を「10年間」に

改める。 

   附 則 

 この規則中附則第２項及び第３項の改正

規定は公布の日から、第９条第２号の改正

規定は令和７年４月１日から施行する。 

                    

   世田谷区保健所使用条例施行規則の

一部を改正する規則 

 世田谷区保健所使用条例施行規則（昭和

50年４月世田谷区規則第32号）の一部を次

のように改正する。 

 付則第２項中「令和７年３月31日」を「令

和８年３月31日」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

   世田谷区保健所長委任規則の一部を

改正する規則 

 世田谷区保健所長委任規則（昭和50年４

月世田谷区規則第33号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表２の項第１号中「規定」の次に「（法

第44条の９第１項の規定に基づく政令にお

いて準用する場合及び法第53条第１項の規

定に基づく政令において適用する場合を含

む。）」を加え、同項第２号中「準用する」

を「及び法第44条の９第１項の規定に基づ

く政令において準用する場合並びに法第53

条第１項の規定に基づく政令において適用

する」に改め、同項第３号中「第14条第２

項」の次に「（法第44条の９第１項の規定に

基づく政令において準用する場合及び法第

53条第１項の規定に基づく政令において適

用する場合を含む。）」を加え、同項第４号

中「第15条第１項」の次に「（法第44条の９

第１項の規定に基づく政令において準用す

る場合及び法第53条第１項の規定に基づく

政令において適用する場合を含む。）」を、

「よる」の次に「感染症の発生を予防し、

又は」を加え、同項第５号中「第15条第３

項」の次に「（法第44条の９第１項の規定に

基づく政令において準用する場合及び法第

53条第１項の規定に基づく政令において適

用する場合を含む。）」を加え、同項第６号

中「第15条第８項」の次に「（法第44条の９

第１項の規定に基づく政令において準用す

る場合及び法第53条第１項の規定に基づく

政令において適用する場合を含む。）」を加

え、同項第７号中「第15条第10項及び第11

項」の次に「（法第44条の９第１項の規定に

基づく政令において準用する場合及び法第

53条第１項の規定に基づく政令において適

用する場合を含む。）」を加え、同項第８号

中「第15条の２第１項」の次に「（法第44条

の９第１項の規定に基づく政令において準

用する場合及び法第53条第１項の規定に基

づく政令において適用する場合を含む。）」

を加え、同項第９号中「第15条の３第１項」

の次に「（法第44条の９第１項の規定に基づ

く政令において準用する場合及び法第53条

第１項の規定に基づく政令において適用す

る場合を含む。）」を加え、同項第10号中「第

15条の３第２項」の次に「（法第44条の９第

１項の規定に基づく政令において準用する

場合及び法第53条第１項の規定に基づく政

令において適用する場合を含む。）」を加え、

同項第11号中「第16条第１項」の次に「（法

第44条の９第１項の規定に基づく政令にお

いて準用する場合及び法第53条第１項の規

定に基づく政令において適用する場合を含

む。）」を加え、同項第12号中「第16条の２

第１項」の次に「（法第44条の９第１項の規

定に基づく政令において準用する場合及び

法第53条第１項の規定に基づく政令におい

て適用する場合を含む。）」を加え、同項第

13号中「第16条の３第１項」の次に「（法第

44条の９第１項の規定に基づく政令におい

て準用する場合及び法第53条第１項の規定

に基づく政令において適用する場合を含

む。）」を加え、同項第14号中「第16条の３

第３項」の次に「（法第44条の９第１項の規

定に基づく政令において準用する場合及び

法第53条第１項の規定に基づく政令におい

て適用する場合を含む。）」を加え、「検体の

採取」を「検体採取の措置」に改め、同項

第15号中「含む。）、法」を「含む。）におい

て、法第44条の９第１項の規定に基づく政

令において、法」に改め、「第49条において

準用する場合」の次に「並びに法第53条第

１項の規定に基づく政令において適用する

場合」を加え、同項第16号中「含む。）、法」

を「含む。）において、法第44条の９第１項

の規定に基づく政令において、法」に改め、

「第49条において準用する場合」の次に「並

びに法第53条第１項の規定に基づく政令に

おいて適用する場合」を加え、同項第17号

中「第17条第１項及び第２項」の次に「（法

第44条の９第１項の規定に基づく政令にお

いて準用する場合及び法第53条第１項の規

定に基づく政令において適用する場合を含

む。）」を加え、同項第18号を次のように改

める。 

 ⒅ 法第18条第１項（法第44条の９第１

項の規定に基づく政令において準用す

る場合及び法第53条第１項の規定に基

づく政令において適用する場合を含む。）

の規定による通知、法第18条第３項（法

第44条の９第１項の規定に基づく政令

において準用する場合及び法第53条第

１項の規定に基づく政令において適用

する場合を含む。）の規定による確認請

求の受理及び法第18条第４項（法第44

条の９第１項の規定に基づく政令にお

いて準用する場合及び法第53条第１項

の規定に基づく政令において適用する

場合を含む。）の規定による確認 

 別表２の項第19号中「第18条第５項及び

第６項」の次に「（法第44条の９第１項の規

定に基づく政令において準用する場合及び

法第53条第１項の規定に基づく政令におい

て適用する場合を含む。）」を加え、同項第

20号から第28号までの規定中「準用する」

を「及び法第44条の９第１項の規定に基づ

く政令において準用する場合並びに法第53

条第１項の規定に基づく政令において適用

する」に改め、同項第29号中「第24条第３

項」の次に「（法第44条の９第１項の規定に

基づく政令において準用する場合及び法第

53条第１項の規定に基づく政令において適

用する場合を含む。）」を加え、同項第30号

中「第26条」の次に「において、法第44条

の９第１項の規定に基づく政令において」

を、「場合」の次に「並びに法第53条第１項

の規定に基づく政令において適用する場合」

を加え、 同項第31号中 「第26条の３第１項」

の次に「（法第44条の３の５第６項において、

法第44条の９第１項の規定に基づく政令に

おいて及び法第50条の６第６項において準

用する場合並びに法第53条第１項の規定に

基づく政令において適用する場合を含む。）」

を加え、 同項第32号中 「第26条の３第３項」

の次に「（法第44条の３の５第６項において、

法第44条の９第１項の規定に基づく政令に

おいて及び法第50条の６第６項において準

用する場合並びに法第53条第１項の規定に

基づく政令において適用する場合を含む。）」

を加え、 同項第33号中 「第26条の４第１項」

の次に「（法第44条の９第１項の規定に基づ

く政令において準用する場合及び法第53条

第１項の規定に基づく政令において適用す

る場合を含む。）」を、「採取」の次に「に応

ずべきこと」を加え、同項第34号中「第26

条の４第３項」の次に「（法第44条の９第１

項の規定に基づく政令において準用する場

合及び法第53条第１項の規定に基づく政令

において適用する場合を含む。）」を加え、

「検体の採取」を「検体採取の措置」に改

め、同項第35号中「第27条」の次に「（法第

44条の９第１項の規定に基づく政令におい

て準用する場合及び法第53条第１項の規定

に基づく政令において適用する場合を含

む。）」を加え、「指示」を「措置」に改め、

同項第36号中「第28条」の次に「（法第44条

の９第１項の規定に基づく政令において準

用する場合及び法第53条第１項の規定に基

づく政令において適用する場合を含む。）」

を加え、「指示」を「措置」に改め、同項第

37号を次のように改める。 

 （37） 法第29条（法第44条の９第１項の規

定に基づく政令において準用する場合

及び法第53条第１項の規定に基づく政

令において適用する場合を含む。）の規

定による感染症の病原体に汚染された

物件等の消毒等の命令及び廃棄等の措

置 
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 別表２の項第38号中「第30条第１項」の

次に「（法第44条の９第１項の規定に基づく

政令において準用する場合及び法第53条第

１項の規定に基づく政令において適用する

場合を含む。）」を加え、同項第39号中「第

30条第２項」の次に「（法第44条の９第１項

の規定に基づく政令において準用する場合

及び法第53条第１項の規定に基づく政令に

おいて適用する場合を含む。）」を加え、同

項第40号中「第35条第１項」の次に「（法第

44条の９第１項の規定に基づく政令におい

て準用する場合並びに法第44条の４におい

て及び法第53条第１項の規定に基づく政令

において適用する場合を含む。）」を加え、

同項第41号中「第36条第１項（」の次に「法

第44条の９第１項の規定に基づく政令及び」

を、「場合」の次に「並びに法第44条の４に

おいて及び法第53条第１項の規定に基づく

政令において適用する場合」を加え、同項

第42号中「第36条第２項（」の次に「法第

44条の９第１項の規定に基づく政令及び」

を、「場合」の次に「並びに法第44条の４に

おいて及び法第53条第１項の規定に基づく

政令において適用する場合」を加え、同項

第43号中「第37条」の次に「（法第44条の９

第１項の規定に基づく政令において準用す

る場合、法第８条各項の規定により適用す

る場合及び法第53条第１項の規定に基づく

政令において適用する場合を含む。）」を加

え、同項中第80号を第82号とし、第69号か

ら第79号までを２号ずつ繰り下げ、同項第

68号中「第56条第１項」の次に「（法第44条

の９第１項の規定に基づく政令において準

用する場合及び法第53条第１項の規定に基

づく政令において適用する場合を含む。）」

を加え、同号を同項第70号とし、同項中第

67号を第69号とし、第66号を第68号とし、

第65号を第67号とし、第64号を第66号とし、

同号の前に次の１号を加える。 

 （65） 法第50条の３の規定による医療費の

公費負担の申請の受理及び負担の決定

並びに自己負担の認定（法第50条の４

の規定による療養費の支給の申請の受

理及び支給の決定並びに自己負担の認

定を含む。） 

 別表２の項中第63号を第64号とし、第56

号から第62号までを１号ずつ繰り下げ、同

項第55号中「検体の採取」を「検体採取の

措置」に改め、同号を同項第56号とし、同

項中第54号を第55号とし、第53号を第54号

とし、第52号を第53号とし、第51号の次に

次の１号を加える。 

 （52） 法第44条の３の２（法第44条の９第

１項の規定に基づく政令において準用

する場合及び法第８条第２項及び第３

項の規定により適用する場合を含む。）

の規定による医療費の公費負担の申請

の受理及び負担の決定並びに自己負担

の認定（法第44条の３の３の規定によ

る療養費の支給の申請の受理及び支給

の決定並びに自己負担の認定を含む。） 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

   世田谷区新型インフルエンザ等対策

本部条例施行規則の一部を改正する

規則 

 世田谷区新型インフルエンザ等対策本部

条例施行規則（平成22年３月世田谷区規則

第32号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「、条例第４条第１項の部のほ

か、幹事会及び事業継続対策部会」を「及

び条例第４条第１項の部」に改める。 

 第３条の見出し中「等」を削り、同条第

１項中第９号を第11号とし、第８号の次に

次の２号を加える。 

 ⑼ 事務事業の優先度及び閉鎖施設等の

決定に関すること。 

 ⑽ 事業継続のための人員確保及び配置

対策に関すること。 

 第３条第２項及び第３項を削る。 

 第４条の見出し中「等」を削り、同条第

２項を削る。 

 第５条第２項中「感染症対策」を「世田

谷保健所」に改める。 

 第６条第２項中「職員」の次に「（区に勤

務する職員をいう。以下同じ。）」を加える。 

 第７条第17号中「環境計画課長」を「環

境政策課長」に改める。 

 第８条第１項の表を次のように改める。 

  新型インフルエンザ等対策本部事務局 

  戦略方針企画部 

  現地対策本部 

 第８条第４項中「前３項」を「前各項」

に改め、同項を同条第６項とし、同条第３

項の次に次の２項を加える。 

４ 戦略方針企画部及び現地対策本部に班

を置き、各部における班の編成は、別表

第３のとおりとし、同表に掲げる通常の

行政組織に属しない職員は、本部長が配

属する。 

５ 班の分掌事務は、別表第４のとおりと

する。ただし、本部長は、特に必要があ

ると認めるときは、班の分掌事務の一部

を変更し、又は班に新たな事務を臨時に

分掌させることができる。 

 第９条を削り、第10条を第９条とし、第

11条を第10条とし、第12条を第11条とする。 

 別表第１備考以外の部分を次のように改

める。 

 

別表第１（第８条関係） 

部 部長、副部長等 部に属する行政組織 

新型インフルエンザ

等対策本部事務局 

部長 危機管理部長 

副部長 災害対策課長 

副部長 地域生活安全課長 

副部長 危機管理部副参事（防災計画担当） 

災害対策課 

地域生活安全課 

戦略方針企画部 部長 副区長（世田谷保健所を担任する副区

長をいう。） 

副部長 副区長（世田谷保健所を担任する副

区長を除く。） 

副部長 総合支所長（代表者１名に限る。） 

副部長 総合支所保健福祉センター所長（代

表者１名に限る。） 

副部長 政策経営部長 

副部長 ＤＸ推進担当部長 

副部長 総務部長 

副部長 危機管理監 

副部長 保健福祉政策部長 

副部長 世田谷保健所副所長 

政策企画課 

政策研究・調査課 

広報広聴課 

ＤＸ推進担当課 

総務課 

災害対策課 

地域生活安全課 

現地対策本部 本部長 世田谷保健所長 

副本部長 感染症対策課長 

副本部長 世田谷保健所副参事（保健師統括

担当） 

世田谷総合支所 

北沢総合支所 

玉川総合支所 

砧総合支所 

烏山総合支所 

住民記録・戸籍課 

健康企画課 

健康推進課 
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感染症対策課 

生活保健課 

 
 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第８条関係） 

 新型インフルエンザ等対策本部事務局 

  １ 本部会議の庶務に関すること。 

  ２ 本部長及び副本部長との連絡に関

すること。 

  ３ 本部長指令の総括に関すること。 

 戦略方針企画部 

  １ 新型インフルエンザ等対策に関す

る情報の収集、集約及び分析に関す

ること。 

  ２ 庁内、医療機関等への情報提供に

関すること。 

  ３ 新型インフルエンザ等対策の政策

の立案及び総合調整に関すること。 

  ４ 業務継続計画の発動の調整に関す

ること。 

  ５ 社会的検査（社会福祉施設を対象

に行う、早期に感染者を発見し、重

症化の防止及びクラスター（共通の

感染源を持つ一定数以上の感染者の

集団をいう。）の発生の抑止を目的と

した検査をいう。以下同じ。）の業務

の調整に関すること。 

  ６ ＰＣＲ検査、抗原検査等の臨時検

査会場の設置及び運営業務の調整に

関すること。 

  ７ 新型インフルエンザ等対策に係る

区の取組状況に関する資料、感染の

拡大状況に関する検証資料、対応記

録等の作成に関すること。 

  ８ 区民等への情報提供の在り方に係

る検討に関すること。 

  ９ 感染症対策により支援を必要とす

る班の体制強化方針及び他の班によ

る支援方針の策定に関すること。 

  10 他の部に属しない事項に関するこ

と。 

 現地対策本部 

  １ 国、東京都その他関係機関の情報

共有に関すること。 

  ２ 世田谷区健康危機管理連絡会の調

整に関すること。 

  ３ 受援調整の決定に関すること。 

  ４ 電話相談体制の決定に関すること。 

  ５ 検体採取体制及び検査体制（区衛

生検査センターを含む。以下同じ。）

の決定に関すること。 

  ６ 積極的疫学調査の運用の決定に関

すること。 

  ７ 入院調整の運用の決定に関するこ

と。 

  ８ 自宅療養者への対応の決定に関す

ること。 

  ９ 移送体制の決定に関すること。 

  10 生活衛生関係営業者への対応の決

定に関すること。 

  11 接種体制の決定に関すること。 

  12 現地対策本部内の班の人員調整に

関すること。 

 別表第２の次に次の２表を加える。 

 

別表第３（第８条関係） 

部 班 班長及び副班長 班に属する行政組織 

戦略方針

企画部 

庁内応援・調整班 班長 人事課長 

副班長 職員厚生課長 

人事課 

職員厚生課 

支援班 区政情報課 

研修担当課 

秘書課 

公共施設マネジメント課 

施設営繕第一課 

施設営繕第二課 

市民活動推進課 

文化・国際課 

人権・男女共同参画課 

区民健康村・ふるさと・交流推進課 

スポーツ推進課 

スポーツ施設課 

拠点スポーツ施設整備担当課 

環境政策課 

気候危機対策課 

環境保全課 

都市農業課 

管理課 

事業課 

世田谷清掃事務所 

玉川清掃事務所 

砧清掃事務所 

児童相談課 

一時保護課 

都市計画課 

都市デザイン課 

建築調整課 

建築審査課 

住宅課 

居住支援課 

防災街づくり課 

市街地整備課 

建築安全課 

みどり政策課 

公園緑地課 

公園整備利活用推進課 
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道路管理課 

道路計画課 

道路事業推進課 

交通政策課 

土木計画調整課 

豪雨対策・下水道整備課 

交通安全自転車課 

工事第一課 

工事第二課 

中央図書館 

区議会事務局 

選挙管理委員会事務局 

 物資管理班 班長 財務部長 

副班長 庁舎整備担当部長 

副班長 会計管理者 

副班長 危機管理部副参事（物資

供給担当） 

副班長 経理課長 

庁舎管理担当課 

庁舎建設担当課 

経理課 

課税課 

納税課 

用地課 

会計課 

 広報・情報発信班 班長 広報広聴課長 

副班長 地域行政課長 

広報広聴課 

地域行政課 

 財政班 班長 財政課長 

副班長 監査事務局長 

官民連携・行政手法改革担当課 

ふるさと納税対策担当課 

財政課 

監査事務局 

 経済対策班 班長 経済産業部長 商業課 

経済課 

工業・建設業・雇用促進課 

 医療機関支援班 班長 保健福祉政策部長 

副班長 保健福祉政策課長 

副班長 保健医療福祉推進課長 

保健福祉政策課 

保健医療福祉推進課 

国保・年金課 

保険料収納課 

 要配慮者支援班 班長 高齢福祉部長 

班長 障害福祉部長 

班長 子ども・若者部長 

副班長 総合支所保健福祉センタ

ー子ども家庭支援課長（代

表者１名に限る。） 

副班長 高齢福祉課長 

副班長 障害施策推進課長 

副班長 子ども・若者支援課長 

副班長 子ども家庭課長 

世田谷総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 

北沢総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 

玉川総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 

砧総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 

烏山総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 

高齢福祉課 

介護保険課 

介護予防・地域支援課 

障害施策推進課 

障害者地域生活課 

障害保健福祉課 

子ども・若者支援課 

児童課 

子ども家庭課 

児童相談支援課 

保育課 

保育認定・調整課 

 学校対策班 班長 教育政策・生涯学習部長 

副班長 学校教育部長 

副班長 教育総合センター長 

教育総務課 

学校健康推進課 

教育環境課 

生涯学習課 

学校職員課 

教育指導課 

学務課 

地域学校連携課 

教育相談課 

教育ＤＸ推進担当課 

事業推進担当課 

支援教育課 

乳幼児教育・保育支援課 

 特殊詐欺対策班 班長 危機管理部長 

副班長 地域生活安全課長 

地域生活安全課 

消費生活課 
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 臨時特別給付班 班長 保健福祉政策課長 世田谷総合支所保健福祉センター保健福祉課 

北沢総合支所保健福祉センター保健福祉課 

玉川総合支所保健福祉センター保健福祉課 

砧総合支所保健福祉センター保健福祉課 

烏山総合支所保健福祉センター保健福祉課 

世田谷総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 

北沢総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 

玉川総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 

砧総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 

烏山総合支所保健福祉センター子ども家庭支援課 

ＤＸ推進担当課 

課税課 

住民記録・戸籍課 

マイナンバー担当課 

保健福祉政策課 

生活福祉課 

児童相談支援課 

現地対策

本部 

現地対策本部事務局及び

情報・管理班 

班長 健康企画課長 

班長 世田谷保健所副参事（健康

危機管理担当） 

副班長 世田谷保健所副参事（保

健師統括担当） 

健康企画課調整係 

健康企画課健康危機管理担当係長 

 相談班 班長 健康推進課長 

班長 世田谷保健所副参事（保健

師統括担当） 

健康推進課 

世田谷保健相談課 

北沢保健相談課 

玉川保健相談課 

砧保健相談課 

烏山保健相談課 

健康企画課計画担当係長 

感染症対策課感染症対策担当係長 

感染症対策課保健相談担当係長 

感染症対策課保健医療担当係長 

 検査班 班長 健康企画課長 

副班長 生活保健課長 

生活保健課 

健康企画課健康危機管理担当係長 

健康企画課試験検査担当係長 

感染症対策課感染症対策担当係長 

感染症対策課保健相談担当係長 

感染症対策課保健医療担当係長 

 防疫班 班長 感染症対策課長 

副班長 世田谷保健相談課長、北

沢保健相談課長、玉川保

健相談課長、砧保健相談

課長又は烏山保健相談課

長（以下「保健相談課長」

という。）（代表者１名に限

る。） 

生活保健課 

世田谷保健相談課 

北沢保健相談課 

玉川保健相談課 

砧保健相談課 

烏山保健相談課 

感染症対策課感染症対策担当係長 

感染症対策課保健相談担当係長 

感染症対策謀保健医療担当係長 

 移送班 班長 感染症対策課長 

副班長 生活保健課長 

生活保健課 

感染症対策課感染症対策拱当係長 

感染症対策課保健相談担当係長 

感染症対策課保健医療担当係長 

 生活衛生班 班長 生活保健課長 生活保健課 

 住民接種班 班長 感染症対策課長 

副班長 総合支所長（代表者１名に

限る。） 

副班長 保健相談課長（代表者１

名に限る。） 

世田谷総合支所（健康づくり課保健相談担当係長を除

く。） 

北沢総合支所（健康づくり課保健相談担当係長を除く。） 

玉川総合支所（健康づくり課保健相談担当係長を除く。） 

砧総合支所（健康づくり課保健相談担当係長を除く。） 

烏山総合支所（健康づくり課保健相談担当係長を除く。） 

住民記録・戸籍課 

感染症対策課予防接種担当係長 

 区衛生検査センター班 班長 健康企画課長 生活保健課 

健康企画課試験検査担当係長 
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別表第４（第８条関係） 

 庁内応援・調整班 

  １ 職員の配置調整に関すること。 

  ２ 職員の服務及び給与に関すること。 

  ３ 職員の感染症対策に関すること。 

  ４ 他の班への応援に関すること。 

 支援班 

  １ 現地対策本部において突発的な感

染症対応業務が発生した場合の支援

に関すること。 

 物資管理班 

  １ 感染症対策物品に関する寄附の受

入に関すること。 

  ２ 感染症対策物品の購入確保及び保

管場所の調整に関すること。 

  ３ 庁舎入口の消毒液の設置及びマス

ク等の備蓄物品の配布に関すること。 

  ４ その他感染症対策物品に係る対応

に関すること。 

  ５ 他の班への応援に関すること。 

 広報・情報発信班 

  １ 広報に関すること。 

  ２ 広聴に関すること。 

  ３ 他の班への応援に関すること。 

 財政班 

  １ 感染症対策に係る財政調整に関す

ること。 

  ２ 他の班への応援に関すること。 

 経済対策班 

  １ 事業者への経済政策に関すること。 

  ２ 経済対策に係る区民相談体制に関

すること。 

  ３ 雇用支援に関すること。 

  ４ 他の班への応援に関すること。 

 医療機関支援班 

  １ 医療機関情報連絡会に関すること。 

  ２ 医師会のＰＣＲ検査業務に関する

こと。 

  ３ 社会的検査の業務の実施及び運営

に関すること。 

  ４ 検査の実施等における世田谷区立

保健医療福祉総合プラザの活用に関

すること。 

  ５ 初期救急事業の拡充対応に関する

こと。 

  ６ その他医療機関等の支援に関する

こと。 

  ７ 他の班への応援に関すること。 

 要配慮者支援班 

  １ 高齢者、障害者及び子ども関連施

設等に対する支援事業に関すること。 

  ２ 保育施設に対する感染症対策に関

すること。 

  ３ 新ＢＯＰ学童クラブ及び児童館に

対する感染症対策に関すること。 

  ４ 他の班への応援に関すること。 

 学校対策班 

  １ 区立小学校及び区立中学校に対す

る感染症対策に関すること。 

  ２ 区立幼稚園に対する感染症対策に

関すること。 

  ３ 他の班への応援に関すること。 

 特殊詐欺対策班 

  １ 特殊詐欺対策に関すること。 

  ２ 他の班への応援に関すること。 

 臨時特別給付班 

  １ 臨時給付金事業に関すること。 

  ２ 他の班への応援に関すること。 

 現地対策本部事務局及び情報・管理班 

  １ 現地対策本部会議に関すること。 

  ２ 予算の調製に関すること。 

  ３ 国、東京都その他地方公共団体の

情報収集及び調整に関すること。 

  ４ 区対策本部、関係機関等への情報

の発信及び共有に関すること。 

  ５ 世田谷区健康危機管理連絡会に関

すること。 

  ６ 受援調整に関すること。 

  ７ 他の班に属しない事項に関するこ

と。 

 相談班 

  １ 電話相談体制の運用に関すること。 

  ２ 他の班への応援に関すること。 

 検査班 

  １ 検体採取体制及び検査体制の検討

並びに実施に関すること。 

  ２ 区衛生検査センターとの連携に関

すること。 

  ３ 他の班への応援に関すること。 

 防疫班 

  １ 積極的疫学調査に関すること。 

  ２ 入院調整に関すること。 

  ３ 自宅療養者への対応に関すること。 

  ４ 他の班への応援に関すること。 

 移送班 

  １ 移送体制の検討及び実施に関する

こと。 

  ２ 他の班への応援に関すること。 

 生活衛生班 

  １ 生活衛生関係営業者への対応に関

すること。 

  ２ 他の班への応援に関すること。 

 住民接種班 

  １ 接種体制の構築及び実施に関する

こと。 

  ２ 住民接種における相談受付並びに

予約代行等のコールセンターの設置

及び運営に関すること。 

  ３ 他の班への応援に関すること。 

 区衛生検査センター班 

  １ 検査に係る情報収集及び情報提供

に関すること。 

  ２ 検査の実施に関すること。 

  ３ 他の班への応援に関すること。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律施行

規則の一部を改正する規則 

 世田谷区感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律施行規則（平成

12年９月世田谷区規則第127号）の一部を次

のように改正する。 

 第13条中「第14号様式」を「第18号様式」

に改め、同条を第15条とし、第12条の次に

次の２条を加える。 

（新型インフルエンザ等感染症外出自粛対

象者等の医療費の公費負担） 

第13条 法第44条の３の２第１項及び法第

50条の３第１項に規定する申請は第14号

様式の⑴により、法第44条の９第１項の

規定により準用される法第44条の３の２

第１項及び法第８条第２項又は第３項の

規定により適用される法第44条の３の２

第１項に規定する申請は第14号様式の⑵

によるものとする。 

２ 前項の規定による申請書の作成に際し、

患者の病状等やむを得ない事由により、

当該患者又はその保護者が申請書を作成

できない場合は、当該患者に対して外出

しないことの協力を求めた保健所又は医

療を行った第二種協定指定医療機関は、

当該患者又はその保護者の同意に基づき

申請書の作成を代行することができる。 

３ 区長は、第１項の申請に基づき公費負

担することを決定したときは、第15号様

式による通知書により申請者に通知する

ものとする。 

４ 法第44条の３の２第２項（法第44条の

９第１項の規定に基づく政令によって準

用される場合を含む。）及び法第50条の３

第２項の規定による患者等の自己負担の

額は、別表に定めるところにより区長が

認定する。 

５ 第３項に規定する公費負担の決定に当

たり、別表に定める認定基準により当該

患者等の自己負担が生じる場合は、区長

は金額を明示してこれを通知し、患者等

に対し当該自己負担に係る請求をするも

のとする。 

６ 区長は、特別の事情があると認めると

きは、第４項の認定による自己負担額を

変更し、又は請求を猶予することができ

る。 

（新型インフルエンザ等感染症外出自粛対

象者等の療養費の支給の申請） 

第14条 法第44条の３の３第１項及び法第

50条の４第１項に規定する申請は第16号

様式の⑴により、法第44条の９第１項の

規定により準用される法第44条の３の３

及び法第８条第２項又は第３項の規定に

より適用される法第44条の３の３第１項

に規定する申請は第16号様式の⑵による

ものとする。 

２ 区長は、前項の申請により療養費を支

給することを決定したときは、第17号様

式による通知書により申請者に通知する

ものとする。 

３ 療養費の支給の申請及び患者等の自己

負担については、前条第２項及び第４項

から第６項までの規定を準用する。 

 別表中「第10条関係」を「第10条、第13

条関係」に改める。 

 第14号様式を削る。 

 第13号様式の⑵の次に次の７様式を加え

る。 

様式省略 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

   世田谷区旅館業法施行細則の一部を

改正する規則 

 世田谷区旅館業法施行細則（昭和55年５

月世田谷区規則第44号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第12条第１項第３号中「大腸菌群数」を
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「大腸菌数」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区公衆浴場法施行細則の一部

を改正する規則 

 世田谷区公衆浴場法施行細則（昭和55年

５月世田谷区規則第46号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第10条第１項第３号中「大腸菌群数」を

「大腸菌数」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区食品衛生法施行細則の一部

を改正する規則 

 世田谷区食品衛生法施行細則（昭和50年

４月世田谷区規則第42号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条を次のように改める。 

第２条 削除 

 第１号様式を次のように改める。 

第１号様式 削除 

 第３号様式裏面以外の部分、第６号様式

裏面以外の部分及び第７号様式裏面以外の

部分中「 食管・食監・調・製・栄・船舶・

と畜・食鳥 」を「 食管・食監・調・製・栄・

管栄・船舶・と畜・食鳥 」に改める。 

 第９号様式及び第10号様式を次のように

改める。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施

行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第３号様式、第６号様式、第７

号様式、第９号様式及び第10号様式の規

定に基づき作成された様式の用紙で現に

残存するものは、当分の間、修正して使

用することができる。 

                    

   世田谷区ユニバーサルデザイン推進

条例施行規則の一部を改正する規則 

 世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例

施行規則（平成19年４月世田谷区規則第55

号）の一部を次のように改正する。 

 第11条第６項各号列記以外の部分中「部

分」の次に「（第２号、第４号又は第６号の

経路が２以上ある場合にあっては、いずれ

か１の経路に係る部分）」を加え、同項第２

号、第４号及び第６号中「１以上の」を削

る。 

 別表第２の１の項第１号ア中「経路」の

次に「（当該利用居室等にこの表の18の項及

び次表の16の項に定める観覧席又は客席が

ある場合にあっては、それらの出入口と車

椅子使用者部分（車椅子の転回に支障がな

いことその他の車椅子使用者が円滑に利用

することができるものとして国土交通大臣

が定める基準に適合する場所をいう。）との

間の経路（以下「車椅子使用者用経路」と

いう。）を含む。）」を加え、同号イ及びウ中

「経路」の次に「（当該利用居室等にこの表

の18の項及び次表の16の項に定める観覧席

又は客席がある場合にあっては、車椅子使

用者用経路を含む。）」を加え、同表の10の

項を次のように改める。 

 

10 駐車場 ⑴ 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合に

は、次に掲げる数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けること。ただし、当該駐車場が昇降機その他の

機械装置により自動車を停車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑

に自動車に乗降することが可能な場所が１以上設けられている場合その他の高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行令の規定により車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がない場合

を定める件（令和６年国土交通省告示第1072号。以下「令和６年国土交通省告示第1072号」という。）に

規定する車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がない場合は、この限りでない。 

 ア 当該駐車場に設ける駐車施設の数（当該駐車場を２以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設け

る駐車施設の総数。以下この号において同じ。）が200以下のときは、当該駐車可能台数に50分の１を

乗じて得た数（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上 

 イ 当該駐車場に設ける駐車施設の数が200を超えるときは、当該駐車場に設ける駐車施設の数に100分

の１を乗じて得た数（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）に２を加え

た数以上 

⑵ 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものとすること。 

 ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

 イ 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室等（当該建築物に利用居室等が設けられていないときは、

道等。次号において同じ。）までの移動等円滑化経路等の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

 ウ 床面又は地面は平たんとし、敷地の形態上やむを得ない場合を除き、水平とすること。 

⑶ 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場に車椅子使用者

用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、当該車椅子使用者用駐車

施設から利用居室等までの移動等円滑化経路等についての誘導表示を設けること。なお、誘導表示は、

高齢者、障害者等の見やすい位置に設け、内容が容易に識別することができるものとすること（当該内

容が日本産業規格Ｚ8210に定められているときは、これに適合すること。）。 

 別表第２の18の項を次のように改める。 

18 観覧席及び客席  不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する観覧席又は客席を設ける

場合には、次に掲げるものとすること。 

⑴ 車椅子使用者等のための観覧席又は客席を出入口から容易に到達することができ、かつ、サイトライ

ン（可視線）に配慮した位置に、当該観覧席又は客席の全席数が200以下の場合は当該席数に50分の１を

乗じて得た数（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上、全席数が200を

超える場合は当該席数に100分の１を乗じて得た数（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り

上げて得た数）に２を加えた数以上設けること。 

⑵ 前号の観覧席又は客席は、車椅子使用者が円滑に利用できるものとして、次に掲げるものとすること。 

 ア 幅は90センチメートル以上とすること。 

 イ 奥行きは、135センチメートル以上とすること。 

 ウ 床は、平らとすること。 

⑶ 集団補聴設備等の高齢者、障害者等の円滑な利用のための附属設備又は装置を設置すること。 

 別表第２の20の項中「設けること」を「設け、その旨を表示すること」に改める。 

 別表第３の１の項第１号アからウまでの規定中「経路」の次に「（当該利用居室に別表第２の18の項及びこの表の16の項に定める観

１８ 観覧席及び客席  不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する観覧席又は客席を設ける場合には、次に掲げるもの

とすること。(1) 車椅子使用者等のための観覧席又は客席を出入口から容易に到達することができ、かつ、サイトライン（可 視

線）に配慮した位置に、当該観覧席又は客席の全席数が２００以下の場合は当該席数に５０分の１を乗じて 得た数（その数に１未

満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上、全席数が２００を超える場 合は当該席数に１００分の１を乗じて得た

数（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た 数）に２を加えた数以上設けること。（2） 前号の観覧席又は

客席は、車椅子使用者が円滑に利用できるものとして、次に掲げるものとすること。  ア 幅は９０センチメートル以上とするこ

と。  イ 奥行きは、１３５センチメートル以上とすること。  ウ 床は、平らとすること。（3） 集団補聴設備等の高齢者、

障害者等の円滑な利用のための附属設備又は装置を設置すること。 

１８ 観覧席及び客席  不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する観覧席又は客席を設ける場合には、次に掲げる

ものとすること。(1) 車椅子使用者等のための観覧席又は客席を出入口から容易に到達することができ、かつ、サイトライン（可 

視線）に配慮した位置に、当該観覧席又は客席の全席数が２００以下の場合は当該席数に５０分の１を乗じて 得た数（その数

に１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上、全席数が２００を超える場 合は当該席数に１００分の１を乗

じて得た数（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た 数）に２を加えた数以上設けること。（2） 前号の

観覧席又は客席は、車椅子使用者が円滑に利用できるものとして、次に掲げるものとすること。  ア 幅は９０センチメートル

以上とすること。  イ 奥行きは、１３５センチメートル以上とすること。  ウ 床は、平らとすること。（3） 集団補聴設

備等の高齢者、障害者等の円滑な利用のための附属設備又は装置を設置すること。 

 



 

 

令和７年４月21日（第769号） 

－ 16 － 

覧席又は客席がある場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。）」を加え、同表の８の項を次のように改める。 

８ 便所 ⑴ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、出

入口及び床面には、段差を設けないこととし、並びに床面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げる

こと。 

⑵ 次に掲げる建築物における前号の便所は、これらの者が利用する階（当該階においてこれらの者が利

用する部分の床面積、当該部分の利用方法その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める階を除く。）の

階数に相当する数以上設けること。 

 ア 病院又は診療所（入院施設のあるものに限る。） 

 イ 診療所（入院施設のないものに限る。）のうち床面積の合計が500平方メートル以上のもの 

 ウ 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 

 エ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する施設 

 オ 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類する施設 

 カ 学校その他これらに類する施設又は幼稚園 

 キ 車両の停留所又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供す

るもの 

 ク 自動車の停車のための施設又は自動車の停留のための施設（一般公共の用に供されるものに限る。）

のうち床面積の合計が500平方メートル以上のもの 

 ケ 公衆便所のうち床面積の合計が50平方メートル以上のもの 

 コ 区民会館、区民センター又は区立地区会館 

 サ 公会堂及び集会場・冠婚葬祭施設等（すべての集会室の面積が200平方メートル以下のものに限る。） 

 シ 集会場・冠婚葬祭施設その他これらに類する施設（１の集会室の床面積が200平方メートルを超える

ものに限る。）のうち、床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの 

 ス 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗のうち、床面積の合計が500平方メートル以上の

もの 

 セ 飲食店のうち、床面積の合計が500平方メートル以上のもの 

 ソ 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業

を営む店舗のうち、床面積の合計が500平方メートル以上のもの 

 タ ホテル、旅館その他これらに類する施設のうち、床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの 

 チ 劇場、観覧場、映画館、演芸場その他これらに類する施設のうち、床面積の合計が1,000平方メート

ル以上のもの 

 ツ 博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設 

 テ 展示場又はこれに類する施設のうち、床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの 

 ト 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する施設のうち、床面積の合計が1,000平方メート

ル以上のもの 

 ナ 料理店のうち、床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの 

 ニ 複合施設のうち、床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの 

 ヌ 共同住宅のうち、床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの（不特定かつ多数のものが利用し、

又は主として高齢者、障害者等が利用する居室等がある階に限る。） 

⑶ 前号の規定により便所を設ける階においては、当該便所のうち１以上（男子用及び女子用の区別があ

るときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるものとすること（不特定かつ多数の者が利用し、又は主と

して高齢者、障害者等が利用する部分の床面積の合計が1,000平方メートル未満の階を有する場合は、階

の床面積の合計が1,000平方メートルに達するごとに１以上）。 

 ア 便所内に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を１以上設け、当該車椅子使用者用便房及び便所

の出入口には、その旨の表示を行うこと。 

  （ア） 腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置すること。 

  （イ） 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 

⑷ 前号に定めるもののほか、第１号の規定により設ける便所のうち１以上（男子用及び女子用の区別が

あるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げるものとすること。 

 ア 便所内に、次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を１以上設け、当該車椅子使用者用便房及び便所

の出入口には、その旨の表示を行うこと。 

  （ア） 腰掛式の大便器、手すり等を適切に配置すること。 

  （イ） 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保すること。 

 イ 便所内に、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するオストメイト対応汚物流し等の水

洗器具を設けた便房を１以上設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。 

 ウ 次に掲げる建築物で（ア）から（サ）までについては床面積の合計が200平方メートル以上のもの、 （シ）から（タ）
までについては床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの、 （チ）については床面積の合計が2,000平

方メートル以上のもの、（ツ）については区長が別に定めるものの便所内に、ベビーチェアその他の乳幼

児を座らせることができる設備を設けた便房を１以上設け、当該便房及び便所の出入口には、その旨

の表示を行うこと。 

  （ア） 病院、診療所、助産所、施術所その他これらに類する施設 

  （イ） 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 

  （ウ） 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類する施設 

  （エ） 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類する施設 

  （オ） 学校 

  （カ） 公会堂及び集会場・冠婚葬祭施設その他これらに類する施設（１の集会室の床面積が200平方メー

トルを超えるものに限る。） 



 

 

令和７年４月21日（第769号） 

－ 17 － 

  （キ） 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

  （ク） 飲食店 

  （ケ） 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス

業を営む店舗 

  （コ） 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 

  （サ） 博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設 

  （シ） ホテル、旅館その他これらに類する施設 

  （ス） 劇場、観覧場、映画館、演芸場その他これらに類する施設 

  （セ） 展示場又はこれに類する施設 

  （ソ） 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する施設 

  （タ） 公会堂及び集会場・冠婚葬祭施設その他これらに類する施設（１の集会室の床面積が200平方メー

トル以下のものに限る。） 

  （チ） 地下街又はこれに類する施設 

  （ツ） 複合施設 

 エ 前号ウに掲げる建築物で（ア）から（タ）までについては床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの、（チ）

については床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの、（ツ）については区長が別に定めるものの便所

内に、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設け、当該便所の出入口

には、その旨の表示を行うこと（他におむつ交換をすることができる場所を設ける場合を除く。）。 

⑸ 前号アからエまでの表示は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設け、内容が容易に識別することが

できるものとすること（当該内容が日本産業規格Ｚ8210に定められているときは、これに適合すること。）。 

⑹ 第１号の便所内に車椅子使用者用便房以外の便房を設ける場合には、そのうち１以上（男子用及び女

子用の区別があるときは、それぞれ１以上）は、次に掲げる構造の便所とすること。 

 ア 大便器は、１以上を腰掛式の大便器とすること。 

 イ アの規定により設けられた大便器のある便房の１以上に、手すりを設けること。 

⑺ 第１号の便所内に男子用小便器を設ける場合には、そのうち１以上は、次に掲げる構造の便所とする

こと。 

 ア 小便器は、１以上を床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35センチメートル以下のも

のに限る。）その他これらに類する小便器とすること。 

 イ アの規定により設けられた小便器の１以上の付近に、手すりを設けること。 

 別表第３の10の項を次のように改める。 

10 駐車場 ⑴ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、

次に掲げる数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けること。ただし、当該駐車場が昇降機その他の機械

装置により自動車を停車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自

動車に乗降することが可能な場所が１以上設けられている場合その他の令和６年国土交通省告示第1072

号に規定する車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がない場合は、この限りでない。 

 ア 当該駐車場に設ける駐車施設の数（当該駐車場を２以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設け

る駐車施設の総数。以下この号において同じ。）が200以下のときは、当該駐車可能台数に50分の１を

乗じて得た数（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上 

 イ 当該駐車場に設ける駐車施設の数が200を超えるときは、当該駐車場に設ける駐車施設の数に100分

の１を乗じて得た数（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）に２を加え

た数以上 

⑵ 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものとすること。 

 ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

 イ 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室（当該建築物に利用居室が設けられていないときは、道

等。次号において同じ。）までの移動等円滑化経路等の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

 ウ 床面又は地面は平たんとし、敷地の形態上やむを得ない場合を除き、水平とすること。 

⑶ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場に車椅子使用者用駐

車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、当該車椅子使用者用駐車施設

から利用居室までの移動等円滑化経路等についての誘導表示を設けること。なお、誘導表示は、高齢者、

障害者等の見やすい位置に設け、内容が容易に識別することができるものとすること（当該内容が日本

産業規格Ｚ8210に定められているときは、これに適合すること。）。 

⑷ 中規模建築物にあっては、前３号の規定は、適用しない。 
 
 別表第３の16の項ア中「１」を「当該観

覧席又は客席の全席数が400以下の場合は

２以上、全席数が400を超える場合は当該席

数に50分の１を乗じて得た数（その数に１

未満の端数が生じたときは、これを切り上

げて得た数）」に改め、同項中イをウとし、

アの次に次のように加える。 

  イ アの観覧席又は客席は、車椅子使

用者が円滑に利用できるものとして、

次に掲げるものとすること。 

   （ア） 幅は、90センチメートル以上と

すること。 

   （イ） 奥行きは、135センチメートル以

下とすること。 

   （ウ） 床は、平らとすること。 

 別表第４の２の項中「設けること」を「設

け、当該車椅子使用者用便房及び便所の出

入口には、その旨の表示を行うこと」に改

める。 

 別表第12の11の項第１号を次のように改

める。 

 ⑴ 多数の者が利用する駐車場を設ける

場合には、次に掲げる数以上の車椅子

使用者用駐車施設（当該駐車場が昇降

機その他の機械装置により自動車を停

車させる構造のものであり、かつ、そ

の出入口の部分に車椅子使用者が円滑

に自動車に乗降することが可能な場所

が１以下設けられている場合その他の

令和６年国士交通省告示第1072号に規

定する車椅子使用者が駐車場を利用す

る上で支障がない場合を除く。）を設け

ること。ただし、床面積の合計が1,000

平方メートル未満の場合は、この限り

でない。 

  ア 当該駐車場に設ける駐車施設の数

が200以下（当該駐車場を２以上設け

る場合にあっては、当該駐車場に設

ける駐車施設の総数。以下この号及
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び次号において同じ。）のときは、当

該駐車可能台数に50分の１を乗じて

得た数（その数に１未満の端数が生

じたときは、これを切り上げて得た

数）以上 

  イ 当該駐車場に設ける駐車施設の数

が200を超えるときは、当該駐車場に

設ける駐車施設の数に100分の１を

乗じて得た数（その数に１未満の端

数が生じたときは、これを切り上げ

て得た数）に２を加えた数以上 

 別表第12の11の項第２号に次のように加

える。 

  ウ 床面又は地面は平たんとし、敷地

の形態上やむを得ない場合を除き、

水平とすること。 

 別表第13の８の項中第３号を第５号とし、

同項第２号中「前号の」を「前号に定める

もののほか、第１号の規定により設ける」

に改め、同号を同項第４号とし、同項第１

号の次に次の２号を加える。 

 ⑵ 前号の便所のうち、多数の者が利用

する利用居室を設ける場合には、これ

らの者が利用する階の階数に相当する

数以上設けること（住戸又は住室のみ

がある階及び滞在時間が短い利用居室

を除く。）。 

 ⑶ 前号の規定により便所を設ける階に

おいては、当該便所のうち１以上（男

子用及び女子用の区別があるときは、

それぞれ１以上）は、次に掲げるもの

とすること（階の床面積の合計が1,000

平方メートル未満の階を有する場合は、

階の床面積の合計が1,000平方メートル

に達するごとに１以上）。 

  ア 便所内に、次に掲げる構造の車椅

子使用者用便房を１以上設けること。 

   （ア） 腰掛式の大便器、手すり等を適

切に配置すること。 

   （イ） 車椅子使用者が円滑に利用する

ことができるよう十分な空間を確

保すること。 

 

 別表第13の11の項を次のように改める。 

11 駐車場 ⑴ 多数の者が利用する駐車場を設ける場合には、次に掲げる数以上の車椅子使用者用駐車施設（当該駐

車場が昇降機その他の機械装置により自動車を停車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分

に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が１以上設けられている場合その他の令和

６年国土交通省告示第1072号に規定する車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がない場合を除く。）

を設けること。ただし、床面積の合計が1,000平方メートル未満の場合は、この限りでない。 

 ア 当該駐車場に設ける駐車施設の数（当該駐車場を２以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設け

る駐車施設の総数。以下この号において同じ。）が200以下のときは、当該駐車可能台数に50分の１を

乗じて得た数（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）以上 

 イ 当該駐車場に設ける駐車施設の数が200を超えるときは、当該駐車場に設ける駐本施設の数に100分

の１を乗じて得た数（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数）に２を加え

た数以上 

⑵ 車椅子使用者用駐本施設は、次に掲げるものとすること。 

 ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

 イ 車椅子使用者用駐車施設から各住戸までの特定経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

 ウ 床面又は地面は平たんとし、敷地の形態上やむを得ない場合を除き、水平とすること。 

⑶ 多数の者が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、車椅子使用者用駐車施設又

はその付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から各住戸までの特定経路についての誘導表示を設けるこ

と。 

 
   附 則 

１ この規則は、 令和７年６月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。 

２ この規則による改正後の世田谷区ユニ

バーサルデザイン推進条例施行規則の規

定は、施行日以後に行われる世田谷区ユ

ニバーサルデザイン推進条例（平成19年

３月世田谷区条例第27号）第14条の規定

による届出（以下「条例の規定による届

出」という。）に係る同条例第２条第２号

に規定する生活環境の整備（以下「生活

環境の整備」という。）について適用し、

施行日前に行われた条例の規定による届

出に係る生活環境の整備については、 な

お従前の例による。 

                    

   世田谷区建築基準法施行細則の一部

を改正する規則 

 世田谷区建築基準法施行細則（昭和58年

３月世田谷区規則第19号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条第２項中「第18条の規定による通

知」を「第18条第２項の規定による通知又

は同条第38項の規定による認定」に改める。 

 第４条第５項中「前４項」を「第１項及

び前項」に、「第18条の規定による通知」を

「第18条第２項の規定による通知又は同条

第38項の規定による認定」に改める。 

 第４条の２中「第６条の２（」を「第６

条の２第１項又は第18条第４項（これらの

規定を」に改める。 

 第５条第３項中「第18条の規定による通

知」を「第18条第３項の規定による通知又

は同条第38項の規定による認定」に改める。 

 第８条の見出し中「確認申請書」の次に

「及び計画通知書」を加え、同条第１項中

「第18条」を「第18条第２項」に改め、同

条に次の２項を加える。 

３ 規則第１条の３第１項（規則第８条の

２の２において準用する場合を含む。）に

規定する建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律（平成27年法律第53

号。以下「建築物省エネ法」という。）第

11条第１項ただし書又は第12条第２項た

だし書の規定の適用を受ける場合に添え

る図書は、 次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定めるものとする。 

 ⑴ 建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律施行規則（平成28年国

土交通省令第５号。以下「建築物省エ

ネ法施行規則」という。）第２条第１項

第２号に掲げる建築行為に該当する場

合 住宅の品質確保の促進等に関する

法律（平成11年法律第81号。以下「住

宅品確法」という。）第６条第１項に規

定する設計住宅性能評価書（当該住宅

が建築物エネルギー消費性能基準（建

築物省エネ法第２条第１項第３号に規

定する建築物エネルギー消費性能基準

をいう。以下同じ。）に適合する住宅と

同等以上のエネルギー消費性能（建築

物省エネ法第２条第１項第２号に規定

するエネルギー消費性能をいう。以下

同じ。）を有する住宅である旨のものに

限る。）又はその写し 

 ⑵ 建築物省エネ法施行規則第２条第１

項第３号に掲げる建築行為に該当する

場合 長期優良住宅の普及の促進に関

する法律（平成20年法律第87号）第７

条（同法第８条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による認定通知

書若しくはその写し又は住宅品確法第

６条の２第３項に規定する長期使用構

造等の確認書若しくはその写し 

４ 前項各号に定める図書を建築物の確認

申請書又は法第18条第２項の規定による

通知に係る建築物の計画通知書に添付で

きない場合又はその添付が困難と見込ま

れる場合にあっては、宣言書（第６号の

２様式）の提出により、当該図書の添付

に代えることができる。 

 第14条の４第１項中「第６条第１項第３

号に規定する建築物のうち、地階を除く３

以上の階数を有するもので延べ面積」を「第

６条第１項第１号又は第２号に規定する建

築物（木造以外のものに限る。）のうち、１

の建築物における新築、増築又は改築に係

る部分の地階を除く階数が３以上のもので

当該部分の床面積の合計」に改める。 

 第16条第１項中「、令第144条の４第１項

第１号ホ、第２号ただし書若しくは第４号

ただし書」を削る。 

 第16条の３第１項各号列記以外の部分を
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次のように改める。 

  規則第４条第１項第６号（規則第８条

の２の２において準用する場合を含む。）

及び規則第４条の８第１項第４号（規則

第８条の２の２において準用する場合を

含む。）の規定に基づき定める書類は、建

築工事施工結果報告書（第15号の２様式）

（１の建築物における新築、増築又は改

築に係る部分の地階を除く階数が３以上

の建築物に限る。）及び次の各号に掲げる

場合に応じ、当該各号に定める書類とす

る。 

 第16条の３第１項第１号中「第18条第16

項」を「第18条第20項」に、「第18条第19項」

を「第18条第28項」に改め、同項第２号中

「第７条の２第１項」の次に「若しくは第

18条第23項」を、「第７条の４第１項」の次

に「若しくは第18条第32項」を加え、同条

第２項各号列記以外の部分中「第８条の２

第13項」を「第８条の２の２」に、「建築物

のエネルギー消費性能の向上等に関する法

律（平成27年法律第53号。以下この項にお

いて「建築物省エネ法」という。）第11条第

１項に規定する特定建築行為」を「建築物

省エネ法第10条第１項に規定する建築」に、

「に応じ」を「の区分に応じ」に改め、同

項第３号を削り、同項第２号中「別表第３

第１の部２の款」を「別表第３第２の項」

に、「第15号の３の３様式」を「第15号の３

の６様式」に改め、同号を同項第５号とし、

同項第１号中「（平成12年３月世田谷区条例

第３号）別表第３第１の部２の款」を「別

表第３第２の項」に、「建築物省エネ法第12

条第１項に規定する建築物エネルギー消費

性能適合性判定（以下この項において「適

合性判定」という。）」を「適合性判定」に、

「第15号の３の２様式）」を「第15号の３の

４様式）又は省エネ基準工事監理状況報告

書（モデル建物法（小規模版）用）（第15号

の３の５様式）」に改め、同号を同項第４号

とし、同号の前に次の３号を加える。 

 ⑴ 仕様基準（世田谷区手数料条例（平

成12年３月世田谷区条例第３号）別表

第３第１の項に規定する仕様基準をい

う。）による確認済証の交付又は建築物

省エネ法第11条第１項の規定による建

築物エネルギー消費性能適合性判定

（以下この項において「適合性判定」

という。）を受けた場合 省エネ基準工

事監理状況報告書（仕様基準用）（第15

号の３様式）その他区長が必要と認め

る書類 

 ⑵ 仕様・計算併用法（世田谷区手数料

条例別表第３第２の項に規定する仕

様・計算併用法をいう。）により適合性

判定を受けた場合 省エネ基準工事監

理状況報告書（仕様・計算併用法用）

（第15号の３の２様式）その他区長が

必要と認める書類 

 ⑶ 標準計算法（世田谷区手数料条例別

表第３第２の項に規定する標準計算法

をいう。）により適合性判定を受けた場

合 省エネ基準工事監理状況報告書

（標準計算法用）（第15号の３の３様式）

その他区長が必要と認める書類 

 第16条の３第２項に次の４号を加える。 

 ⑹ 第１号の場合であって、かつ、確認

済証を受けた住宅の計画について、規

則第３条の２に規定する軽微な変更を

行った場合又は適合性判定を受けた建

築物エネルギー消費性能確保計画（建

築物省エネ法第11条第１項に規定する

建築物エネルギー消費性能確保計画を

いう。以下この項において同じ。）につ

いて、建築物省エネ法施行規則第５条

（建築物省エネ法施行規則第９条第２

項において準用する場合を含む。）に規

定する軽微な変更を行った場合 建築

物エネルギー消費性能基準への適合に

係る軽微な変更説明書（仕様基準用）

（第15号の３の７様式） 

 ⑺ 第２号の場合であって、かつ、適合

性判定を受けた建築物エネルギー消費

性能確保計画について、建築物省エネ

法施行規則第５条（建築物省エネ法施

行規則第９条第２項において準用する

場合を含む。）に規定する軽微な変更を

行った場合 建築物エネルギー消費性

能確保計画に係る軽微な変更説明書

（仕様・計算併用法用）（第15号の３の

８様式） 

 ⑻ 第３号の場合であって、かつ、適合

性判定を受けた建築物エネルギー消費

性能確保計画について、建築物省エネ

法施行規則第５条（建築物省エネ法施

行規則第９条第２項において準用する

場合を含む。）に規定する軽微な変更を

行った場合 建築物エネルギー消費性

能確保計画に係る軽微な変更説明書

（標準計算法用）（第15号の３の９様式） 

 ⑼ 第４号又は第５号の場合であって、

かつ、適合性判定を受けた建築物エネ

ルギー消費性能確保計画について、建

築物省エネ法施行規則第５条（建築物

省エネ法施行規則第９条第２項におい

て準用する場合を含む。）に規定する軽

微な変更を行った場合 建築物エネル

ギー消費性能確保計画に係る軽微な変

更説明書（非住宅用）（第15号の３の10

様式） 

 第６号様式の次に次の１様式を加える。 

様式省略 

 第11号の３様式を次のように改める。 

様式省略 

 第15号の２様式から第15号の３の４様式

までを次のように改める。 

様式省略 

 第15号の３の４様式の次に次の６様式を

加える。 

様式省略 

       「   指  定                  
 第16号様式中 道路      図 を  
           指定取消  」                   
「   指  定 
             「   指定 
 道路 指定変更 図 に、 道路 
                 指定 
    指定取消  」 
    「   指定 
 
   を 道路 指定変更 に改め、「道 
取消」 
        指定取消」 
路指定」の次に「・指定変更」を加える。 

   附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施

行する。ただし、第３条第２項、第４条

第５項、第４条の２、第５条第３項、第

８条の見出し及び同条第１項、第16条第

１項、第16条の３第１項、第11号の３様

式、第15号の２様式並びに第16号様式の

改正規定並びに次項の規定は、公布の日

から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第11号の３様式、第15号の２様

式及び第16号様式の規定に基づき作成さ

れた様式の用紙で現に残存するものは、

当分の間、修正して使用することができ

る。 

                    

   世田谷区営住宅管理条例施行規則の

一部を改正する規則 

第１条 世田谷区営住宅管理条例施行規則

（平成２年３月世田谷区規則第37号）の

一部を次のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。 

 別表第１（第７条関係） 

名         称 数   値 

世田谷区営粕谷四丁目ア

パート 

ア 0.8798 

イ 0.9122 

ウ 0.9261 

世田谷区営桜丘二丁目ア

パート 

ア 0.8953 

イ 0.9283 

ウ 0.9424 

世田谷区営桜新町一丁目

アパート 

0.9535 

世田谷区営鎌田二丁目ア

パート 

ア 0.859 

イ 0.8906 

ウ 0.9042 

世田谷区営桜上水三丁目

アパート 

0.9368 

世田谷区営宇奈根一丁目

アパート 

ア 0.8533 

イ 0.8847 

ウ 0.8982 

世田谷区営砧七丁目アパ

ート 

ア 0.8885 

イ 0.9213 

ウ 0.9353 

世田谷区営深沢四丁目ア

パート 

0.9524 

世田谷区営赤堤一丁目ア

パート 

0.9582 

世田谷区営八幡山三丁目

第二アパート 

0.9352 

世田谷区営用賀二丁目ア

パート 

ア 0.9057 

イ 0.9391 

ウ 0.9534 

世田谷区営用賀二丁目第

二アパート 

ア 0.9046 

イ 0.9379 

ウ 0.9522 

世田谷区営大原一丁目ア

パート 

0.9598 

世田谷区営玉川三丁目ア

パート 

0.9581 

世田谷区営北烏山一丁目

第二アパート 

0.9245 

世田谷区営桜新町二丁目

アパート 

ア 0.91 

イ 0.9435 
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 ウ 0.9579 

世田谷区営弦巻三丁目第

二アパート 

0.9558 

世田谷区営シティコート

世田谷給田 

ア 0.9069 

イ 0.9505 

ウ 0.9351 

世田谷区営上野毛福寿荘 0.946 

世田谷区営リラ祖師谷 0.9097 

世田谷区営フローレル北

烏山 

0.894 

世田谷区営北烏山八丁目

アパート 

ア 0.8499 

イ 0.8812 

ウ 0.8946 

世田谷区営千歳台一丁目

第二アパート 

ア 0.9146 

イ 0.9285 

世田谷区営弦巻二丁目ア

パート 

ア 0.9292 

イ 0.9433 

世田谷区営アザレア経堂 0.9555 

世田谷区営パークサイド

野沢 

0.954 

世田谷区営アーク上北沢 0.9342 

世田谷区営中町四丁目ア

パート 

0.9489 

世田谷区営上祖師谷一丁

目第二アパート 

ア 0.9233 

イ 0.9374 

世田谷区営八幡山慶明館 0.9273 

世田谷区営ユアーズ若林 0.9431 

世田谷区営フローラ千歳

台 

0.9336 

世田谷区営弦巻四丁目第

二アパート 

ア 0.9425 

イ 0.9569 

世田谷区営弦巻四丁目第

三アパート 

ア 0.942 

イ 0.9563 

世田谷区営ブラン深沢 0.9362 

世田谷区営上用賀四丁目

アパート 

ア 0.9325 

イ 0.9467 

世田谷区営新町一丁目ア

パート 

ア 0.9016 

イ 0.9349 

ウ 0.9491 

世田谷区営弦巻四丁目ア

パート 

ア 0.9046 

イ 0.9379 

ウ 0.9522 

世田谷区営上北沢五丁目

アパート 

ア 0.8769 

イ 0.9092 

 ウ 0.923 

世田谷区営世田谷二丁目

アパート 

ア 0.8939 

イ 0.9268 

ウ 0.9409 

世田谷区営八幡山一丁目

アパート 

ア 0.8803 

イ 0.9127 

ウ 0.9266 

世田谷区営ホープ大蔵 0.8848 

世田谷区営コスモ北烏山 0.9044 

世田谷区営上北沢五丁目

第二アパート 

ア 0.8743 

イ 0.9065 

 ウ 0.9203 

世田谷区営上馬四丁目ア

パート 

ア 0.9531 

イ 0.9483 

世田谷区営桜丘五丁目第

二アパート 

0.942 

世田谷区営上用賀五丁目

アパート 

ア 0.9491 

イ 0.9444 

世田谷区営上北沢一丁目

アパート 

0.932 

世田谷区営玉川四丁目ア

パート 

0.9561 

世田谷区営豪徳寺アパー

ト（１号棟） 

0.9487 

世田谷区営豪徳寺アパー

ト（２号棟） 

0.9475 

  別表第２世田谷区営深沢四丁目アパー

トの項中「19」を「16」に改め、同表世

田谷区営玉川三丁目アパートの項中「５」

を「２」に改め、同表世田谷区営中町四

丁目アパートの項中「３」を「２」に改

め、同表世田谷区営弦巻四丁目第二アパ

ートの項及び世田谷区営弦巻四丁目第三

アパートの項を次のように改める。 

世田谷区営弦

巻四丁目第二

アパート 

車椅子使

用者等用

駐車場 

１ 25,000円 

一般用駐

車場 

４ 25,000円 

世田谷区営弦

巻四丁目第三

アパート 

車椅子使

用者等用

駐車場 

１ 25,000円 

  別表第２世田谷区営新町一丁目アパー

トの項中「12」を「10」に改め、同表世

田谷区営上馬四丁目アパートの項中「11」

を「７」に改め、同表世田谷区営玉川四

丁目アパートの項を次のように改める。 

世田谷区営玉

川四丁目アパ

ート 

車椅子使

用者等用

駐車場 

１ 28,000円 

 
第２条 世田谷区営住宅管理条例施行規則

の一部を次のように改正する。 

  別表第１に次のように加える。 

世田谷区営船橋五丁目ア

パート 

ア 0.9394 

イ 0.9378 

  別表第２に次のように加える。 

世田谷区営船

橋五丁目アパ

ート 

車椅子使

用者等用

駐車場 

２ 19,000円 

一般用駐

車場 

31 19,000円 

    附 則 

 この規則は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第１条の規定（別表第２の改正規定

に限る。） 公布の日 

 ⑵ 第１条の規定（別表第２の改正規定

を除く。） 令和７年４月１日 

 ⑶ 第２条の規定 令和７年５月１日 

                    

   世田谷区立特定公共賃貸住宅及び世

田谷区立ファミリー住宅条例施行規

則の一部を改正する規則 

 世田谷区立特定公共賃貸住宅及び世田谷

区立ファミリー住宅条例施行規則（平成７

年２月世田谷区規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第４を次のように改める。 

別表第４（第59条関係） 

名    称 数 値 

世田谷区立弦巻五丁目ファミ

リー住宅 

0.9464 

世田谷区立赤堤一丁目ファミ

リー住宅 

0.9582 

世田谷区立中町四丁目ファミ

リー住宅 

0.9489 

世田谷区立桜丘五丁目第二フ

ァミリー住宅 

0.942 

世田谷区立経堂四丁目ファミ

リー住宅 

0.9475 

世田谷区立深沢四丁目ファミ

リー住宅 

0.9524 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区会計事務規則の一部を改正

する規則 

 世田谷区会計事務規則（昭和40年３月世

田谷区規則第９号）の一部を次のように改

正する。 

 第４条第１項第４号中「第243条の２第１

項の規定に基づき区長が指定する私人（以

下第２章、第３章及び第11章において」を

「第243条の２第２項に規定する指定公金

事務取扱者（以下」に改め、同条第２項中

「私人に支出の事務」を「指定公金事務取

扱者に歳出の支出に関する事務（第26条第

４号及び第３章において「支出事務」とい

う。）」に改める。 

 第26条第１号中「私人に歳入の徴収又は

収納の事務」を「指定公金事務取扱者に歳

入の徴収又は収納に関する事務（以下この

章及び第88条第１項において「収入事務」

という。）」に改め、同条第２号中「私人に

歳入の徴収若しくは収納の事務」を「指定

公金事務取扱者に収入事務」に改め、同条

第４号中「私人」を「指定公金事務取扱者」

に改める。 

 第42条を次のように改める。 

（収入事務の委託） 

第42条 法第243条の２第１項その他法令

の規定により収入事務を委託することが

できる者は、次に掲げる基準を満たす者

とする。 

 ⑴ 委託する収入事務について適切に処

理することができる知識及び実績を有

していること。 

 ⑵ 委託する収入事務を安全に遂行する

ための十分な事業規模及び経営基盤を

有していること。 

 ⑶ 委託する収入事務に係る事項を指定

する方法で正確に記録し、遅滞なく事

務処理を行うことができる体制及び技

術を有していること。 

 ⑷ 委託する収入事務に係る個人情報
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（個人情報の保護に関する法律（平成

15年法律第57号）第２条第１項各号に

規定する個人情報をいう。）の適正な管

理に必要な体制を有し、かつ、適切な

措置を講じられること。 

２ 区長は、前項に規定する委託をしよう

とするときは、あらかじめ会計管理者に

協議しなければならない。 

３ 区長は、第１項に規定する委託をした

ときは、会計管理者に協議の上、その旨

を告示し、かつ、当該収入事務に係る歳

入の納入義務者の見やすい方法により公

表するとともに、当該委託を受けた指定

公金事務取扱者（以下この条において「収

入事務受託者」という。）に収入事務受託

者である旨を証する書類を交付しなけれ

ばならない。 

４ 収入事務受託者が法第243条の２第５

項の規定による委託をすることができる

者は、第１項各号に掲げる基準を満たす

者とする。 

５ 前項に規定する委託を受けた者が法第

243条の２第６項の規定による再委託をす

ることができる者は、第１項各号に掲げ

る基準を満たす者であって、当該委託を

した収入事務受託者の許諾を得たものと

する。 

６ 法第243条の２の５第１項に規定する区

長が定める収納に関する事務を委託する

ことができる歳入等は、次に掲げるもの

とする。 

 ⑴ 使用料 

 ⑵ 手数料 

 ⑶ 賃貸料 

 ⑷ 物品売払代金 

 ⑸ 寄附金 

 ⑹ 貸付金の元利償還金 

 ⑺ 第１号及び第２号に掲げる歳入に係

る延滞金並びに第３号から前号までに

掲げる歳入に係る遅延損害金 

 ⑻ 雑人 

 ⑼ 前各号に掲げるもののほか、会計管

理者が必要と認める歳入等 

７ 収入事務受託者又は法第243条の２第

５項の規定による委託を受けた者若しく

は同条第６項の規定による再委託を受け

た者は、歳入を徴収し、又は収納したと

きは、納入者に対して当該委託契約に別

に定めがある場合を除き領収書を交付す

るとともに、その徴収し、又は収納した

歳入を、その内容を示す計算書（当該計

算書に記載すべき事項を記録した電磁的

記録を含む。）を添えて指定金融機関又は

公金収納取扱店に払い込まなければなら

ない。ただし、特に会計管理者の指定す

るものについては、領収書の発行を省略

することができる。 

 第49条第１項中「、債権者名及び印鑑の

正誤」を「及び債権者名」に改める。 

 第56条の見出し中「、印鑑」を削り、同

条第１項中「その印鑑及び代理関係」を「そ

の代理関係」に改め、同条第２項を削る。 

 第89条及び第90条を次のように改める。 

（支出事務の委託） 

第89条 第42条第１項、第２項、第４項及

び第５項の規定は、支出事務について準

用する。 

２ 区長は、法第243条の２第１項その他法

令の規定により支出事務を指定公金事務

取扱者に委託するときは、会計管理者に

協議の上、その旨を告示するとともに、

当該指定公金事務取扱者（以下この章に

おいて「支出事務受託者」という。）に支

出事務受託者である旨を証する書類を交

付しなければならない。 

３ 前項に規定する委託をすることができ

る歳出は、次に掲げるものとする。 

⑴ 外国において支払をする経費 

 ⑵ 遠隔の地又は交通不便の地域におい

て支払をする経費 

 ⑶ 報償金その他これに類する経費 

 ⑷ 非常災害のため即時支払を必要とす

る経費 

 ⑸ 生活扶助費、生業扶助費その他これ

に類する経費 

（資金の交付） 

第90条 区長は、前条第２項に規定する委

託をした場合は、収支命令者をして支出

命令書を作成させ、支出事務受託者の請

求書（当該請求書を電磁的に記録したも

のを含む。）を添付し、会計管理者に送付

させなければならない。 

 第91条中「部長」を「区長」に改める。 

 第92条第１項中「部長」を「区長」に改

め、同条第２項中「前項」を「区長は、前

２項」に改め、同項を同条第３項とし、同

条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 支出事務受託者は、交付された資金の

支払金額及び支払履歴（支払の相手方とな

る債権者、日付及び金額を記載したものを

いう。）並びに資金の残金を記載した報告書

（当該報告書に記載すべき事項を記録した

電磁的記録を含む。）をもって、その支出の

結果を会計管理者に報告しなければならな

い。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

訓 令 甲 
                    

◎世田谷区訓令甲第６号 

庁   中   一   般 

総   合   支   所 

 世田谷区総合支所処務規程（平成11年３

月世田谷区訓令甲第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  令和７年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 第１条の２中「北沢総合支所に拠点整備

担当課を、烏山総合支所」を「烏山総合支

所」に改める。 

                「街づ 
 第２条第１項の表副支所長の項中                      
                 拠点 
くり課 
                 を「 
整備担当課（北沢総合支所に限る。）」 

街づくり課」に改める。 

 第８条の表地域振興課の部地域調整担当

係長（世田谷総合支所に限る。）の項を削り、

同部地域振興・防災担当係長の項中第20号

を第22号とし、第10号から第19号までを２

号ずつ繰り下げ、同項第９号の次に次の２

号を加える。 

   ⑽ 地域の絆連携活性化事業に関す

ること（世田谷総合支所に限る。）。 

   ⑾ 地区まちづくり支援職員及び地

区まちづくり担当職員に関するこ

と（世田谷総合支所に限る。）。 

 第８条の表地域振興課の部地域施設整備

担当係長（北沢総合支所及び玉川総合支所

に限る。）の項を次のように改める。 

  地域施設整備担当係長（北沢総合支所

に限る。） 

   ⑴ 北沢総合支所庁舎の整備及び改

修に関すること。 

   ⑵ まちづくりセンター、区民会館

及び地区会館等の計画及び建設に

関すること。 

 第８条の表街づくり課の部街づくり担当

係長の項に次の１号を加える。 

   （44） 拠点整備担当係長に属しないこ

と。 

 第８条の表街づくり課の部に次のように

加える。 

  拠点整備担当係長（北沢総合支所に限

る。） 

   ⑴ 鉄道上部利用計画（小田急線に

係るものに限る。）の調整に関する

こと。 

   ⑵ 鉄道上部利用計画（小田急線に

係るものに限る。）に係る都市再生

整備計画事業に関すること。 

   ⑶ 下北沢駅周辺の都市計画道路の

築造整備に係る設計及び調整に関

すること。 

   ⑷ 下北沢駅周辺の都市計画道路の

電線共同溝の建設の調整に関する

こと。 

 第８条の表拠点整備担当課の部を削る。 

 第９条の表生活支援課の部に次のように

加える。 

  相談機能強化支援担当係長（北沢総合

支所に限る。） 

   ⑴ 各保健福祉センターにおける業

務改善に係る調整に関すること。 

   ⑵ 各保健福祉センターにおけるデ

ジタルトランスフォーメーション

の推進に係る調整に関すること。 

   ⑶ 各保健福祉センターにおける人

材育成に係る調整に関すること。 

 第９条の表健康づくり課の部事業係の項

第７号中「課内他の係等」を「保健医療担

当係長及び保健相談担当係長」に改め、同

部保健相談係の項を次のように改める。 

  保健相談担当係長 

   ⑴ 健康づくりの推進に関すること。 

   ⑵ 母子保健に関すること。 

   ⑶ 精神保健相談等に関すること。 

   ⑷ 難病、障害者（障害児を含む。）、

高齢者等に係る在宅療養相談に関

すること。 

   ⑸ 重層的支援体制整備事業による

支援（保健相談担当係長の担任事

務に関するものに限る。）に関する

こと。 

   ⑹ 前各号に掲げるもののほか、必

要な保健相談に関すること。 

 別表２の部地域振興課の款中７の項及び
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８の項を削り、９の項を７の項とし、10の 項から15の項までを２項ずつ繰り上げ、16 の項の前に次のように加える。 
 

14 地域の絆連携活性 

化事業に関すること。 

 

15 地区まちづくりに

関すること。 

  １ 地域の絆連携活性

化事業の実施に関す

ること。 

１ 地区まちづくり支

援職員及び地区まち

づくり担当職員の発

令等に関すること。 

  

 別表２の部街づくり課の款に次のように加える。 

26 鉄道上部利用計画

（小田急線に係るも

のに限る。）の整備に

関すること。 

１ 鉄道上部利用

計画（小田急線

に係るものに限

る。）を策定する

こと。 

    

 
 別表２の部拠点整備担当課の款を削り、

同表４の部健康づくり課の款２の項中「保

健相談係の分掌事務」を「保健相談担当係

長の担任事務」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

◎世田谷区訓令甲第７号 

庁   中   一   般 

保     健     所 

 世田谷区保健所処務規程（昭和62年８月

世田谷区訓令甲第52号）の一部を次のよう

に改正する。 

  令和７年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 第７条の表世田谷保健相談課の部保健相

談係の項、北沢保健相談課の部保健相談係

の項、玉川保健相談課の部保健相談係の項、

砧保健相談課の部保健相談係の項及び烏山

保健相談課の部保健相談係の項中「保健相

談係」を「保健相談担当係長」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

◎世田谷区訓令甲第８号 

庁   中   一   般 

総   合   支   所 

児  童  相  談  所 

保     健     所 

出     張     所 

事     業     所 

 世田谷区公文書管理規程（令和２年４月

世田谷区訓令甲第16号）の一部を次のよう

に改正する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 第２条第１項中第11号及び第12号を削り、

第13号を第11号とし、第14号から第18号ま

でを２号ずつ繰り上げる。 

 第４条中第８号を削り、第９号を第８号

とし、第10号を第９号とする。 

 第35条の見出し中「及び電子署名」を削

り、同条第２項第２号中「前号」を「前２

号」に改め、同号を同項第３号とし、同項

第１号の次に次の１号を加える。 

 ⑵ 申請等（申請、届出その他の法令等

の規定に基づき区の機関に対して行わ

れる通知をいう。）に基づく処分通知等

（処分（行政庁の処分その他公権力の

行使に当たる行為をいう。）の通知その

他の法令等の規定に基づき区の機関が

行う通知（不特定の者に対して行うも

のを除く。）をいう。以下この号におい

て同じ。）として、電子情報処理組織（区

の機関の使用に係る電子計算機（入出

力装置を含む。）と処分通知等を受ける

者の使用に係る電子計算機（入出力装

置を含む。）とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。）を使用し

て発送する文書 

 第35条第３項を次のように改める。 

３ 前項第２号の規定にかかわらず、次に

掲げる文書については、公印を押印しな

ければならない。 

 ⑴ 法令等の規定により公印の押印が義

務付けられている文書 

 ⑵ 権利又は義務に重大な影響を及ぼす

文書 

 ⑶ 特定の事実を証明する文書 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、保管単

位の長が特に必要と認める文書 

 第35条中第４項及び第５項を削る。 

 第36条第１項中「郵送」を「電子計算組

織、電子メール、郵送」に改め、同条第２

項中「場合は」の次に「、電子計算組織」

を加える。 

 第37条を次のように改める。 

第37条 削除 

   附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

◎世田谷区訓令甲第９号 

庁   中   一   般 

総   合   支   所 

児  童  相  談  所 

保     健     所 

出     張     所 

事     業     所 

 職員の勤務時間、休憩時間等に関する規

程（平成10年４月世田谷区訓令甲第20号）

の一部を次のように改正する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 別表地域行政部住民記録・戸籍課住民票

集中管理・住居表示担当の部を次のように

改める。 

 

地域行政部住民記

録・戸籍課住民票集

中管理・住居表示担

当 

住民票集中管理・住居

表示担当（集中入力セ

ンターの業務を除く。）

に勤務する職員 

午前８時15分から午後５時15

分までの間とし、その割振り

は別に定める。 

１時間とし、その時

限は別に定める。 

日曜日及び土曜日 

集中入力センターの業

務に従事する職員 

午前８時15分から午後５時30

分までの間とし、その割振り

は別に定める。 

１時間とし、その時

限は別に定める。 

日曜日及び４週間を通じ４日

（毎月の第３土曜日を含め、

その割振りは別に定める。） 

 

 別表地域図書館（梅丘図書館、世田谷図

書館、砧図書館、代田図書館及び尾山台図

書館を除く。以下同じ。）の部中「梅丘図書

館、世田谷図書館」を「世田谷図書館」に

改め、同表梅丘図書館又は世田谷図書館の

部中「梅丘図書館又は」を削る。 

   附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

告   示 
                    

◎世田谷区告示第130号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 
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－ 23 － 

    世田谷区下馬一丁目101番17の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  12.15メートル 

    幅 員  0.17メートル 

    面 積  2.16平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月３日 

                    

◎世田谷区告示第131号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区松原四丁目1052番20の内

から1052番54の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  23.23メートル 

    幅 員  0.63メートルから 

         0.68メートルまで 

    面 積  15.00平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月３日 

                    

◎世田谷区告示第132号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区船橋一丁目314番１の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  10.96メートル 

    幅 員  0.63メートルから 

         0.64メートルまで 

    面 積  7.01平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月３日 

                    

◎世田谷区告示第133号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月３日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 28－１ 

  ⑵ 28－１ 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区羽根木二丁目1769番10の

内 

  ⑵ 世田谷区羽根木二丁目1769番12の

内から1769番10の内まで 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  11.89メートル 

    幅 員  0.60メートルから 

         0.68メートルまで 

    面 積  7.63平方メートル 

  ⑵ 延 長  11.33メートル 

    幅 員  0.76メートルから 

         0.90トルまで 

    面 積  9.48平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月３日 

                    

◎世田谷区告示第134号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の９第１項及び第59条の４第１項の規定

により指定小児慢性特定疾病医療機関を指

定したので、同法第19条の19第１号及び第

59条の４第１項の規定により別紙のとおり

告示する。 

  令和７年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第135号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の14及び第59条の４第１項の規定による

指定事項の変更の届出があったので、同法

第19条の19第２号及び第59条の４第１項の

規定により別紙のとおり告示する。 

  令和７年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第136号 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19

条の15の規定による指定小児慢性特定疾病

医療機関の指定の辞退があったので、同法

第19条の19第３号及び第59条の４第１項の

規定により別紙のとおり告示する。 

  令和７年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第137号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第82

条第２項の規定による指定居宅介護支援事

業の廃止の届出があったので、同法第85条

第２号の規定により告示する。 

  令和７年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   セントケア等々

力 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

等々力三丁目12

番２号平林ビル

２階 

 ３ 事業者の名称   セントケア東京

株式会社 

 ４ 廃止届受理年月日 令和７年２月20

日 

 ５ サービスの種類  居宅介護支援 

                    

◎世田谷区告示第138号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第82

条第２項の規定による指定居宅介護支援事

業の廃止の届出があったので、同法第85条

第２号の規定により告示する。 

  令和７年３月３日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   マリス・ステラ

等々カステーシ

ョン 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

等々力三丁目６

番15号ナノック

スビル503号 

 ３ 事業者の名称   有限会社マリス 

            ・ステラ 

 ４ 廃止届受理年月日 令和７年２月26

日 

 ５ サービスの種類  居宅介護支援 

                    

◎世田谷区告示第139号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月４日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区船橋一丁目325番33の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  10.94メートル 

    幅 員  0.78メートル 

    面 積  8.61平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月４日 

                    

◎世田谷区告示第140号 

 令和７年３月３日世田谷区議会において

議決を得た次の予算について、地方自治法 

（昭和22年法律第67号）第219条第２項の規

定に基づき別添のとおり公表する。 

  令和７年３月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 令和６年度世田谷区一般会計補正予

算（第７次） 

 ２ 令和６年度世田谷区国民健康保険事

業会計補正予算（第２次） 

 ３ 令和６年度世田谷区後期高齢者医療

会計補正予算（第２次） 

 ４ 令和６年度世田谷区介護保険事業会

計補正予算（第２次） 

別添省略 

                    

◎世田谷区告示第141号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月４日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 



 

 

令和７年４月21日（第769号） 

－ 24 － 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区三軒茶屋一丁目90番５の

内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  13.80メートル 

    幅 員  0.20メートルから 

         0.23メートルまで 

    面 積  3.08平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月４日 

                    

◎世田谷区告示第142号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第８条第

１項及び第18条の規定に基づき、特別区道

路線を次のように認定し、新たに認定した

道路の区域を決定し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月４日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    Ｒ７－１ 

 ２ 認定する起終点 

    世田谷区千歳台二丁目790番16か

ら772番35まで 

 ３ 道路の延長 

    74.73メートル 

 ４ 道路の幅員 

    5.00メートルから5.03メートルまで 

 ５ 道路の面積 

    351.26平方メートル 

 ６ 供用開始の期日 

    令和７年３月４日 

                    

◎世田谷区告示第143号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに廃止する。 

 この関係図面は、令和７年３月４日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月４日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    43－Ｄ440 

 ２ 廃止する起終点 

    世田谷区千歳台二丁目790番９か

ら772番35まで 

 ３ 道路の延長 

    27.82メートル 

 ４ 道路の幅員 

    5.00メートルから5.03メートルまで 

 ５ 道路の面積 

    139.19平方メートル 

 ６ 廃止の期日 

    令和７年３月４日 

                    

◎世田谷区告示第144号 

   世田谷区立公園の名称、位置及び区

域並びに供用開始の期日について 

 都市公園法（昭和31年法律第79号）第２

条の２の規定に基づき、次のとおり告示す

る。 

  令和７年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 名     称  世田谷区立池尻

北公園 

 ２ 位     置  東京都世田谷区

池尻四丁目27番

16号 

 ３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

 ４ 供用開始の期日  令和７年３月31

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第145号 

   世田谷区立公園の名称、位置及び区

域並びに供用開始の期日について 

 都市公園法（昭和31年法律第79号）第２

条の２の規定に基づき、次のとおり告示す

る。 

  令和７年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 名     称  世田谷区立桜丘

農業公園 

 ２ 位     置  東京都世田谷区

桜丘四丁目19番

10号 

 ３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

 ４ 供用開始の期日  令和７年３月31

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第146号 

   世田谷区立公園の名称、位置及び区

域並びに供用開始の期日について 

 都市公園法（昭和31年法律第79号）第２

条の２の規定に基づき、次のとおり告示す

る。 

  令和７年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 名     称  世田谷区立豪徳

寺一丁目たまに

ゃん公園 

 ２ 位     置  東京都世田谷区

豪徳寺一丁目１

番３号 

 ３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

 ４ 供用開始の期日  令和７年３月31

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第147号 

   世田谷区立公園の名称、位置及び区

域並びに供用開始の期日について 

 都市公園法（昭和31年法律第79号）第２

条の２の規定に基づき、次のとおり告示す

る。 

  令和７年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 名     称  世田谷区立給田

六所神社通り公

園 

 ２ 位     置  東京都世田谷区

上祖師谷七丁目

13番６号 

 ３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

 ４ 供用開始の期日  令和７年３月31

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第148号 

 次のとおり都市公園の区域を変更するの

で、世田谷区立公園条例（昭和33年４月世

田谷区条例第４号）第２条の２の規定に基

づき告示する。 

  令和７年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 名     称  世田谷区立大蔵

運動公園 

 ２ 位     置  東京都世田谷区

大蔵四丁目６番

１号 

 ３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

 ４ 変 更 の 期 日  令和７年３月31

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第149号 

 次のとおり都市公園の区域を変更するの

で、世田谷区立公園条例（昭和33年４月世

田谷区条例第４号）第２条の２の規定に基

づき告示する。 

  令和７年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 名     称  世田谷区立岡本

静嘉堂緑地 

 ２ 位     置  東京都世田谷区

岡本二丁目23番

42号 

 ３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

 ４ 変 更 の 期 日  令和７年３月31

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第150号 

 次のとおり都市公園の区域を変更するの

で、世田谷区立公園条例（昭和33年４月世

田谷区条例第４号）第２条の２の規定に基

づき告示する。 

  令和７年３月５日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 名     称  世田谷区立成城

みつ池北緑地 

 ２ 位     置  東京都世田谷区

成城四丁目22番

31号 

 ３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

 ４ 供用開始の期日  令和７年３月31

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第151号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和７年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 



 

 

令和７年４月21日（第769号） 

－ 25 － 

  令和７年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    40－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区大蔵三丁目131番１の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  54.28メートル 

    幅 員  0.89メートルから 

         5.00メートルまで 

    面 積  223.74平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第152号 

 道路運送車両法（昭和26年法律第185号）

第34条の規定に基づき許可貸与した次の臨

時運行許可番号標は、回収不能によりこれ

を失効としたので、世田谷区自動車の臨時

運行許可に関する施行細則（平成４年７月

世田谷区規則第86号）第９条の規定に基づ

き告示する。 

  令和７年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 回収不能によるもの 

  世田谷総合支所許可分 

 品川61－98  

 品川74－47  

 品川74－71  

 品川85－58  

 品川85－59  

                    

◎世田谷区告示第153号 

 令和６年４月１日世田谷区告示第245号

の一部を次のように訂正する。 

  令和７年３月６日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 告示中「３ 委託した日」を「３ 指定

した日」に訂正する。 

                    

◎世田谷区告示第154号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月７日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    39－６ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区祖師谷一丁目127番33の

内から127番35の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.20メートル 

    幅 員  0.17メートルから 

         0.18メートルまで 

    面 積  1.46平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月７日 

                    

◎世田谷区告示第155号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月７日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    33－Ｄ323－08 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区東玉川二丁目27番４の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  3.78メートル 

    幅 員  0.53メートル 

    面 積  1.87平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月７日 

                    

◎世田谷区告示第156号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月７日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    11－Ｇ136 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代田一丁目378番12の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  10.90メートル 

    幅 員  0.12メートルから 

         0.23メートルまで 

    面 積  1.94平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月７日 

                    

◎世田谷区告示第157号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月７日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区経堂三丁目391番８の内

から391番９まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  13.73メートル 

    幅 員  0.63メートル 

    面 積  8.76平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月７日 

                    

◎世田谷区告示第158号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月７日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月７日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    43－Ｇ036 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区祖師谷四丁目285番37 

 ３ 変更の区域 

    延 長  17.92メートル 

    幅 員  1.87メートル 

    面 積  34.60平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月７日 

                    

◎世田谷区告示第159号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和７年３月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第160号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第９条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定について別紙

のように告示する。 

  令和７年３月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第161号 

 車両制限令（昭和36年政令第265号）第５

条第１項の規定に基づき、自動車の交通量

が極めて少ないと認める特別区道を次のと

おり指定するので、車両の通行の許可の手

続等を定める省令（昭和36年建設省令第28

号）第５条第１項の規定により告示する。 

 この関係図面は、令和７年３月10日から

２週間世田谷区土木部土木計画調整課にお

いて一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月10日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 路線名 

    特別区道 

 ２ 指定区間 

    世田谷区桜丘四丁目５番先から世

田谷区桜丘四丁目３番先まで 

 ３ 指定年月日 

    令和７年３月10日 

                    

◎世田谷区告示第162号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月11日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月11日 
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－ 26 － 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    21－Ｄ123－12 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区若林五丁目600番２の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  5.05メートル 

    幅 員  0.61メートルから 

         0.62メートルまで 

    面 積  3.18平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月11日 

                    

◎世田谷区告示第163号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月11日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代田三丁目430番10の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  12.81メートル 

    幅 員  0.30メートルから 

         0.53メートルまで 

    面 積  6.16平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月11日 

                    

◎世田谷区告示第164号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42

条第１項第５号の規定による指定道路につ

いて、次のとおり指定の取消しをした。 

 なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。 

  令和７年３月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定取消番号  第2942号 

 ２ 指定取消年月日 令和７年２月12日 

 ３ 指定取消の位置 世田谷区用賀二丁

目126番２の一部、

126番３の一部及

び126番４の一部 

 ４ 道路の幅員   4.00メートル 

 ５ 道路の延長   25.33メートル 

 ６ 申請者氏名   株式会社ＢｙＳｅ

ｓ 

           代表取締役 二階

堂 昇吾 

                    

◎世田谷区告示第165号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上馬五丁目30番16 

 ３ 変更の区域 

    延 長  19.48メートル 

    幅 員  0.25メートル 

    面 積  4.91平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月12日 

                    

◎世田谷区告示第166号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    40－１ 

 ２ 供用開始の区間 

    世田谷区大蔵二丁目132番16 

 ３ 供用開始の区域 

    面積  20.20平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月12日 

                    

◎世田谷区告示第167号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    ６－４ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区喜多見七丁目3197番３か

ら3200番22まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  20.01メートル 

    幅 員  0.24メートルから 

         0.50メートルまで 

    面 積  6.06平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月12日 

                    

◎世田谷区告示第168号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

 この関係図面は、令和７年３月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    45－Ｇ350 

 ２ 一部を廃止する起終点 

   （旧）世田谷区喜多見七丁目3198番

地先無番から3197番１地先無

番まで 

   （新）世田谷区喜多見七丁目3198番

地先無番から3197番５地先無

番まで 

 ３ 廃止の期日 

    令和７年３月12日 

                    

◎世田谷区告示第169号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区玉堤一丁目2294番８の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  17.77メートル 

    幅 員  0.18メートル 

    面 積  3.24平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月12日 

                    

◎世田谷区告示第170号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区上野毛一丁目10番の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  37.71メートル 

    幅 員  0.18メートル 

    面 積  6.88平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月12日 

                    

◎世田谷区告示第171号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    40－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区桜上水一丁目136番12 

 ３ 変更の区域 

    延 長  16.92メートル 

    幅 員  0.25メートル 

    面 積  4.23平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月12日 
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◎世田谷区告示第172号 

 車両制限令（昭和36年政令第265号）第５

条第１項の規定に基づき、自動車の交通量

が極めて少ないと認める特別区道を次のと

おり指定するので、車両の通行の許可の手

続等を定める省令（昭和36年建設省令第28

号）第５条第１項の規定により告示する。 

 この関係図面は、令和７年３月12日から

２週間世田谷区土木部土木計画調整課にお

いて一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月12日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 路線名 

    特別区道 

 ２ 指定区間 

    世田谷区宇奈根二丁目８番内 

 ３ 指定年月日 

    令和７年３月12日 

                    

◎世田谷区告示第173号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和７年３月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第174号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和７年３月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第175号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第243

条の２第３項の規定による指定公金事務取

扱者の事務所の所在地を変更する届出があ

ったので、同条第４項の規定により、次の

とおり告示する。 

  令和７年３月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 名 称 

    しもきた商店街振興組合 

 ２ 所在地 

    変更前 世田谷区代田六丁目１番

28号白洋ビル２Ｆ 

    変更後 世田谷区北沢二丁目24番

６号北口共同ビル地下１

階 

 ３ 変更年月日 

    令和６年11月26日 

                    

◎世田谷区告示第176号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第６条の２

の規定に基づき、区管理道路線の供用を次

のように開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    11－Ｄ701－02 

 ２ 供用開始の区間 

    世田谷区北沢一丁目363番12の内 

 ３ 供用開始の区域 

    延 長  0.30メートル 

    幅 員  0.18メートルから 

         0.19メートルまで 

    面 積  0.05平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月14日 

                    

◎世田谷区告示第177号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    36－５ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区若林二丁目516番21の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  17.53メートル 

    幅 員  0.20メートルから 

         0.25メートルまで 

    面 積  3.91平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月14日 

                    

◎世田谷区告示第178号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

２項の規定に基づき、特別区道路線の供用

を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    40－１ 

 ２ 供用開始の区間 

    世田谷区船橋一丁目123番16から

123番17まで 

 ３ 供用開始の区域 

    延 長  6.67メートル 

    幅 員  0.00メートルから 

         3.65メートルまで 

    面 積  11.69平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月14日 

                    

◎世田谷区告示第179号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区太子堂三丁目68番19の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.19メートル 

    幅 員  0.73メートルから 

         0.89メートルまで 

    面 積  9.11平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月14日 

                    

◎世田谷区告示第180号 

   世田谷区公契約の労働報酬下限額に

ついて 

 世田谷区公契約条例（平成26年９月世田

谷区条例第27号）第４条第３項第１号の規

定に基づき、予定価格が世田谷区公契約条

例施行規則（平成26年９月世田谷区規則第

67号）第５条第１項に定める額以上の公契

約において事業者が労働者に支払う職種ご

との労働報酬の下限とすべき額（以下「労

働報酬下限額」という。）を次のように定め

る。 

  令和７年３月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

号 職種 
労働報酬下限額 

（１時間当たり） 

１ 特殊作業員 3,177円 

２ 普通作業員 2,848円 

３ 軽作業員 1,966円 

４ 造園工 2,880円 

５ 法面工 3,549円 

６ とび工 3,496円 

７ 石工 3,485円 

８ ブロック工 3,241円 

９ 電工 3,464円 

10 鉄筋工 3,464円 

11 鉄骨工 3,145円 

12 塗装工 3,666円 

13 溶接工 3,932円 

14 運転手（特殊） 3,241円 

15 運転手（一般） 2,699円 

16 潜かん工 3,932円 

17 潜かん世話役 4,707円 

18 さく岩工 4,208円 

19 トンネル特殊工 3,804円 

20 トンネル作業員 3,294円 

21 トンネル世話役 4,304円 

22 橋りょう特殊工 3,698円 

23 橋りょう塗装工 3,772円 

24 橋りょう世話役 4,314円 

25 土木一般世話役 3,443円 

26 高級船員 4,059円 

27 普通船員 3,273円 

28 潜水士 5,302円 

29 潜水連絡員 3,879円 

30 潜水送気員 3,762円 

31 山林砂防工 3,411円 
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32 軌道工 6,099円 

33 型わく工 3,369円 

34 大工 3,230円 

35 左官 3,507円 

36 配管工 3,039円 

37 はつり工 3,199円 

38 防水工 3,836円 

39 板金工 3,634円 

40 タイル工 2,880円 

41 サッシ工 3,411円 

42 屋根ふき工 3,602円 

43 内装工 3,507円 

44 ガラス工 3,358円 

45 建具工 － 

46 ダクト工 3,145円 

47 保温工 2,944円 

48 建築ブロック工 － 

49 設備機械工 2,975円 

50 交通誘導警備員Ａ 2,147円 

51 交通誘導警備員Ｂ 1,870円 

52 上記以外の職種 1,460円 

備考 

 １ 第１号から第51号までに掲げる職種

の意義は、国土交通省が示す公共工事

設計労務単価における51職種の技能労

働者の定義の例による。 

 ２ 第１号から第51号までの規定にかか

わらず、次の各号に該当する労働者は、

当該各号に定める労働報酬下限額を適

用する。 

  ⑴ 事業者が労働者等との合意の下で

見習い又は手元等の未熟練労働者と

判断する者及び年金等の受給のため

に賃金を調整している労働者 1,619

円 

  ⑵ 工事の請負に係る契約以外の契約

（指定管理者の業務に係る協定を含

む。）の業務に従事する労働者 第52

号に掲げる額 

 ３ 「建具工」及び「建築ブロック工」

については、国土交通省より東京都に

おける公共工事設計労務単価が示され

なかったため、「－」で表示する。 

   附 則 

 この告示は、令和７年４月１日以後に締

結する公契約（この告示前に公告した入札

に付された公契約を除く。）について適用す

る。 

                    

◎世田谷区告示第181号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月17日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 40－１ 

  ⑵ 28－１ 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区祖師谷二丁目41番25の内 

  ⑵ 世田谷区祖師谷二丁目41番25の内 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  23.73メートル 

    幅 員  0.04メートルから 

         0.18メートルまで 

    面 積  4.95平方メートル 

  ⑵ 延 長  24.88メートル 

    幅 員  0.65メートルから 

         0.74メートルまで 

    面 積  17.39平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月17日 

                    

◎世田谷区告示第182号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区北烏山六丁目1644番23の

内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  16.47メートル 

    幅 員  0.63メートル 

    面 積  10.47平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月18日 

                    

◎世田谷区告示第183号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    11－Ｄ070－05 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区大原一丁目1099番25の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.36メートル 

    幅 員  0.83メートル 

    面 積  7.83平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月18日 

                    

◎世田谷区告示第184号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    33－Ｄ587－06 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区東玉川二丁目77番39の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  5.29メートル 

    幅 員  0.59メートルから 

         0.61メートルまで 

    面 積  3.20平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月18日 

                    

◎世田谷区告示第185号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の区域を

次のように変更する。 

 この関係図面は、令和７年３月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

  ⑴ 11－Ｄ213－07 

  ⑵ 11－Ｇ163 

  ⑶ 11－Ｇ163 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区北沢三丁目573番50の内 

  ⑵ 世田谷区北沢三丁目573番52の内 

  ⑶ 世田谷区北沢三丁目566番２の内 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  0.10メートル 

    幅 員  0.63メートル 

    面 積  0.06平方メートル 

  ⑵ 面 積  0.04平方メートル 

  ⑶ 延 長  0.10メートル 

    幅 員  0.93メートル 

    面 積  0.09平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第186号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月18日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月18日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

  ⑴ 11－Ｄ213－06 

  ⑵ 11－Ｇ163 

  ⑶ 11－Ｇ163 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区北沢三丁目573番45の内

から573番50の内まで 

  ⑵ 世田谷区北沢三丁目573番47から

573番52の内まで 

  ⑶ 世田谷区北沢三丁目566番２の内 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  24.99メートル 
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    幅 員  0.40メートルから 

         0.72メートルまで 

    面 積  12.57平方メートル 

  ⑵ 延 長  14.73メートル 

    幅 員  0.75メートルから 

         0.89メートルまで 

    面 積  12.27平方メートル 

  ⑶ 延 長  7.79メートル 

    幅 員  0.93メートルから 

         0.99メートルまで 

    面 積  7.48平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月18日 

                    

◎世田谷区告示第187号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    37－28 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代沢三丁目196番119 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.15メートル 

    幅 員  0.17メートル 

    面 積  1.97平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月19日 

                    

◎世田谷区告示第188号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区宮坂一丁目2571番２の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  12.10メートル 

    幅 員  0.77メートルから 

         0.90メートルまで 

    面 積  9.94平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月19日 

                    

◎世田谷区告示第189号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第79

条第１項の規定により指定居宅介護支援事

業者を指定したので、同法第85条第１号の

規定により告示する。 

  令和７年３月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称  ケアプランサービ

ス陽だまり 

 ２ 事業所の所在地 東京都世田谷区祖

師谷四丁目26番３

号アトリエンテ祖

師谷Ｂ１階 

 ３ 事業者の名称  Ｐｅａｋ Ｃａｒ

ｅ株式会社 

 ４ 指定年月日   令和７年４月１日 

 ５ サービスの種類 居宅介護支援 

                    

◎世田谷区告示第190号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第115

条の22第１項の規定により指定介護予防支

援事業者を指定したので、同法第115条の30

第１号の規定により告示する。 

  令和７年３月21日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称  ケアプランサービ

ス陽だまり 

 ２ 事業所の所在地 東京都世田谷区祖

師谷四丁目26番３

号アトリエンテ祖

師谷Ｂ１階 

 ３ 事業者の名称  Ｐｅａｋ Ｃａｒ

ｅ株式会社 

 ４ 指定年月日   令和７年４月１日 

 ５ サービスの種類 介護予防支援 

                    

◎世田谷区告示第191号 

 令和６年４月１日世田谷区告示第217号

の一部を次のように訂正する。 

  令和７年３月24日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 告示中「３ 委託した日」を「３ 指定

した日」に訂正する。 

                    

◎世田谷区告示第192号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    11－Ｄ701－06 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区北沢一丁目363番18から

363番８の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  17.08メートル 

    幅 員  0.17メートルから 

         0.20メートルまで 

    面 積  3.29平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月25日 

                    

◎世田谷区告示第193号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

 この関係図面は、令和７年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    12－Ｇ073 

 ２ 一部を廃止する起終点 

   （旧）世田谷区太子堂三丁目84番５

地先無番から84番20地先無番

まで 

   （新）世田谷区太子堂三丁目84番20

地先無番 

 ３ 廃止の期日 

    令和７年３月25日 

                    

◎世田谷区告示第194号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区経堂三丁目325番７の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  7.24メートル 

    幅 員  0.62メートルから 

         0.63メートルまで 

    面 積  4.56平方メートル 

 ４ 供用開始の斯日 

    令和７年３月25日 

                    

◎世田谷区告示第195号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区船橋五丁目1123番20の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  12.54メートル 

    幅 員  0.77メートルから 

         0.78メートルまで 

    面 積  9.82平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月25日 

                    

◎世田谷区告示第196号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに廃止する。 

 この関係図面は、令和７年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    32－Ｇ009－01 
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 ２ 廃止する起終点 

    世田谷区尾山台二丁目156番13地

先無番 

 ３ 廃止の期日 

    令和７年３月25日 

                    

◎世田谷区告示第197号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区尾山台二丁目156番13地

先無番 

 ３ 変更の区域 

    延 長  9.97メートル 

    幅 員  0.25メートルから 

         0.26メートルまで 

    面 積  2.80平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月25日 

                    

◎世田谷区告示第198号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区下馬三丁目50番125の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  8.00メートル 

    幅 員  0.48メートル 

    面 積  3.89平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月25日 

                    

◎世田谷区告示第199号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和７年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区下馬三丁目50番125の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  0.10メートル 

    幅 員  0.48メートル 

    面 積  0.04平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第200号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    31－Ｇ036 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区桜新町一丁目21番６の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.53メートル 

    幅 員  1.08メートルから 

         1.09メートル 

    面 積  12.64平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月25日 

                    

◎世田谷区告示第201号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    22－Ｇ137 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区桜上水三丁目12番27 

 ３ 変更の区域 

    延 長  27.68メートル 

    幅 員  0.52メートルから 

         0.53メートルまで 

    面 積  14.63平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月25日 

                    

◎世田谷区告示第202号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第115

条の５第２項の規定による指定介護予防支

援事業の廃止の届出があったので、同法第

115条の10第２号の規定により告示する。 

  令和７年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   船橋あんしんす

こやかセンター 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

船橋四丁目３番

２号 

 ３ 事業者の名称   社会福祉法人ノ

テ福祉会 

 ４ 廃止届受理年月日 令和７年１月30

日 

 ５ サービスの種類  介護予防支援 

                    

◎世田谷区告示第203号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第115

条の22第１項の規定により指定介護予防支

援事業者を指定したので、同法第115条の30

第１号の規定により告示する。 

  令和７年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称  船橋あんしんすこ

やかセンター 

 ２ 事業所の所在地 東京都世田谷区船

橋四丁目３番２号 

 ３ 事業者の名称  社会福祉法人古木

会 

 ４ 指定年月日   令和７年４月１日 

 ５ サービスの種類 介護予防支援 

                    

◎世田谷区告示第204号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の２第１項の規定により指定地域密着型

サービス事業者を指定したので、同法第78

条の11第１号の規定により告示する。 

  令和７年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称  アズールリハビリ

デイサービス 

 ２ 事業所の所在地 東京都世田谷区上

北沢一丁目15番３

号 

 ３ 事業者の名称  一般社団法人碧空 

 ４ 指定年月日   令和７年４月１日 

 ５ サービスの種類 地域密着型通所介

護 

                    

◎世田谷区告示第205号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和７年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 28－１ 

  ⑵ 28－１ 

  ⑶ 28－１ 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区北烏山七丁目2296番４の

内から2301番１の内まで 

  ⑵ 三鷹市牟礼二丁目1531番の内から

1524番１の内まで 

  ⑶ 世田谷区北烏山五丁目2334番２の

内から2332番１の内まで 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  44.13メートル 

    幅 員  1.99メートル 

    面 積  87.47平方メートル 

  ⑵ 延 長  48.98メートル 

    幅 員  2.00メートル 

    面 積  97.93平方メートル 

  ⑶ 延 長  35.62メートル 

    幅 員  2.00メートル 

    面 積  73.38平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第206号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 



 

 

令和７年４月21日（第769号） 

－ 31 － 

 この関係図面は、令和７年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区駒沢四丁目133番11の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  7.73メートル 

    幅 員  0.50メートルから 

         0.60メートルまで 

    面 積  4.29平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月26日 

                    

◎世田谷区告示第207号 

 区管理水路を次のように廃止するので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。 

 この関係図面は、令和７年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 番号 

    12－Ｚ004 

 ２ 区間 

    世田谷区池尻三丁目312番２地先

無番から312番４地先無番まで 

 ３ 廃止の期日 

    令和７年３月26日 

                    

◎世田谷区告示第208号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区八幡山三丁目222番７の

内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.94メートル 

    幅 員  0.36メートル 

    面 積  4.30平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月26日 

                    

◎世田谷区告示第209号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 28－１ 

  ⑵ 28－１ 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区北沢四丁目644番の内 

  ⑵ 世田谷区北沢四丁目641番２の内

から644番の内まで 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  12.82メートル 

    幅 員  0.29メートルから 

         0.44メートルまで 

    面 積  5.26平方メートル 

  ⑵ 延 長  22.52メートル 

    幅 員  0.00メートルから 

         0.26メートルまで 

    面 積  3.10平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月26日 

                    

◎世田谷区告示第210号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区若林四丁目206番20の内

から206番60まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  13.55メートル 

    幅 員  0.64メートルから 

         0.81メートルまで 

    面 積  9.46平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月26日 

                    

◎世田谷区告示第211号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区奥沢二丁目452番２の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  6.68メートル 

    幅 員  0.27メートルから 

         0.28メートルまで 

    面 積  1.86平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月26日 

                    

◎世田谷区告示第212号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第

１項の規定に基づき、特別区道路線の区域

を次のように変更する。 

 この関係図面は、令和 年 月  日か

ら15日間世田谷区道路・交通計画部道路管

理課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

   世田谷区奥沢二丁目452番２の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  0.05メートル 

    幅 員  0.27メートル 

    面 積  0.01平方メートル 

                    

◎世田谷区告示第213号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月26日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    31－Ｄ243－10 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区駒沢二丁目980番11の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  7.23メートル 

    幅 員  0.64メートル 

    面 積  4.69平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月26日 

                    

◎世田谷区告示第214号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の５第２項及び第115条の15第２項の規

定による指定地域密着型サービス事業及び

指定地域密着型介護予防サービス事業の廃

止の届出があったので、同法第78条の11第

２号及び第115条の20第２号の規定により告

示する。 

  令和７年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称   パナソニックエ

イジフリーケア

センター世田谷

南烏山・小規模

多機能 

 ２ 事業所の所在地  東京都世田谷区

南烏山二丁目19

番１号 

 ３ 事業者の名称   パナソニックエ

イジフリー株式

会社 

 ４ 廃止届受理年月日 令和７年２月26

日 

 ５ サービスの種類  小規模多機能型

居宅介護及び介

護予防小規模多

機能型居宅介護 

                    

◎世田谷区告示第215号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78

条の２第１項の規定により指定地域密着型
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サービス事業者を指定したので、同法第78

条の11第１号の規定により告示する。 

  令和７年３月26日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 事業所の名称  パナソニックエイ

ジフリーケアセン

ター世田谷千歳烏

山・看護小規模多

機能 

 ２ 事業所の所在地 東京都世田谷区南

烏山二丁目19番１

号 

 ３ 事業者の名称  パナソニックエイ

ジフリー株式会社 

 ４ 指定年月日   令和７年４月１日 

 ５ サービスの種類 看護小規模多機能

型居宅介護 

                    

◎世田谷区告示第216号 

 子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認をしたので、

同法第58条の11の規定に基づき、別紙のと

おり告示する。 

  令和７年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第217号 

 次のとおり都市公園の区域を変更するの

で、世田谷区立公園条例（昭和33年４月世

田谷区条例第４号）第２条の２の規定に基

づき告示する。 

  令和７年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 名     称  世田谷区立玉川

野毛町公園 

 ２ 位     置  東京都世田谷区

野毛一丁目25番

１号 

 ３ 区     域  別紙案内図のと

おり 

 ４ 変 更 の 期 日  令和７年３月27

日 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第218号 

 令和７年３月27日世田谷区議会において

議決を得た次の予算について、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第219条第２項の規

定に基づき別添のとおり公表する。 

  令和７年３月28日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 令和７年度世田谷区一般会計予算 

 ２ 令和７年度世田谷区国民健康保険事

業会計予算 

 ３ 令和７年度世田谷区後期高齢者医療

会計予算 

 ４ 令和７年度世田谷区介護保険事業会

計予算 

 ５ 令和７年度世田谷区学校給食費会計

予算 

別添省略 

                    

◎世田谷区告示第219号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月28日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    32－27 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代田六丁目1051番57の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  11.08メートル 

    幅 員  0.18メートル 

    面 積  2.01平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月28日 

                    

◎世田谷区告示第220号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月28日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

  ⑴ 59－５ 

  ⑵ 28－１ 

  ⑶ 28－１ 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区八幡山二丁目266番30の

内 

  ⑵ 世田谷区八幡山二丁目269番７か

ら266番30の内まで 

  ⑶ 世田谷区八幡山二丁目270番12地

先無番 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  5.56メートル 

    幅 員  1.25メートル 

    面 積  9.31平方メートル 

  ⑵ 延 長  21.61メートル 

    幅 員  0.49メートルから 

         1.57メートルまで 

    面 積  23.44平方メートル 

  ⑶ 延 長  1.97メートル 

    幅 員  0.29メートルから 

         1.15メートルまで 

    面 積  1.41平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月28日 

                    

◎世田谷区告示第221号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第４条第２

項の規定に基づき区管理道路線の区域を次

のように変更し、同規則第６条の２の規定

に基づきその供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月28日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

  ⑴ 22－Ｇ189 

  ⑵ 22－Ｇ189 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区八幡山二丁目269番６か

ら269番２まで 

  ⑵ 世田谷区八幡山二丁目270番１ 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 面 積  8.53平方メートル 

  ⑵ 延 長  51.18メートル 

    幅 員  1.15メートルから 

         3.15メートルまで 

    面 積 188.42平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月28日 

                    

◎世田谷区告示第222号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月28日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区代田一丁目363番６の内

から363番５の内まで 

 ３ 変更の区域 

    延 長  19.25メートル 

    幅 員  0.18メートルから 

         0.21メートルまで 

    面 積  3.77平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月28日 

                    

◎世田谷区告示第223号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月28日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 認定番号 

    28－１ 

 ２ 変更の区間 

    世田谷区太子堂三丁目87番19の内 

 ３ 変更の区域 

    延 長  12.68メートル 

    幅 員  0.43メートルから 

         0.53メートルまで 

    面 積  6.22平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月28日 

                    

◎世田谷区告示第224号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の

規定に基づき、特別区道路線の区域を次の

ように変更し、その供用を開始する。 

 この関係図面は、令和７年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 
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 １ 認定番号 

  ⑴ 33－59 

  ⑵ 28－１ 

 ２ 変更の区間 

  ⑴ 世田谷区桜上水一丁目129番23 

  ⑵ 世田谷区桜上水一丁目129番４ 

 ３ 変更の区域 

  ⑴ 延 長  5.89メートル 

    幅 員  0.27メートル 

    面 積  1.61平方メートル 

  ⑵ 延 長  14.93メートル 

    幅 員  0.95メートルから 

         0.97メートルまで 

    面 積  14.41平方メートル 

 ４ 供用開始の期日 

    令和７年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第225号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第２

項の規定に基づき、区管理道路線の一部を

次のように廃止する。 

 この関係図面は、令和７年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    42－Ｇ069－１ 

 ２ 一部を廃止する起終点 

   （旧）世田谷区上祖師谷二丁目424

番17の内 

   （新）世田谷区上祖師谷二丁目424

番17 

 ３ 廃止の期日 

    令和７年３月31日 

                    

◎世田谷区告示第226号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第１

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに指定する。 

 この関係図面は、令和７年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    42－Ｇ069－02 

 ２ 指定する起終点 

    世田谷区上祖師谷二丁目424番18

の内 

 ３ 用途 

    区管理道路 

                    

◎世田谷区告示第227号 

 世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第５条第１

項の規定に基づき、区管理道路線を次のよ

うに指定する。 

 この関係図面は、令和７年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 指定番号 

    42－Ｇ069－03 

 ２ 指定する起終点 

    世田谷区上祖師谷二丁目424番18

の内 

 ３ 用途 

    区管理道路 

                    

◎世田谷区告示第228号 

 平成22年４月30日世田谷区告示第335号

の全部を次のように改正する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

第167条の５第１項及び第167条の11第２項

の規定に基づき、世田谷区が発注する建設

工事等の請負契約（工事の請負契約、設計、

測量及び地質調査の委託契約並びに総トン

数20トン以上の船舶（以下「船舶」という。）

の製造及び修繕の請負契約をいう。）の一般

競争入札及び指名競争入札（以下「競争入

札」という。）に参加する者（中小企業等協

同組合法（昭和24年法律第181号）に基づく

事業協同組合を除く。）に必要な資格並びに

資格審査のインターネットを利用した申請

方法について次のように定めた。 

第１ 用語の定義 

 この告示における用語の定義は、次によ

る。 

 １ 業種 

  世田谷区が発注する建設工事等の種類

について、別表２に定めたものをいう。 

 ２ 許可 

  建設業法（昭和24年法律第100号）第３

条第１項の規定に基づく建設業の許可を

いう。 

 ３ 経審 

  建設業法第27条の23第１項の規定に基

づき国土交通大臣又は都道府県知事が行

う経営事項審査をいう。 

 ４ 競争入札参加資格 

  世田谷区が発注する建設工事等の請負

契約についての競争入札に参加するため

の資格をいう。 

  この競争入札参加資格は申請者の施行

能力に基づき、別表２に掲げた業種ごと

に等級を定め、併せて同一等級内におい

て順位を定める。また、等級を定めない

業種にあっては、順位のみを定める。 

  競争入札参加資格を得た者は、世田谷

区における建設工事等競争入札参加資格

の有資格者として、競争入札参加資格者

名簿に登録する。 

 ５ 登録申請 

  競争入札参加資格を得て、競争入札参

加資格者名簿に登録されることを目的と

して、申請を行うことをいう。 

 ６ 共同運営電子調達サービス 

  東京都内の地方公共団体が相互に協

力・連携して住民サービスの向上と行政

の高度化・効率化を図ることを目的とし

て共同で運営している、入札情報・電子

入札・資格審査サービスからなる東京電

子自治体共同運営電子調達サービスをい

う。 

 ７ 格付 

  共同運営電子調達サービスが算出する

競争入札参加資格の等級及び順位若しく

は順位のみ又はそれらを算出するための

審査をいう。 

 ８ 決算日等 

  ⑴ 決算日とは、次に掲げる日をいう。 

   ア 法人 法人税法（昭和40年法律

第34号）第13条に定める事業年度

（以下「事業年度」という。）の終

了の日 

   イ 個人 12月末日 

  ⑵ 決算月とは、⑴に定める決算日の

属する月をいう。 

  ⑶ 決算年度とは次に掲げるものをい

う。 

   ア 法人 事業年度 

   イ 個人 ⑴イの決算日以前１年間 

 ９ 審査基準日 

  登録申請を行うに当たり、基準として

定める日付をいう。登録申請は、申請日

の内容によると定めた項目を除き、この

審査基準日時点における内容で行わなけ

ればならない。 

  ⑴ 経審を必要とする業種に登録申請

する者 

   申請時において有効な経審の審査基

準日（複数ある場合は審査基準日が直

近のもの）とする。 

  ⑵ 経審を必要としない業種のみに登

録申請する者 

   申請時直近の決算手続が終了してい

る決算日とする。 

 10 審査対象事業年度 

  審査基準日を含む決算年度をいう。 

 11 ＣＯＲＩＮＳ 

  一般財団法人日本建設情報総合センタ

ーが構築した、官公庁工事実績情報デー

タベースをいう。 

 12 資格有効期限 

  登録申請を行った月の直前の決算月の

翌月から１年８箇月の末日までとする。 

  なお、資格有効期限後、さらに継続し

て競争入札参加資格の登録を希望する者

は、前回登録申請直後の決算月の翌月か

ら（登録申請を行った月が決算月の場合

は、登録申請を行った翌月から）資格有

効期限までに登録申請を行い承認されな

ければならない。 

 13 適用年月日 

  建設工事等競争入札参加資格の有資格

者として、競争入札参加資格者名簿に登

録された日とする。 

 14 行政書士 

  行政書士法（昭和26年法律第４号）第

６条第１項の規定による行政書士名簿の

登録を受けた者をいう。 

 15 代理申請 

  行政書士が、申請者に代わって、登録

申請等を行うことをいう。 

第２ 競争入札参加資格の申請 

 登録申請をしようとする者は、次により

申請を行わなければならない。ただし、第

４の競争入札の参加者の資格のうち、第４

の１の地方自治法施行令第167条の４第１

項の規定に該当する者は、申請を行うこと

ができない（被補助人、被保佐人又は未成

年者であって、契約締結のために必要な同
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意を得ている者は、同項の規定に該当しな

い者とする。以下同じ。）。 

 １ 申請者の区分 

  登録申請を行うことができる者の区分

は、次のとおりとする。 

  ⑴ 単体企業等 

   個人又は法人のほか、⑵に含まれな

い者（法人格を有するものに限る。）。 

  ⑵ 事業協同組合 

   中小企業等協同組合法第３条第１号

に定める事業協同組合（以下「組合」

という。）をいう（組合の登録申請その

他に関することは、世田谷区告示第229

号において定める。）。 

 ２ 申請の条件等 

  競争入札参加資格については、次に定

める必要な条件を備えていなければなら

ない。 

  ⑴ 納税に関する条件 

   法人の場合は、審査対象事業年度の

法人税、法人事業税（特別法人事業税

を含む。以下同じ。）、消費税及び地方

消費税、個人の場合は、審査対象事業

年度の所得税、消費税及び地方消費税

を完納していなければならない。 

  ⑵ 業種ごとの条件 

   登録申請時に、世田谷区と契約する

営業所において各業種ごとに別表２に

記載した登録申請に必要な条件等を満

たしていなければならない。経審必要

業種に申請する場合、雇用保険法（昭

和49年法律第116号）に規定する適用事

業、健康保険法（大正11年法律第70号）

及び厚生年金保険法（昭和29年法律第

115号）に規定する適用事業所は、社会

保険等（健康保険、厚生年金保険及び

雇用保険）に加入していることが前提

となる。 

   また、申請に当たり必要とする経審

の種類の総合評定値Ｐ点を有していな

ければならない。 

  ⑶ 同時に登録申請することができな

い業種 

   次の表の左欄及び右欄に掲げる業種

の組合せについては、同時に競争入札

参加資格を得ることができない。 

 
 左欄 業種番号、業種名 右欄 業種番号、業種名 

組合せ 

その１ 

07 建築工事 

29 コンクリートプレハブ 

30 鉄骨プレハブ 

08 電気工事   09 給排水衛生工事 

10 空調工事   3100 解体工事 

3101 ひき家   37 一般塗料 

         38 橋りょう塗装 

組合せ 

その２ 

01 道路舗装工事    02 橋りょう工事 

03 河川工事      04 水道施設工事 

05 下水道施設工事   06 一般土木工事 

07 建築工事      08 電気工事 

09 給排水衛生工事   10 空調工事 

11 建築設計 

12 土木設計 

13 設備設計 

14 測量 

15 地質調査 

 
第３ 申請方法 

 １ 申請方法 

  登録申請をしようとする者は、インタ

ーネットを利用して下記共同運営電子調

達サービスのサイトにアクセスし、画面

上の申請書フォームに必要事項を入力し、

送信しなければならない。 

 ホームページアドレス https://www.e-

tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/cmn/tmg/c

mn/jsp/indexQ.jsp 

 ２ 電子証明書の購入及び登録 

  登録申請に当たっては、事前に電子入

札コアシステム対応認証局より「ＩＣカ

ード電子証明書」を購入し、共同運営電

子調達サービスへ登録することを必要と

する。 

  行政書士に登録申請の代理を依頼する

ときも、同様とする。 

 ３ 申請に使用できる文字 

  申請に使用できる文字は、ＪＩＳ第１

水準及び第２水準とする。 

  申請内容（人名、法人名等を含む。）に

おいてこれ以外の文字を使用している場

合は、申請可能な他の漢字又はひらがな

に置き換えて申請を行うこと。 

 ４ 必要書類の送付 

  申請に当たり下記に示した必要書類を

提出すること。必要書類は送信後直ちに

申請時に指定される方法に従って郵送又

は電子送付しなければならない。 

  なお、必要書類が日本語以外の言語に

より表記されている場合は、日本語訳を

添付すること。 

 ・登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（発

行日が申請日から３箇月以内であるも

の） 

 ・財務諸表（審査対象事業年度及び前審

査対象事業年度の決算によるもの） 

 ・身分証明書（発行日が申請日から３箇

月以内であるもの） 

 ・登記事項証明書（発行日が申請日から

３箇月以内であるもの） 

 ・法人事業税の納税証明書 

 ・納税証明書その１（第２ ２⑴の納付

済額を証明するもの） 

 （いずれも正本） 

 ５ 受付番号 

  登録申請を行い承認された者について

は、10桁の数字により構成される受付番

号を付す。 

 ６ 受付票の印刷 

  登録申請を行い承認された者は、第３

の１に記載した共同運営電子調達サービ

スのサイトにアクセスし、建設工事等競

争入札参加資格審査受付票（以下「受付

票」という。）を自ら印刷し、適用年月日

以後使用することができる。ただし、受

付票に実印、使用印又は代理人印が押印

されていないもの及び裏面に印鑑証明書

がちょう付されていないものは無効とす

る。 

第４ 競争入札の参加者の資格 

 １ 世田谷区は、地方自治法施行令第167

条の４第１項の規定に該当する者を競

争入札に参加させることができない。 

 ２ 世田谷区は、競争入札に参加しよう

とする者が次のいずれかに該当すると

認められるときは、その者について三

年以内の期間を定めて競争入札に参加

させないことができる。その者を代理

人、支配人その他の使用人又は入札代

理人として使用する者についても、同

様とする。 

  ⑴ 契約の履行に当たり、故意に工事、

製造その他の役務を粗雑に行い、又

は物件の品質若しくは数量に関して

不正の行為をしたとき。 

  ⑵ 競争入札又はせり売りにおいて、

その公正な執行を妨げたとき又は公

正な価格の成立を害し、若しくは不

正の利益を得るために連合したとき。 

  ⑶ 落札者が契約を締結すること又は

契約者が契約を履行することを妨げ

たとき。 

  ⑷ 地方自治法（昭和22年法律第67号）

第234条の２第１項の規定による監

督又は検査の実施に当たり職員の職

務の執行を妨げたとき。 

  ⑸ 正当な理由がなくて契約を履行し

なかったとき。 

  ⑹ 契約により、契約の後に代価の額

を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき

過大な額で行ったとき。 

  ⑺ ⑴から⑹により競争入札に参加で

きないこととされている者を契約の

締結又は契約の履行に当たり代理人、

支配人その他の使用人として使用し

たとき。 

 ３ 次のいずれかに該当する者は競争入

札に参加できない。 

  ⑴ 参加者若しくは参加者の役員等が

暴力団関係者であるとき又は暴力団

関係者が参加者の経営に実質的に関

与しているとき。 

  ⑵ 参加者又は参加者の役員等が、自

社、自己若しくは第三者の不正の利

益を図り、又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団の威力又は

暴力団関係者を利用するなどしてい

るとき。 

  ⑶ 参加者又は参加者の役員等が、暴

力団又は暴力団関係者に対して資金

等を供給し、又は便宜を供与するな
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ど積極的に暴力団の維持、運営に協

力又は関与しているとき。 

  ⑷ 参加者又は参加者の役員等が、暴

力団又は暴力団関係者と社会的に非

難されるべき関係を有しているとき。 

  ⑸ 参加者又は参加者の役員等が、暴

力団又は暴力団関係者であることを

知りながら、これを不当に利用する

などしているとき。 

 ４ 競争入札参加資格の有資格者となっ

た後に、競争入札参加資格の登録申請

を行うことができる条件を欠くことと

なった者は競争入札に参加できない。 

第５ 競争入札参加資格の審査基準 

 １ 競争入札参加資格の等級格付、順位

等の決定 

  競争入札参加資格は、個々の申請者が

申請した各業種ごとに審査を行い、各業

種別に等級及び順位又は順位のみを定め

る。 

 ２ 等級区分と審査方法 

  ⑴ 等級区分 

   各業種における等級区分と順位は下

記のとおりとする。 
 
業種番号、業種名 等級区分 

01 道路舗装工事   02 橋りょう工事 

03 河川工事     04 水道施設工事 

05 下水道施設工事  06 一般土木工事 

07 建築工事 

ＡＢＣＤＥの５等級。 

同一等級内において順位を定める。 

08 電気工事     09 給排水衛生工事 

10 空調工事 

ＡＢＣＤの４等級。 

同一等級内において順位を定める。 

上記以外の業種 等級を定めず、順位のみを定める。 

 
  ⑵ 等級と順位を決定する業種の審査

方法 

   競争入札参加資格の審査は、各業種

別に下記３に定める客観的審査事項及

び主観的審査事項を用いて行う。 

   ３⑴に定める方法により算出した客

観等級及び３⑵に定める方法により算

出した主観等級により、当該業種の競

争入札参加資格の等級を決定する。客

観等級と主観等級が一致した業種の等

級はその一致した等級とし、相違した

場合は、いずれか低い方を当該業種の

等級とする。 

   同一等級内の順位については、３⑴

で算出した客観点数の高いものを上位

とし順位付けを行う。 

   なお、順位付けについては、共同運

営電子調達サービスに登録申請を行い

承認された者すべてを対象として行う。 

  ⑶ 順位のみを決定する業種の審査方

法 

   上記⑵と同じ方法により等級の決定

及び順位付けを行った申請者を等級、

順位順に並べた後、等級と順位が最上

位の者を１位として、等級を定めず降

順に順位付けのみを行う。 

  ⑷ 同一客観点の申請者の順位の決定 

   同一等級内において客観点が同じ点

数となった申請者については、下記の

優先順位により順位付けを行う。 

   ア 当該業種の完成工事（完成）高

の高位順 

   イ 自己資本額の高位順 

   ウ これによっても同位となる場合

は、競争入札参加資格の受付番号

の低位順とする。 

  ⑸ 等級順位等を得られない場合 

  主観的審査事項における最高完成工

事（業務）経歴がない業種の競争入札

参加資格については無格付とし、等級

順位等を与えない。 

 ３ 客観的審査事項及び主観的審査事項 

  ⑴ 客観的審査事項 

   下記により業種別に算出した客観点

数を別表１にあてはめ、客観等級を決

定する。 

   ア 登録申請に経審を必要とする業

種 

    別表２において、各業種の登録申

請に当たり必要としている経審の総

合評定値Ｐ点（申請に有効な審査基

準日の審査結果が複数あるときは直

近のものとし、該当する業種が複数

あるときは最も高い点数のもの）を

客観点数とする。 

   経審必要業種に申請する場合、雇用

保険法に規定する適用事業、健康保

険法及び厚生年金保険法に規定する

適用事業所は、社会保険等（健康保

険、厚生年金保険及び雇用保険）に

加入していることが前提となる。 

  ※Ｐ点＝0.25×Ｘ１＋0.15×Ｘ２＋0.2

×Ｙ＋0.25×Ｚ＋0.15×Ｗ 

    その他社会性等による点数（Ｗ） 

   下記のＷｌからＷ９の合計した数値

を別表11⑽にあてはめて得た評点をＷ

とする。 

    （ア） Ｗ１は、別表11⑴1.経審を必

要とする業種により算出した数

値とする。 

    （イ） Ｗ２は、別表11⑵により算出

した数値とする。 

    （ウ） Ｗ３は、別表11⑶により算出

した数値とする。 

    （エ） Ｗ４は、別表11⑷により算出

した数値とする。 

    （オ） Ｗ５は、別表11⑸により算出

した数値とする。 

    （カ） Ｗ６は、別表11⑹により算出

した数値とする。 

    （キ） Ｗ７は、別表11⑺により算出

した数値とする。 

    （ク） Ｗ８は、別表11⑻により算出

した数値とする。 

    （ケ） Ｗ９は、別表11⑼により算出

した数値とする。 

   イ 登録申請に経審を必要としない

業種 

    下記４で定める経審不要業種の客

観点数算出方法による点数とする。 

  ⑵ 主観的審査事項 

   下記アからウまでにより業種別に算

出した主観点数を別表１にあてはめ、

主観等級を決定する。 

   ア 最高完成工事（業務）経歴 

    申請者は、下記のすべての条件を

満たす過去の最高完成工事（業務）

経歴を、発注者別（発注者区分は別

表３のとおり。）に申請するものとす

る。 

    （ア） 施行内容が登録申請を行う業

種に該当するものであること。 

    （イ） 申請者が審査基準日の属する

月の末日以前７年間（業種番号

02橋りょう工事、03河川工事、

19しゅんせつ埋立て、25地下鉄

工事については９年間）の間に

完成させたものであること。 

    （ウ） 申請者が指定地域（東京都、

神奈川県、千葉県、埼玉県、茨

城県、栃木県、群馬県。ただし、

山梨県又は静岡県に本店を有す

る者は、この両県を加える。）内

において施行し、完成させたも

のであること。ただし、下記の

業種については指定地域の条件

を除外する。 
 
指定地域内施行の条件を除外する業種（業種番号・業種名） 

11 建築設計         12 土木設計        13 設備設計 

14 測量           17 船舶          19 しゅんせつ埋立て 

21 潜かん          23 シールドエ事      24 推進工事 

25 地下鉄工事        43 水門門扉        45 水処理装置 

46 焼却設備         52 計装装置        53 沈砂池・沈殿池機械設備工事 

55 送風機機械設備工事    56 ばっ気槽散気設備工事  57 汚泥脱水設備工事 

58 消化槽機械設備工事    59 ガス貯留設備工事    61 水道管更生工事 



 

 

令和７年４月21日（第769号） 

－ 36 － 

62 石綿処理         97 パイプライニング    99(15) ろ過層処理 

    （エ） 都区市町村又は他官公庁（別

表３のとおり）と契約した請負

金額が2,500万円以上となる工事

を申請する場合は、各業種別に

定めたＣＯＲＩＮＳの工種（別

表４のとおり）に登録されたも

のでなければならない。 

      なお、登録は受注時登録又は

しゅん工時登録のいずれかにお

いて登録があればよいものとす

る。 

    （オ） 建設共同企業体において施行

した工事経歴により申請を行う

場合は、請負金額に当該共同企

業体の出資割合による比率を乗

じた金額とすること。 

    （カ） 一件の最高完成工事（業務）

経歴については、複数の業種の

最高完成工事（業務）経歴とし

て申請することはできない。た

だし、下記の表の左欄の業種に

申請したものを右欄の業種の最

高完成工事（業務）経歴として

申請する場合及び（キ）に該当する

場合を除く。 

 

左欄（業種番号、業種名） 右欄（業種番号、業種名） 

23 シールド工事 

24 推進工事 

04 水道施設工事  05 下水道施設工事 

25 地下鉄工事 

 
    （キ） 複数の業種で構成された施行

案件を最高完成工事（業務）経

歴として申請を行う場合は、当

該施行案件の全体の請負金額の

中で、申請する業種を施行した

部分のみの金額により申請を行

うこと。この場合は、当該業種

の施行部分についての請負金額

を明らかにする積算内訳書等を

提示できるようにしておかなけ

ればならない。ただし、当該業

種の施行金額が全体の50％（業

種番号07の建築工事においては

70％）を超えている場合は、当

該施行案件を一つの業種の最高

完成工事（業務）経歴として申

請することを条件に、請負金額

全額を最高完成工事（業務）経

歴の金額として申請を行うこと

ができる。 

    （ク） 単価契約等により、一定期間

に同様の工事等を複数回にわた

り施行した工事（業務）経歴に

より申請を行う場合、１回当た

りの施行における最高金額によ

り申請をしなければならない（期

間満了後の総支払金額を請負金

額として申請してはならない。）。 

   イ 主観点数 

    上記アにより発注者区分別に申請

した当該業種の最高完成工事（業務）

経歴のうち、最も高額な金額（ただ

し、発注者区分が民間であるものに

ついては請負金額に２分の１を乗じ

た金額とする。）を当該業種の主観点

数とする。 

   ウ 主観点数加算率 

    下記の条件に該当する場合につい

ては、各条件別に記載した加算率に

より主観点数の加算を行う。 

    なお、複数の条件に該当した場合

の主観点への加算は、加算率を合計

して行う。 

 

主観点数加算条件 加算率 

条件１ 申請者が中小企業基本法（昭和38年法律第154号）で規定する中小企業であり、かつ本店が東京都内にある場

合（業種番号01道路舗装工事から業種番号10空調工事までの業種のみ適用） 

20％ 

条件２ ＩＳＯ（国際標準化機構）9000シリーズの9001の認証取得を得ている者で、認 

証取得後更新をしていない者（条件３に該当しない者） 

３％ 

条件３ ＩＳＯ（国際標準化機構）9000シリーズの9001の認証取得を得た後、３年以上登録を継続し、１回以上の更

新を行い、現在も登録をしている者 

５％ 

条件４ ＩＳＯ（国際標準化機構）14000シリーズの14001、（一財）持続性推進機構認証のエコアクション21、（一社）

エコステージ協会認証のエコステージ（ステージ２以上の認証）、特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構認証の

ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード（ステップ２以上の認証）の認証取得を得ている者で、認

証取得後更新をしていない者（条件５に該当しない者） 

３％ 

条件５ ＩＳＯ（国際標準化機構）14000シリーズの14001、（一財）持続性推進機構認証のエコアクション21、（一社）

エコステージ協会認証のエコステージ（ステージ２以上の認証）、特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構認証の

ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード（ステップ２以上の認証）の認証取得を得た後、３年以上

登録を継続し、１回以上の更新を行い、現在も登録をしている者 

５％ 

※ 条件１の中小企業の条件は、中小企業基本法第２条第１項第１号に定める基準とする。 

※ ＩＳＯ（国際標準化機構）14000シリーズの14001、（一財）持続性推進機構認証のエコアクション21、（一社）エコステージ協会

認証のエコステージ（ステージ２以上の認証）、特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構認証のＫＥＳ・環境マネジメントシステム・ス

タンダード（ステップ２以上の認証）の重複取得による加算率の合計は行わない。 

※ 条件２から５のＩＳＯについては、公益財団法人日本適合性認定協会（以下「ＪＡＢ」という。）又はＪＡＢと相互認証している

認定機関が認定した審査登録機関の認証を、世田谷区と契約する営業所等において取得している場合とする。 

 また、エコアクション21、エコステージ、ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダードの各規格については、次の表に掲げ

るとおりとする。 

エコアクシヨン 21 （一財）持続性推進機構の認証を取得していること。 

エコステージ （一社）エコステージ協会第三者評価委員会によるエコステージステージ２以上の認証を取

得していること。 

ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・

スタンダード 

特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構又は特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構と相互認証して

いる審査登録機関によるステップ２以上の認証を取得していること。 

 

 ４ 経審不要業種の客観点数の算出方法 

  登録申請を行い承認された業種のうち、

経審を必要としない業種に関する客観点

数は、下記の⑴から⑸により算出した点

数を次の式にあてはめて得た点数とする。 

 客観点数＝0.25×Ｘ１＋0.15×Ｘ２＋0.2

×Ｙ＋0.25×Ｚ＋0.15×Ｗ 

  ⑴ 完成工事（完成）高による点数（Ｘ

１） 
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   当該業種の完成工事（完成）高の金

額（審査対象事業年度を含む２年平均

又は３年平均を選択）を、別表５にあ

てはめて得た評点をＸ１とする。 

  ⑵ 自己資本額及び平均利益額による

点数（Ｘ２） 

   下記のＸ21とＸ22の点数を別表８に

あてはめて得た評点をＸ２とする。 

   ア 自己資本額点数（Ｘ21） 

    審査対象事業年度の自己資本の額

（純資産合計の額）又は審査対象

事業年度と前審査対象事業年度の

平均自己資本額（２年平均）を、

別表６にあてはめて得た評点をＸ

21とする。 

   イ 平均利益額点数（Ｘ22） 

    審査対象事業年度と前審査対象事

業年度の、利払前税引前償却前利

益（営業利益＋減価償却実施額）

の２年平均の額を別表７にあては

めて得た評点をＸとする。 

  ⑶ 納税額による点数（Ｙ） 

   審査対象事業年度の法人税又は所得

税の納税済額を、別表９にあてはめて

得た評点をＹとする。 

  ⑷ 技術職員数及び元請完成工事（完

成）高による点数（Ｚ） 

   下記のＺ１の点数に５分の４を乗じ

たものとＺ２の点数に５分の１を乗じ

たものの合計した数値をＺとする。 

   ア 技術職員数点数（Ｚ１） 

    登録申請を行った業種に従事する

技術職員（直接的かつ恒常的に雇用

している者）の人数を下記数式に入

れて計算した技術職員数値を、別表

10⑴にあてはめて得た評点をＺ１と

する。ただし、申請業種「船舶」及

び「ろ過層処理」については、当該

業種に従事する技術職員（直接的か

つ恒常的に雇用している者）の人数

に５を乗じた数値を技術職員数値と

する。 

    なお、１人の職員につき技術職員

として申請できるのは２業種までと

する。 

   技術職員数値＝１級監理受講者数×

６＋１級技術者数×５＋基幹技能者

数×３＋２級技術者数×２＋その他

技術者数×１ 

   ※１級監理受講者とは、１級技術者

であって、かつ、監理技術者資格者

証の交付を受けているもの（ただし、

直前５年以内に講習を受講したもの

に限る。）。 

   ※基幹技能者は、登録基幹技能者講

習を修了したもの。 

   イ 年間平均元請完成工事（完成）

高点数（Ｚ２） 

    当該業種の審査対象事業年度を含

む２年又は３年の年間平均元請完成

工事（完成）高の金額を、別表10⑵

にあてはめて得た評点をＺ２とする。

ただし、審査対象事業年度を含む２

年平均又は３年平均の選択について

は、Ｘ１（完成工事高）の方法と同

一でなければならない。 

  ⑸ その他社会性等による点数（Ｗ） 

   下記のＷ１からＷ４までの合計した

数値を別表11⑸にあてはめて得た評点

をＷとする。 

   ア Ｗ１は、別表11⑴2.経審を必要と

しない業種により算出した数値と

する。 

   イ Ｗ２は、別表11⑵により算出し

た数値とする。 

   ウ Ｗ３は、別表11⑶により算出し

た数値とする。 

   エ Ｗ４は、別表11⑷により算出し

た数値とする。 

 ５ 変更申請に伴う主観点数の再審査 

  ＩＳＯ14000シリーズの14001、エコア

クション21、エコステージ又はＫＥＳ・

環境マネジメントシステム・スタンダー

ド及びＩＳＯ9000シリーズの9001（以下

「ＩＳＯ関連」という。）に関する変更申

請があった場合は、上記３⑵ウ主観点数

加算率による主観点数の再審査を行う。

ただし、業種番号01道路舗装工事から業

種番号10空調工事までの業種については、

資本金又は本店所在地に関する変更申請

があった場合も、主観点数の再審査を行

う。 

第６ 申請内容を証明する書類 

 登録申請者は、申請後に世田谷区から申

請内容が事実であることを証明する書面の

提示を求められたときは、これを提示し、

又は提出しなければならない。 

第７ 競争入札参加資格の審査結果の確認、

変更等 

 １ 審査結果の確認 

  競争入札参加資格の審査結果は、審査

が終了次第、登録申請者が共同運営電子

調達サービスにて確認を行う。 

 ２ 資格の取消し 

  以下の場合は直ちに、競争入札参加資

格の取消申請をすること。 

  なお、以下の定めにかかわらず、競争

入札参加資格の有資格者の事情により、

その資格の全部又は登録業種の一部を取

り消すことかできる。 

  ⑴ 資格有効期限内に、地方自治法施

行令第167条の４第１項の規定に該

当することとなったとき。 

  ⑵ この告示による競争入札参加資格

を有する者が、資格有効期限内に各

業種に登録申請を行うために必要な

条件を満たさない状態となったとき。 

 ３ 変更申請 

  申請内容のうち、以下の内容に変更が

あったときは、共同運営電子調達サービ

スのサイトにアクセスし、所定の手続に

より速やかに当該内容の変更を申請しな

ければならない。ただし、以下の内容以

外の変更（合併、分割又は事業譲渡によ

り企業再編を行った場合を除く。）につい

ては、既に登録している資格を取り消し、

あらたに登録申請を行わなければならな

い。 

  ⑴ 建設業許可番号 

  ⑵ 商号又は名称 

  ⑶ 代表者 

  ⑷ 本店所在地 

  ⑸ 登記上の本店所在地 

  ⑹ 使用印の登録有無 

  ⑺ 代理人 

  ⑻ 資本金 

  ⑼ 担当者 

  ⑽ ＩＳＯ関連 

  ⑾ 実印、代理人印又は使用印 

 ４ 登録業種の追加 

  次期の登録申請を行うまでの期間中に

登録業種の追加を申請することはできな

い。 

 ５ 虚偽申請をした者の取扱い 

  申請に虚偽の入力又は添付書類に虚偽

の記載をしたことが判明した者について

は、競争入札参加資格を与えない。 

  競争入札参加資格の有資格者となった

後、虚偽の申請をしたことが判明した者

については、世田谷区が定める期間、競

争入札への参加はできない。 

第８ 代理申請 

 １ 行政書士による行政書士登録 

  ⑴ 行政書士の登録方法 

   代理申請をしようとする行政書士は、

事前にセコムトラストシステムズ株式

会社が発行する「行政書士用電子証明

書」を購入の上、インターネットを利

用して下記共同運営電子調達サービス

のサイトにアクセスし、電子証明書そ

の他の必要事項を共同運営電子調達サ

ービスに登録しなければならない。 

  ホームページアドレス https:// 

www. e-tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/ 

cmn/tmg/cmn/jsp/indexQ.jsp 

  ⑵ 登録に使用できる文字 

   行政書士の登録に使用できる文字は、

ＪｌＳ第１水準及び第２水準とする。 

   登録内容（人名、法人名等を含む。）

においてこれ以外の文字を使用してい

る場合は、登録可能な他の漢字又はひ

らがなに置き換えて登録を行うこと。 

  ⑶ シリアル番号 

   行政書士の登録を行った者について

は、８けたの数字により構成されるシ

リアル番号を付す。 

  ⑷ 登録の取消し 

   行政書士の登録は、行政書士の事情

により、いつでもその登録を取り消す

ことができる。ただし、行政書士法第

７条第１項の規定に該当することとな

った場合は、直ちに登録の取消しをし

なければならない。 

  ⑸ 変更登録 

   行政書士の登録内容のうち、以下の

内容に変更があったときは、共同運営

電子調達サービスのサイトにアクセス

し、所定の手続により速やかに該当内

容の変更を登録しなければならない。 

   ア 行政書士名 

   イ 行政書士登録番号 

   ウ 商号又は名称 

   エ 事務所所在地 

   オ 電子メールアドレス 

   カ 電話番号 

 ２ 申請者による代理申請の設定及び解

除 

  代理申請を依頼する申請者は、共同運
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営電子調達サービスのサイトにアクセス

し、所定の手続により代理申請の設定を

しなければならない。代理申請の設定を

解除する場合も同様とする。 

  なお、行政書士による行政書士登録の

取消しがあったときは、当該行政書士に

かかる代理申請の設定は解除されるもの

とする。 

 ３ 行政書士による代理申請 

  行政書士による代理申請について、登

録申請の方法は第３の定めと、取消申請

及び変更申請に関する手続は第７の定め

と同様とする。ただし、行政書士が使用

する電子証明書は、第８の１⑴の定めに

よるものとする。 

第９ その他 

 １ 競争入札参加資格者名簿の公開 

  競争入札参加資格者名簿については、

共同運営電子調達サービスにおいて、適

用年月日から公開する。 

 ２ 申請情報の公表 

  各申請者から申請された内容について

は、その全部又は一部を公表することが

ある。 

 ３ 他の地方公共団体等への情報提供 

  各申請者から申請された内容及び審査

結果については、契約事務に必要な範囲

で他の地方公共団体等に情報を提供する

ことがある。 

   附 則 

 この告示による改正後の規定は、令和７

年４月１日以後、世田谷区が発注する建設

工事等の請負契約についての一般競争入札

及び指名競争入札に参加するための資格

（以下「資格」という。）を新たに申請する

者及び同年３月31日において資格を有し継

続申請を行う者について適用する。 

 

別表１ 等級算定表 

区分 客観点数 客観等級 主観点数 主観等級 

表１ 

900点以上 Ａ 2億点以上 Ａ 

750点以上900点未満 Ｂ 8,000万点以上2億点未満 Ｂ 

650点以上750点未満 Ｃ 3,000万点以上8,000万点未満 Ｃ 

600点以上650点未満 Ｄ 700万点以上3,000万点未満 Ｄ 

600点未満 Ｅ 700万点未満 Ｅ 

表２ 

900点以上 Ａ 3.2億点以上 Ａ 

750点以上900点未満 Ｂ 1.5億点以上3.2億点未満 Ｂ 

650点以上750点未満 Ｃ 4,000万点以上1.5億点未満 Ｃ 

600点以上650点未満 Ｄ 1,000万点以上4,000万点未満 Ｄ 

600点未満 Ｅ 1,000万点未満 Ｅ 

表３ 

900点以上 Ａ 4億点以上 Ａ 

750点以上900点未満 Ｂ 2億点以上4億点未満 Ｂ 

650点以上750点未満 Ｃ 6,000万点以上2億点未満 Ｃ 

600点以上650点未満 Ｄ 1,600万点以上6,000万点未満 Ｄ 

600点未満 Ｅ 1,600万点未満 Ｅ 

表４ 

750点以上 Ａ 4,500万点以上 Ａ 

600点以上750点未満 Ｂ 1,800万点以上4,500万点未満 Ｂ 

500点以上600点未満 Ｃ 600万点以上1,800万点未満 Ｃ 

500点未満 Ｄ 600万点未満 Ｄ 

表５ 

720点以上 Ａ 1,000万点以上 Ａ 

530点以上720点未満 Ｂ 500万点以上1,000万点未満 Ｂ 

480点以上530点未満 Ｃ 100万点以上500万点未満 Ｃ 

480点未満 Ｄ 100万点未満 Ｄ 

表１から表５の各業種への適用については、別表２を参照のこと。 

 

別表２ 業種一覧表            【別紙４－２】 

業種番号 業   種   名 

登録申請に必要な条件等 等級算定

表（別表

１）の区

分 

申請先自治体と契約する営

業所において必要とする建

設業許可の種類等（略号） 

申請にあたり必要とする経

審の種類（略号） 

01 道路舗装工事 ほ 土・ほ 表１ 

02 橋りょう工事 土 土 表２ 

03 河川工事 土 土 表２ 

04 水道施設工事 水 土・水 表２ 

05 下水道施設工事 土・水 土・ほ・水 表２ 

06 一般土木工事 土・と 土・と・ほ・水 表２ 

07 建築工事 建 建 表３ 

08 電気工事 電 電 表４ 

09 給排水衛生工事 管 管 表４ 

10 空調工事 管 管・機 表４ 

11 建築設計 
建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項の規定に

基づく建築士事務所の登録 
表５ 
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12 土木設計 ／ ／ 表５ 

13 設備設計 ／ ／ 表５ 

14 測量 
測量法（昭和24年法律第188号）第55条第１項の規定に基

づく測量業者の登録 
表５ 

15 地質調査 ／ ／ 表５ 

16 さく井 井 井 表４ 

17 船舶（※注１） ／ ／ 表２ 

19 しゅんせつ埋立て 
しゅ 土・しゅ 

表２ 
※ポンプ船を保有していること 

20 しゅんせつ 
しゅ 土・しゅ 

表２ 
※しゅんせつ船を保有していること 

21 潜かん 土 土 表２ 

22 軌道 土・電・鋼 土・電・鋼 表２ 

23 シールド工事 土・水 土・水 表２ 

24 推進工事 土・水 土・水 表２ 

25 地下鉄工事 土 土 表２ 

27 造園 園 園 表２ 

28 運動場施設 土・と 土・と 表２ 

29 コンクリートプレハブ 建 建 表２ 

30 鉄骨プレハブ 
建 建 

表２ 
※自社で工場を保有していること 

3100 解体工事 建・解 建・解 表２ 

3101 ひき家 建・と 建・と 表２ 

32 消火設備 消 管・機・通・消 表４ 

33 電話・通信 通 通 表４ 

34 拡声装置 通 通 表４ 

35 畳 内 内 表４ 

 

業種番号 業   種   名 

登録申請に必要な条件等 等級算定

表（別表

１）の区

分 

申請先自治体と契約する営

業所において必要とする建

設業許可の種類等（略号） 

申請にあたり必要とする経

審の種類（略号） 

36 内装仕上 内・具 内・具 表４ 

37 一般塗装 塗 塗 表４ 

38 橋りょう塗装 塗 塗 表４ 

39 防水 左・防 左・防 表４ 

40 鉄骨架構 
鋼 鋼 

表２ 
※自社で工場を保有していること 

41 鋼けた 
鋼 鋼 

表２ 
※自社で工場を保有していること 

42 ＰＣけた 
土・と 土・と 

表２ 
※自社で工場を保有していること 

43 水門門扉 
鋼 鋼 

表２ 
※自社で工場を保有していること 

44 ポンプ据付け 機・井 機・井 表４ 

45 水処理装置 機・水・清 機・水・清 表２ 

46 焼却設備 夕・機・清 夕・機・清 表２ 

47 ボイラー 機 機 表４ 

48 エレベーター 機 機 表４ 

49 電車線架線 電 電 表４ 

50 地中線 電・通 電・通 表４ 

51 鉄道信号装置 電・機・通 電・機・通 表４ 

52 計装装置 機・通 機・通 表４ 

53 沈砂池・沈殿池機械設備工事 機・水 機・水 表４ 

55 送風機機械設備工事 機 機 表４ 

56 ばっ気槽散気設備工事 機・水 機・水 表４ 
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57 汚泥脱水設備工事 機・水 機・水 表４ 

58 消化槽機械設備工事 機 機 表４ 

59 ガス貯留設備工事 機 機 表４ 

60 公設ます工事 土・と 土・と 表４ 

61 水道管更生工事 
管及び水 

（両方が必要） 
管・水 表４ 

62 石綿処理 

建・と・塗・内 建・と・塗・内 

表４ 

石綿障害予防規則（平成17年２月24日厚生労働省令第21

号）に定める石綿作業主任者（平成18年３月31日までに取

得した者を含む。）並びに廃棄物の処理及び清掃に関する

法律（昭和45年法律第137号）に定める特別管理産業廃棄

物管理責任者を直接的かつ恒常的に雇用していること 

63 機械器具設置 機 機 表４ 

64 屋根 屋 屋・防・建 表４ 

66 金網さく と・鋼 と・鋼・建 表４ 

67 板金 板 板・鋼 表４ 

 

業種番号 業   種   名 

登録申請に必要な条件等 等級算定

表（別表

１）の区

分 

申請先自治体と契約する営

業所において必要とする建

設業許可の種類等（略号） 

申請にあたり必要とする経

審の種類（略号） 

68 サッシュ 具 具・建 表４ 

69 シャッター 具 具・機・建 表４ 

70 起重機 機 機 表４ 

72 冷凍・冷蔵庫工事 管・機 管・機・絶 表４ 

73 グラウト 土・と・防 土・と・防 表２ 

74 道路標識設置 土・と・電・通 土・と・電・塗・機・通 表４ 

75 道路標示塗装 塗 土・と・塗・機 表４ 

76 ガードレール 土・と 土・と 表４ 

77 モルタル吹付け 土・左・と・防 土・左・と・防 表４ 

78 植生 土・と・園 土・と・園 表４ 

79 運動器具設置 と・機・園 と・機・園 表４ 

80 テレビ共聴工事 通 通・電 表４ 

81 防音壁・しゃ音壁 土・建・と 土・建・と 表４ 

82 舞台装置 電・機 電・機・建 表４ 

84 と場施設 鋼・機 鋼・機・土 表４ 

86 ガソリンスタンド 建・鋼・機 建・鋼・機・土 表２ 

87 ＰＣタンク 土・と 土・と 表４ 

91 すべり止め舗装 土・ほ 土・ほ・塗 表４ 

92 樹脂塗装 塗・防 塗・防 表４ 

93 陸上信号機 電・機・通 電・機・通 表４ 

94 伸縮継手 土・と・鋼 土・と・鋼・左・塗・機 表４ 

95 鉄鋼加工 鋼 鋼・機・建 表４ 

96 ウェルポイント 土・と 土・と 表４ 

97 パイプライニング 管 管 表４ 

98 脱硫・脱臭 機・水 機・水 表４ 

99（01） 基準タンク 鋼・機 鋼・機 表４ 

99（02） 安全溝設置 と と 表４ 

99（04） 空気搬送 機 機 表４ 

99（06） 床版補強 土・と・鋼 土・と・鋼 表４ 

99（07） 電源設備 電・通 電・通 表４ 

99（08） 発電設備 電・機 電・機 表４ 

99（09） 電気防食 電・塗 電・塗 表４ 

99（10） 給湯器・浴槽設備工事 管 管 表４ 

99（11） 床仕上 内 内 表４ 

99（12） 放射線防御 内 内 表４ 
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99（14） 飛散防止工事 ガ・内 ガ・内 表４ 

99（15） ろ過層処理 ／ ／ 表４ 

99（17） 厨房 管 管 表４ 

 

業種番号 業   種   名 

登録申請に必要な条件等 等級算定

表（別表

１）の区

分 

申請先自治体と契約する営

業所において必要とする建

設業許可の種類等（略号） 

申請にあたり必要とする経

審の種類（略号） 

99（20） 石工事 石 石 表４ 

99（23） 自動ドア装置 具 具 表４ 

99（24） 強化樹脂板取付 建・と・屋 建・と・屋 表４ 

99（25） 医療ガス配管 管 管 表４ 

99（26） 高圧ガス配管 管 管 表４ 

99（30） 集じん装置 機・清 機・青 表４ 

99（33） タイル工事 タ タ 表４ 

表の欄内に２以上の建設業の種類が示されている場合は、及びと記載したものを除き、いずれか１種類について建設業の許可及び経

審の総合評定値Ｐ点を有していればよいものとする。 

（注１）船舶については、20トン以上の船舶の製造及び修繕を指す。 

 

略号の表記 

上記の表における略号は、建設業法の規定に基づく次の建設業の種類を表したものである。 

略号 建 設 業 の 種 類 

土 土木工事業 

建 建築工事業 

左 左官工事業 

と とび・土工工事業 

石 石工事業 

屋 屋根工事業 

電 電気工事業 

管 管工事業 

タ タイル・れんが・ブロック工事業 

鋼 鋼構造物工事業 

ほ ほ装工事業 

しゅ しゅんせつ工事業 

板 板金工事業 

ガ ガラス工事業 

塗 塗装工事業 

防 防水工事業 

内 内装仕上工事業 

機 機械器具設置工事業 

絶 熱絶縁工事業 

通 電気通信工事業 

園 造園工事業 

井 さく井工事業 

具 建具工事業 

水 水道施設工事業 

消 消防施設工事業 

清 清掃施設工事業 

解 解体工事業 

 

別表３ 発注者の区分 

 主観的審査事項において申請する最高完成工事（業務）経歴の発注者については、下記に該当するものでなければならない。 

発注者区分 該当するもの 

都区市町村 

・東京都の知事部局、行政委員会、公営企業局、公社、職員共済組合 

 事務局及び財団法人東京都福利厚生事業団 

・東京都内の区、市、町及び村 

・東京都内の区、市、町及び村により構成する一部事務組合 

他官公庁 
国、地方自治体（上記の都区市町村を除く。）のほか、印紙税法第５条に規定する別表第２に掲げる

非課税法人 

民間 上記のいずれにも属さないもの 
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業
種
番

号
業
種
名

土 地 造 成 工 事

築 堤 工 事

護 岸 工 事

根 固 ・ 水 制 工 事

床 止 工 事 （ 落 差 工 ・ 帯 工 ）

堰 ・ 水 門 工 事

樋 門 ・ 樋 管 工 事

伏 せ 越 し 工 事

水 路 ・ 管 路 工 事

管 渠 推 進 工 事

揚 排 水 機 場 工 事

砂 防 工 事

地 滑 り 防 止 工 事

ニ ュ ー マ チ ッ ク ケ ー ソ ン 工 事

オ ー プ ン ケ ー ソ ン 工 事

コ ン ク リ ー ト 構 造 物 工 事

ト ン ネ ル 工 事

ダ ム 工 事

Ｐ Ｃ 橋 上 部 工 事

Ｐ Ｃ 構 造 物 工 事

農 業 農 村 整 備 工 事

海 岸 構 造 物 工 事

鉄 道 ・ 軌 道 工 事

発 電 工 事

港 湾 ・ 空 港 ・ 海 洋 埋 立 工 事

海 洋 工 事

そ の 他 の ラ イ フ ラ イ ン 工 事

産 業 廃 棄 物 工 事

塔 ・ タ ン ク ・ サ イ ロ 工 事

そ の 他 土 木 一 式 工 事

建 築 一 式 工 事

そ の 他 建 築 工 事

軟 弱 地 盤 処 理 工 事

軟 弱 地 盤 グ ラ ウ ト 工 事

ボ ー リ ン グ グ ラ ウ ト 工 事

土 留 め ・ 仮 締 切 工 事

鋼 管 矢 板 基 礎 工 事

既 製 杭 工 事

場 所 打 杭 等 工 事

地 中 連 続 壁 工 事

土 工 事

法 面 工 事

落 石 防 止 工 事

な だ れ 防 止 工 事

そ の 他 の と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ ー ト 工 事

構 造 物 撤 去 工 事

道 路 付 属 施 設 工 事

道 路 清 掃 作 業

石 工 事

電 気 工 事

給 排 水 衛 生 設 備 工 事

空 調 設 備 工 事

浄 化 槽 設 備 等 工 事

タ イ ル ・ れ ん が ・ ブ ロ ッ ク 工 事

鉄 骨 ・ 鉄 塔 ・ 鋼 製 煙 突 工 事

鋼 製 橋 脚 工 事

鋼 橋 上 部 工 事

水 門 扉 等 工 事

プ ー ル ・ 水 槽 ・ タ ン ク 等 工 事

鉄 筋 工 事

ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 事

セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト 舗 装 工 事

歩 行 者 系 舗 装 工 事

路 盤 路 床 工 事

浚 渫 ・ 床 掘 工 事

塗 装 工 事

防 水 工 事

機 械 器 具 設 置 工 事

熱 絶 縁 工 事

通 信 工 事

造 園 工 事

さ く 井 工 事

上 水 ・ 工 業 用 水 道 工 事

下 水 道 処 理 施 設 工 事

消 防 施 設 工 事

清 掃 施 設 工 事

維 持 修 繕 工 事
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業
種
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業
種
名

土 地 造 成 工 事

築 堤 工 事

護 岸 工 事

根 固 ・ 水 制 工 事

床 止 工 事 （ 落 差 工 ・ 帯 工 ）

堰 ・ 水 門 工 事

樋 門 ・ 樋 管 工 事

伏 せ 越 し 工 事

水 路 ・ 管 路 工 事

管 渠 推 進 工 事

揚 排 水 機 場 工 事

砂 防 工 事

地 滑 り 防 止 工 事

ニ ュ ー マ チ ッ ク ケ ー ソ ン 工 事

オ ー プ ン ケ ー ソ ン 工 事

コ ン ク リ ー ト 構 造 物 工 事

ト ン ネ ル 工 事

ダ ム 工 事

Ｐ Ｃ 橋 上 部 工 事

Ｐ Ｃ 構 造 物 工 事

農 業 農 村 整 備 工 事

海 岸 構 造 物 工 事

鉄 道 ・ 軌 道 工 事

発 電 工 事

港 湾 ・ 空 港 ・ 海 洋 埋 立 工 事

海 洋 工 事

そ の 他 の ラ イ フ ラ イ ン 工 事

産 業 廃 棄 物 工 事

塔 ・ タ ン ク ・ サ イ ロ 工 事

そ の 他 土 木 一 式 工 事

建 築 一 式 工 事

そ の 他 建 築 工 事

軟 弱 地 盤 処 理 工 事

軟 弱 地 盤 グ ラ ウ ト 工 事

ボ ー リ ン グ グ ラ ウ ト 工 事

土 留 め ・ 仮 締 切 工 事

鋼 管 矢 板 基 礎 工 事

既 製 杭 工 事

場 所 打 杭 等 工 事

地 中 連 続 壁 工 事

土 工 事

法 面 工 事

落 石 防 止 工 事

な だ れ 防 止 工 事

そ の 他 の と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ ー ト 工 事

構 造 物 撤 去 工 事

道 路 付 属 施 設 工 事

道 路 清 掃 作 業

石 工 事

電 気 工 事

給 排 水 衛 生 設 備 工 事

空 調 設 備 工 事

浄 化 槽 設 備 等 工 事

タ イ ル ・ れ ん が ・ ブ ロ ッ ク 工 事

鉄 骨 ・ 鉄 塔 ・ 鋼 製 煙 突 工 事

鋼 製 橋 脚 工 事

鋼 橋 上 部 工 事

水 門 扉 等 工 事

プ ー ル ・ 水 槽 ・ タ ン ク 等 工 事

鉄 筋 工 事

ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工 事

セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト 舗 装 工 事

歩 行 者 系 舗 装 工 事

路 盤 路 床 工 事

浚 渫 ・ 床 掘 工 事

塗 装 工 事

防 水 工 事

機 械 器 具 設 置 工 事

熱 絶 縁 工 事

通 信 工 事

造 園 工 事

さ く 井 工 事

上 水 ・ 工 業 用 水 道 工 事

下 水 道 処 理 施 設 工 事

消 防 施 設 工 事

清 掃 施 設 工 事

維 持 修 繕 工 事
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別表５ 評点Ｘ１算出表 

申請業種別年間平均完成工事高 評点Ｘ１ 申請業種別年間平均完成工事高 

1,000億円以上 2268 ５億円以上６億円未満 902 

800億円以上1,000億円未満 2156 ４億円以上５億円未満 869 

600億円以上800億円未満 2057 ３億円以上４億円未満 828 

500億円以上600億円未満 1971 ２億５千万円以上３億円未満 804 

400億円以上500億円未満 1883 ２億円以上２億５千万円未満 776 

300億円以上400億円未満 1796 １億５千万円以上２億円未満 743 

250億円以上300億円未満 1722 １億２千万円以上１億５千万円未満 718 

200億円以上250億円未満 1648 １億円以上１億２千万円未満 699 

150億円以上200億円未満 1573 8,000万円以上１億円未満 677 

120億円以上150億円未満 1510 6,000万円以上8,000万円未満 650 

100億円以上120億円未満 1449 5,000万円以上6,000万円未満 634 

80億円以上100億円未満 1386 4,000万円以上5,000万円未満 615 

60億円以上80億円未満 1337 3,000万円以上4,000万円未満 592 

50億円以上60億円未満 1287 2,500万円以上3,000万円未満 579 

40億円以上50億円未満 1237 2,000万円以上2,500万円未満 563 

30億円以上40億円未満 1188 1,500万円以上2,000万円未満 544 

25億円以上30億円未満 1138 1,200万円以上1,500万円未満 530 

20億円以上25億円未満 1100 1,000万円以上1,200万円未満 519 

15億円以上20億円未満 1064 700万円以上1,000万円未満 508 

12億円以上15億円未満 1027 400万円以上700万円未満 497 

10億円以上12億円未満 989 200万円以上400万円未満 486 

８億円以上10億円未満 951 100万円以上200万円未満 475 

６億円以上８億円未満 927 100万円未満 464 

※ 対象事業者方式の組合については、全対象事業者について下記の業種グループに含まれる業種の年間平均完成工事高の金額を合

計した金額を上記の表にあてはめるものとする。（下記業種グループに属さない業種は、当該業種の年間平均完成工事高を全対象事

業者で合計した額とする。） 

                       業種グループ表 

業種グループ 業種番号 

土木 
01，02，03，04，05，06，21，22，23，24，25，28，42，60，73，74，76，

78，81，87，91，96，99（06） 

建築 07，29，30，3100，3101，86 

とび・土工・コンクリート 62，66，77，99（02） 

屋根 64，99（24） 

電気 08，49，50，51，93，99（07），99（08），99（09） 

管 09，10，61，97，99（10），99（17），99（25），99（26） 

鋼構造物 40，41，43，94，95，99（01） 

しゅんせつ 19，20 

塗装 37，38，75，92 

内装仕上 35，36，99（11），99（12） 

機械器具設置 
44，45，46，47，48，53，55，56，57，58，59，63，70，72，79，82，84，

98，99（04），99（30） 

電気通信 33，34，52，80 

建具 68，69，99（23） 
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別表６ 評点Ｘ21算出表 

自己資本の額（審査対象事業年度分又は審査

対象事業年度分＋前審査対象事業年度分の２

年平均） 

評点Ｘ21 

自己資本の額（審査対象事業年度分又は審査

対象事業年度分＋前審査対象事業年度分の２

年平均） 

評点Ｘ21 

3,000億円以上 2114 ８億円以上10億円未満 897 

2,500億円以上3,000億円未満 2051 ６億円以上８億円未満 867 

2,000億円以上2,500億円未満 1978 ５億円以上６億円未満 849 

1,500億円以上2,000億円未満 1887 ４億円以上５億円未満 828 

1,200億円以上1,500億円未満 1821 ３億円以上４億円未満 801 

1,000億円以上1,200億円未満 1768 ２億5,000万円以上３億円未満 786 

800億円以上1,000億円未満 1707 ２億円以上２億5,000万円未満 767 

600億円以上800億円未満 1632 １億5,000万円以上２億円未満 744 

500億円以上600億円未満 1586 １億2,000万円以上１億5,000万円未満 728 

400億円以上500億円未満 1533 １億円以上１億2,000万円未満 715 

300億円以上400億円未満 1467 8,000万円以上１億円未満 699 

250億円以上300億円未満 1428 6,000万円以上8,000万円未満 680 

200億円以上250億円未満 1381 5,000万円以上6,000万円未満 669 

150億円以上200億円未満 1324 4,000万円以上5,000万円未満 655 

120億円以上150億円未満 1282 3,000万円以上4,000万円未満 639 

100億円以上120億円未満 1249 2,500万円以上3,000万円未満 629 

80億円以上100億円未満 1210 2,000万円以上2,500万円未満 617 

60億円以上80億円未満 1163 1,500万円以上2,000万円未満 603 

50億円以上60億円未満 1134 1,200万円以上1,500万円未満 592 

40億円以上50億円未満 1100 1,000万円以上1,200万円未満 584 

30億円以上40億円未満 1059 800万円以上1,000万円未満 576 

25億円以上30億円未満 1034 600万円以上800万円未満 568 

20億円以上25億円未満 1005 400万円以上600万円未満 560 

15億円以上20億円未満 969 200万円以上400万円未満 552 

12億円以上15億円未満 942 200万円未満 544 

10億円以上12億円未満 921   

自己資本額は千円単位とし、上記の表にあてはめるものとする。 

会社法（平成17年法律第86号）による決算＝自己資本額は、対象事業年度の貸借対照表における純資産合計の額をいう。 

商法（明治32年３月９日法律第48号）による決算＝自己資本額は、法人にあっては対象事業年度の貸借対照表及び利益処分における

資本金、新株式払込金（又は新株申込証拠金）、法定準備金、任意積立金及び次期繰越利益の額を加えた額とし、個人にあっては、期

首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額とする。 

 

別表７ 評点Ｘ22算出表 

平均利益額 評点Ｘ22 平均利益額 評点Ｘ22 

300億円以上 2447 ２億5,000万円以上３億円未満 827 

250億円以上300億円未満 2313 ２億円以上２億5,000万円未満 803 

200億円以上250億円未満 2162 １億5,000万円以上２億円未満 776 

150億円以上200億円未満 1987 １億2,000万円以上１億5,000万円未満 756 

120億円以上150億円未満 1864 １億円以上１億2,000万円未満 741 

100億円以上120億円未満 1771 8,000万円以上１億円未満 725 

80億円以上100億円未満 1667 6,000万円以上8,000万円未満 706 

60億円以上80億円未満 1545 5,000万円以上6,000万円未満 694 

50億円以上60億円未満 1475 4,000万円以上5,000万円未満 682 

40億円以上50億円未満 1396 3,000万円以上4,000万円未満 667 

30億円以上40億円未満 1304 2,500万円以上3,000万円未満 659 

25億円以上30億円未満 1250 2,000万円以上2,500万円未満 649 

20億円以上25億円未満 1190 1,500万円以上2,000万円未満 638 

15億円以上20億円未満 1120 1,200万円以上1,500万円未満 631 

12億円以上15億円未満 1072 1,000万円以上1,200万円未満 625 

10億円以上12億円未満 1035 800万円以上1,000万円未満 619 

８億円以上10億円未満 993 600万円以上800万円未満 613 

６億円以上８億円未満 945 400万円以上600万円未満 607 

５億円以上６億円未満 917 200万円以上400万円未満 601 

４億円以上５億円未満 885 200万円未満 595 

３億円以上４億円未満 848   

※平均利益額は、利払前税引前償却前利益（営業利益＋減価償却実施額）の２年平均の額を上記の表にあてはめる。 

※利払前税引前償却前利益の平均の額が０円に満たない場合は、０円とみなす。 
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別表８ 評点Ｘ２算出表 

 

評点Ｘ２算出 

  （Ｘ21＋Ｘ22）÷２ 

  ※評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。 

 

別表９ 評点Ｙ算出表 

法人税又は所得税の納税額（円） 評点Ｙ 

30億円以上 1,285 

１億円を超え30億円未満 1,015＋納税額÷1,000×0.00005 

１億円 1,015 

１千万円を超え１億円未満 743＋納税額÷1,000×0.0016 

１千万円 743 

100万円を超え１千万円未満 471＋納税額÷1,000×0.016 

100万円 471 

10万円を超え100万円未満 200＋納税額÷1,000×0.16 

10万円 200 

１万円を超え10万円未満 12＋納税額÷1,000×1.1 

１万円以下 12 

 

別表10 評点Ｚ算出表 

⑴Ｚ１点算出表 

技術職員数値 評点Ｚ１ 技術職員数値 評点Ｚ１ 

15,500以上 2335 300以上390未満 1389 

11,930以上15,500未満 2272 230以上300未満 1326 

9,180以上11,930未満 2208 180以上230未満 1263 

7,060以上9,180未満 2145 140以上180未満 1201 

5,430以上7,060未満 2082 110以上140未満 1138 

4,180以上5,430未満 2018 85以上110未満 1074 

3,210以上4,180未満 1955 65以上85未満 1011 

2,470以上3,210未満 1892 50以上65未満 948 

1,900以上2,470未満 1830 40以上50未満 885 

1,460以上1,900未満 1767 30以上40未満 822 

1,130以上1,460未満 1703 20以上30未満 760 

870以上1,130未満 1641 15以上20未満 697 

670以上870未満 1578 10以上15未満 635 

510以上670未満 1515 ５以上10未満 572 

390以上510未満 1451 ５未満 509 

技術職員数値＝当該業種に従事する技術職員数 

ただし、「船舶」及び「ろ過層処理」については、技術職員数値＝技術職員数×５ 

※ １級監理受講者とは、１級技術者であって、かつ、監理技術者資格者証の交付を受けているもの（直前５年以内に講習を受講し

たものに限る）。 

※ 基幹技能者とは、登録基幹技能者講習を修了したもの。 

※ １人の職員につき技術職員として申請できるのは２業種まで 

 

⑵Ｚ２点算出表 

申請業種別年間平均元請完成工事高 評点Ｚ２ 申請業種別年間平均元請完成工事高 評点Ｚ２ 

1,000億円以上 2491 ５億円以上６億円未満 949 

800億円以上1,000億円未満 2388 ４億円以上５億円未満 914 

600億円以上800億円未満 2262 ３億円以上４億円未満 870 

500億円以上600億円未満 2186 ２億5,000万円以上３億円未満 844 

400億円以上500億円未満 2096 ２億円以上２億5,000万円未満 813 

300億円以上400億円未満 1986 １億5,000万円以上２億円未満 774 

250億円以上300億円未満 1920 １億2,000万円以上１億5,000万円未満 746 

200億円以上250億円未満 1842 １億円以上１億2,000万円未満 724 

150億円以上200億円未満 1746 8,000万円以上１億円未満 699 

120億円以上150億円未満 1676 6,000万円以上8,000万円未満 667 

100億円以上120億円未満 1621 5,000万円以上6,000万円未満 648 

80億円以上100億円未満 1556 4,000万円以上5,000万円未満 625 

60億円以上80億円未満 1476 3,000万円以上4,000万円未満 598 
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50億円以上60億円未満 1428 2,500万円以上3,000万円未満 581 

40億円以上50億円未満 1371 2,000万円以上2,500万円未満 561 

30億円以上40億円未満 1302 1,500万円以上2,000万円未満 537 

25億円以上30億円未満 1260 1,200万円以上1,500万円未満 520 

20億円以上25億円未満 1211 1,000万円以上1,200万円未満 506 

15億円以上20億円未満 1150 700万円以上1,000万円未満 492 

12億円以上15億円未満 1106 400万円以上700万円未満 478 

10億円以上12億円未満 1071 200万円以上400万円未満 464 

８億円以上10億円未満 1030 100万円以上200万円未満 450 

６億円以上８億円未満 980 100万円未満 436 

※ 申請する業種ごとの直前２年又は３年の年間平均元請完成工事高を上記の表にあてはめる。ただし、直前２年又は３年の選択は、

「Ｘ１」の方法と同一でなければならない。 

※対象事業者方式の組合については、全構成員又は全対象事業者について下記の業種グループに含まれる業種の年間平均元請完成工

事高の金額を合計した金額を上記の表にあてはめるものとする。（下記業種グループに属さない業種は、当該業種の年間平均元請完

成工事高を全構成員又は全対象事業者で合計した額とする。） 

業  種  グ  ル  ー  プ  表   

業種グループ 業     種     番     号  

土木 
01、02、03、04、05、06、21、22、23、24、25、28、42、60、73、74、76、

78、81、87、91、96、99（06） 

建築 07、29、30、3100、3101、86 

とび・土工・コンクリート 62、66、77、99（02） 

屋根 64、99（24） 

電気 ８、49、50、51、93、99（07）、99（08）、99（09） 

管 ９、10、61、97、99（10）、99（17）、99（25）、99（26） 

鋼構造物 40、41、43、94、95、99（01） 

しゅんせつ 19、20 

塗装 37、38、75、92 

内装仕上 35、36、99（11）、99（12） 

機械器具設置 
44、45、46、47、48、53、55、56、57、58、59、63、70、72、79、82、84、

98、99（04）、99（30） 

電気通信 33、34、52、80 

建具 68、69、99（23） 

 

⑶評点Ｚ算出 

 （Ｚ１×0.8）＋（Ｚ２×0.2） 

  ※評点心小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。 

 

別表11 評点Ｗ算出表 

⑴Ｗ１点数の算出（労働福祉点数） 

 以下の計算式により算出した数値とする。 

 １．経審を必要とする業種 

 Ｗ１＝Ａ１×15－Ａ２×40 

 ２．経審を必要としない業種 

 Ｗ１＝Ａ１×15－Ａ２×30 

 Ａ１は次の③～⑤のうち、加入又は導入されているものの数 

 Ａ２は次の①～②の加入していないものの数 

①雇用保険 

②健康保険及び厚生年金保険 

③退職金一時金制度若しくは企業年金制度（厚生年金基金又は適格退職年金） 

④法定外労働災害補償制度 

⑤建設業退職金共済制度 

 

⑵Ｗ２点算出表（営業年数） 

年数 数値 年数 数値 年数 数値 年数 数値 年数 数値 

35以上 60 29 48 23 36 17 24 11 12 

34 58 28 46 22 34 16 22 10 10 

33 56 27 44 21 32 15 20 ９ ８ 

32 54 26 42 20 30 14 18 ８ ６ 

31 52 25 40 19 28 13 16 ７ ４ 

30 50 24 38 18 26 12 14 ６ ２ 

        ５以下 ０ 

※営業年数は、申請者の創業から審査基準日までの営業年数とする。 

 ただし、営業休止期間は営業年数から控除しなければならない。 

 



 

 

令和７年４月21日（第769号） 

－ 48 － 

⑶Ｗ３点算出表（防災活動への貢献の状況） 

防災協定の締結の有無 有 無 

点数 20 ０ 

※国、特殊法人等又は地方公共団体との間で災害時の防災活動等について定めた 

 防災協定を締結している場合 

 

⑷Ｗ４点算出表（法令遵守の状況） 

法令遵守の状況 点数 

無 ０ 

指示をされた場合 －15 

営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合 －30 

 

⑸Ｗ５点算出表（建設業経理点数） 

監査の受審状況点数 ＋ 公認会計士等数点数 

・監査の受審状況点数 

監査の受審状況点数 点数 

会計監査人の設置 20 

会計参与の設置 10 

自主監査 ２ 

監査無し ０ 

・公認会計士等点数 

以下の算出式で算出した数値を公認会計士等点数算出テーブルに当てはめて算出する。 

算出式：（公認会計士等の数）×１＋（２級登録経理試験合格者数）×0.4 

平均完成工事高 10点 ８点 ６点 ４点 ２点 ０点 

600以上 13.6以上 10.8以上13.6末満 7.2以上10.8未満 5.2以上7.2未満 2.8以上5.2未満 2.8未満 

150以上600未満 8.8以上 6.8以上8.8未満 4.8以上6.8末満 2.8以上4.8未満 1.6以上2.8未満 1.6未満 

40以上150未満 4.4以上 3.2以上4.4未満 2.4以上3.2未満 1.2以上2.4未満 0.8以上1.2未満 0.8未満 

10以上40未満 2.4以上 1.6以上2.4未満 1.2以上1.6未満 0.8以上1.2未満 0.4以上0.8未満 0.4未満 

１以上10未満 1.2以上 0.8以上1.2未満 0.4以上0.8未満 － 0.2 ０ 

１未満 0.4以上 － 0.2 － － ０ 

 

⑹Ｗ６点算出表（研究開発点数） 

平均研究開発費 点数 平均研究開発費 点数 

100億円以上 25 11億円以上12億円未満 12 

75億円以上100億円未満 24 10億円以上11億円未満 11 

50億円以上75億円未満 23 ９億円以上10億円末満 10 

30億円以上50億円未満 22 ８億円以上９億円未満 ９ 

20億円以上30億円未満 21 ７億円以上８億円未満 ８ 

19億円以上20億円未満 20 ６億円以上７億円未満 ７ 

18億円以上19億円未満 19 ５億円以上６億円未満 ６ 

17億円以上18億円未満 18 ４億円以上５億円未満 ５ 

16億円以上17億円未満 17 ３億円以上４億円未満 ４ 

15億円以上16億円未満 16 ２億円以上３億円未満 ３ 

14億円以上15億円未満 15 １億円以上２億円未満 ２ 

13億円以上14億円未満 14 0.5億円以上１億円未満 １ 

12億円以上13億円未満 13 0.5億円未満 ０ 

 

⑺Ｗ７点算出表（建設機械保有点数） 

 以下に該当する建設機械１台につき下記【参考表】の通り加算される（最高15点）。 

機種名 重量等 

ショベル系掘削機 
ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバー

のアタッチメントを有するもの。 

ブルドーザー 自重が３トン以上のもの。 

トラクターショベル バケット容量が0.4立方メートル以上のもの。 

モーターグレーダー 自重５トン以上のもの。 

大型ダンプ車 

車両総重量８トン以上または最大積載量５トン以上のもののうち、以下のいずれかに該

当するもの。 

①経営する事業の種類として建設業を届け出ていて、かつ、事業用を除く表示番号の指

定を受けているもの。 

②表示番号指定申請書（記載事項に変更があった場合においては、申請事項変更届出

書）に主として経営する事業の種類が建設業である旨を記載し、事業用に表示番号の指

定を受けているもの。 

移動式クレーン つり上げ荷重３トン以上のもの。 
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【参考表】 

台数 点数 

１ ５ 

２ ６ 

３ ７ 

４ ８ 

５ ９ 

６ 10 

７ 11 

８ 12 

９ 12 

10 13 

11 13 

12 14 

13 14 

14 15 

15以上 15 

 

⑻Ｗ８点算出表（国際標準化機構登録点数） 

国際標準化機構の登録状況 有 無 

ＩＳＯ9001 ５点 ０点 

ＩＳＯ14001 ５点 ０点 

 

⑼Ｗ９点算出表（若年技術者育成確保状況点数） 

若年技術者の育成及び確保の状況点数 該当 非該当 

継続雇用（35歳未満が15％以上） １点 ０点 

新規雇用（35歳末満新規が１％以上） １点 ０点 

 

⑽評点Ｗ算出 

 １．経審を必要とする業種 

 評点Ｗ＝（Ｗ１＋Ｗ２＋Ｗ３＋Ｗ４＋Ｗ５＋Ｗ６＋Ｗ７＋Ｗ８＋Ｗ９）×10×190／200 

 ２．経審を必要としない業種 

 評点Ｗ＝（Ｗ１＋Ｗ２＋Ｗ３＋Ｗ４）×10 

                    

◎世田谷区告示第229号 

 平成22年４月30日世田谷区告示第336号

の全部を次のように改正する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

第167条の５第１項及び第167条の11第２項

の規定に基づき、世田谷区が発注する建設

工事等の請負契約（工事の請負契約、設計、

測量及び地質調査の委託契約並びに総トン

数20トン以上の船舶（以下「船舶」という。）

の製造及び修繕の請負契約をいう。）の一般

競争入札及び指名競争入札（以下「競争入

札」という。）に参加する中小企業等協同組

合法（昭和24年法律第181号）に基づく事業

協同組合（以下「組合」という。）に必要な

資格並びに資格審査のインターネットを利

用した申請方法について次のように定めた。 

第１ 用語の定義 

 令和７年３月31日世田谷区告示第228号

（以下「告示第228号」という。）第１と同

一とする。 

第２ 競争入札参加資格の申請 

 登録申請をしようとする組合は、次によ

り申請を行わなければならない。 

 １ 申請 

  組合の登録申請の条件は、告示228号第

２の２と同一とする。ただし、競争入札

に参加しようとする営業種目について、

定款に共同受注についての定めがない組

合は、申請を行うことができない。 

  申請は、下記の経審方式又は審査対象

事業者方式のいずれかの審査方法を選択

して行う。 

  ⑴ 経審方式 

   組合が有する年間総売上高、自己資

本額、従業員数、流動比率、営業年数

から客観点数を算出し、組合が有する

営業種目ごとの年間売上高から主観点

数を算定し、組合が有する最高完成工

事経歴から主観点数を算定する方式 

  ⑵ 審査対象事業者方式 

   所属する組合員から申請業種ごとに

審査対象事業者（下記の条件に該当す

る者）を複数（２の表に定める数）選

任し、客観点数及び主観点数について、

下記の第５に定める算定方法により審

査対象事業者の合算値又は平均値等を

用いて客観点数及び主観点数を算定す

る方式。なお、この方式により登録申

請を行う組合は、経済産業局長が行う

官公需の受注に係る適格組合証明又は

継続官公需適格組合証明を受けていな

ければならない。 

   ア 申請する業種について共同運営

電子調達サービスに登録申請を行

い承認された者であること。 

   イ 申請する組合に理事として所属

していること。 

   ウ 中小企業基本法（昭和38年法律

第154号）で定める中小企業である

こと（経審を必要とする業種、「船

舶」及び「ろ過層処理」について

は同法第２条第１項第１号の規定

により、「設計」、「測量」及び「地

質調査」については同法第２条第

１項第３号の規定による。）。 

   エ 本店が東京都内に存在すること。 

    これらの審査方式については、営

業種目により別とすることはできな

いので、組合としてひとつの審査方

式を選択して申請を行うこと。 

 

 ２ 審査方式と業種、審査対象事業者の一覧 

審査方式の区分 業種番号と業種 審査対象事業者方式により申請する

場合に必要な審査対象事業者数 

審査対象事業者方式のみとする業種 11 建設設計  14 測量 

12 土木設計  15 地質調査 

13 設備設計  17 船舶 

２者から５者まで 
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99（15） ろ過層処理 

審査対象事業者方式及び経審方式のいず

れかを選択できる業種 

上記以外の業種 ３者から５者まで 

 
 ３ 同時に競争入札参加資格を申請する

ことができない業種 

  同時に競争入札参加資格を申請するこ

とができない業種については告示第   

号第２の２⑶と同一とする。 

第３ 申請方法等 

 告示第228号第３と同一とする。ただし、

審査対象事業者方式により申請する組合に

ついては、審査対象事業者全てが共同運営

電子調達サービスに登録申請を行い承認さ

れた後でなければ、申請を行うことができ

ない。 

第４ 競争入札の参加者の資格 

 告示第228号第４と同一とする（審査対象

事業者が該当することとなった場合を含

む。）。 

第５ 競争入札参加資格の審査基準 

 １ 競争入札参加資格の等級格付、順位

等の決定 

  告示第228号第５の１と同一とする。 

 ２ 等級区分と審査方法 

  告示第228号第５の２と同一とする。 

  なお、登録申請を行い承認された業種

に必要とする建設業許可において組合と

して特定建設業の許可を有しておらず、

一般建設業の許可により申請をした場合

は、当該業種の等級は最下位の等級とす

る。 

 ３ 客観的審査事項及び主観的審査事項 

  ⑴ 客観的審査事項 

   下記により業種別に算出した客観点

数を告示第228号にあてはめ、客観等級

を決定する。 

   ア 経審方式の場合 

    告示第228号第５の３⑴アと同一

とする。 

   イ 審査対象事業者方式の場合 

    下記①から⑤までにより算出した

点数を次の式にあてはめて得た点数

とする。 

 客観点数＝0.25×Ｘ１＋0.15×Ｘ２＋0.2

×Ｙ＋0.25×Ｚ＋0.15×Ｗ 

    ① 完成高・完成工事高による点

数（Ｘ１） 

     （ア） 経審を必要とする業種 

      告示第228号別表５の業種グ

ループにおいて、当該業種が含

まれる業種グループにある全業

種の審査対象事業年度を含む２

年又は３年の年間平均完成高・

完成工事高について、審査対象

事業者ごとに集計した金額を全

審査対象事業者分合計し、その

金額を告示第228号別表５にあ

てはめて得た評点をＸ１とする。 

     （イ） 経審を不要とする業種 

      全審査対象事業者の当該業種

の審査対象事業年度を含む２年

又は３年の年間平均完成高・完

成工事高の合計額を告示第228

号別表５にあてはめて得た評点

をＸ１とする。 

    ② 自己資本額及び平均利益額に

よる点数（Ｘ２） 

     下記のＸ21とＸ22の点数を加算

した点数を告示第228号別表８に

あてはめて得た評点をＸ２とする。 

     （ア） 自己資本額点数（Ｘ21） 

      全審査対象事業者の審査対象

事業年度の自己資本の額（純資

産合計の額）又は全審査対象事

業者の審査対象事業年度と前審

査対象事業年度の平均自己資本

額（２年平均）の合計額を、告

示第228号別表６にあてはめて

得た評点をＸ21とする。 

     （イ） 平均利益額点数（Ｘ22） 

      全審査対象事業者の審査対象

事業年度と前審査対象事業年度

の利払前税引前償却前利益（営

業利益＋減価償却実施額）の２

年平均の合計額を、告示第228号

別表７にあてはめて得た評点を

Ｘ22とする。 

    ③ 納税額による点数（Ｙ） 

     （ア） 経審を必要とする業種 

      全審査対象事業者の経審のＹ

点の平均値とする。 

     （イ） 経審を不要とする業種 

      全審査対象事業者の審査対象

事業年度における法人税又は所

得税の納税額の平均額を告示第

228号別表９にあてはめて得た評

点をＹとする。 

    ④ 技術職員数及び元請完成工事

（完成）高による点数（Ｚ） 

     下記のＺ１の点数に５分の４を

乗じたものとＺ２の点数に５分の

１を乗じたものを合計した数値を

Ｚとする。 

     （ア） 技術職員数点数（Ｚ１） 

      ａ 経審を必要とする業種 

       下記の算式に、全審査対象

事業者の技術職員（申請業種

に必要とされる建設業許可の

人数）を入れて計算した技術

職員数数値を、告示第228号別

表10⑴にあてはめて得た評点

をＺ１とする。 

      ｂ 経審を不要とする業種 

       下記の算式に、全審査対象

事業者の申請した当該業種に

従事する技術職員（直接的か

つ恒常的に雇用している者）

の合計人数を入れて計算した

技術職員数値を、告示第228号

別表第10⑴にあてはめて得た

評点をＺ１とする。ただし、

申請業種「船舶」及び「ろ過

層処理」については、当該業

種に従事する技術職員（直接

的かつ恒常的に雇用している

者）の人数に５を乗じた数値

を技術職員数値とみなす。 

技術職員数値＝１級監理受講者数×６＋

１級技術者数×５＋基幹技能者数×３＋

２級技術者数×２＋その他技術者数 

    （イ） 元請完成高・完成工事高点数

（Ｚ２） 

     ａ 経審を必要とする業種 

       告示第228号別表第10⑵の

業種グループにある全業種の

審査対象事業年度を含む２年

又は３年の年間平均元請完成

高・完成工事高について、審

査対象事業者ごとに集計した

金額を全審査対象事業者分合

計し、その金額を告示第228号

別表第10⑵にあてはめて得た

評点をＺ２とする。 

     ｂ 経審を不要とする業種 

       全審査対象事業者の当該業

種の審査対象事業年度を含む

２年又は３年の年間平均元請

完成高・完成工事高の合計額

を、告示第228号別表10⑵にあ

てはめて得た評点をＺ２とす

る。 

    ⑤ その他社会性等による点数

（Ｗ） 

     （ア） 経審を必要とする業種 

      全審査対象事業者が有する経

審のＷ点の平均値とする。 

     （イ） 経審を不要とする業種 

      全審査対象事業者について告

示第228号第５の４⑸により算

出した評点Ｗの平均値とする。 

  ⑵ 主観的審査事項 

   組合又は審査対象事業者が有する最

高完成工事（業務）経歴（告示第228号

第５の３⑵アによるもの）について、

下記に記載した方法により算出した主

観点数を告示第228号別表１にあては

め、主幹等級を決定する。 

   ア 経審方式の場合 

    組合が発注者別（発注者区分につ

いては告示第228号別表３のとおり）

に申請した最高完成工事（業務）経

歴のうち、最も高額な請負金額（た

だし、発注者区分が民間であるもの

については請負金額に２分の１を乗

じた金額とする。）に告示第228号第

５の３⑵ウの主観点数加算率による

加算を行った点数を業種ごとの主観

点数とする。 

   イ 審査対象事業者方式の場合 

    全審査対象事業者の当該業種の最

高完成工事（業務）経歴のうち、最

も高い金額（ただし、発注者区分が

民間であるものについては請負金額

に２分の１を乗じた金額とする。）に

残る審査対象事業者各々の当該業種

の最高完成工事（業務）経歴のうち

最も高い金額（発注者区分が民間で

あるものについては上記と同じ。）に

２分の１を乗じた金額を加算した金
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額又は当該組合の当該業種の最高完

成工事（業務）経歴のうち最も高い

金額のものいずれか高い方に、告示

第228号第５の３⑵ウの主観点数加

算率による加算を行った点数を主観

点数とする。 

 ４ 変更申請に伴う主観点数の再審査 

  組合のＩＳＯ14000シリーズの14001、

エコアクション21、エコステージ又はＫ

ＥＳ・環境マネジメントシステム・スタ

ンダード及びＩＳＯ9000シリーズの9001

に関する変更申請があった場合は、告示

第228号第５の３⑵ウ主観点数の再審査

を行う。ただし、業種番号01道路舗装工

事から業種番号10空調工事までの業種に

ついては、組合の資本金又は本店所在地

に関する変更申請があった場合も、主観

点数の再審査を行う。 

第６ 申請内容を証明する書類 

 登録申請を行った組合は、当該申請後に

世田谷区から官公需適格組合証明書、官公

需共同受注規約、組合員名簿、役員名簿そ

の他の当該申請内容が事実であることを証

明する書類の提示又は提出を求められたと

きは、その求めに応じなければならない。 

第７ 競争入札参加資格の審査結果の確認

等 

 １ 審査結果の確認 

  告示第228号第７の１と同一とする。 

 ２ 資格の取消し 

  告示第228号第７の２と同一とする。 

  なお、審査対象事業者方式により申請

を行った組合が、資格有効期限内に官公

需適格組合の証明を失ったときは、競争

入札参加資格を取消申請すること。 

 ３ 変更申請 

  告示第228号第７の３と同一とする。 

  なお、変更を申請しなければならない

内容に組合員（審査対象事業者を除く。）

の変更を含める。 

 ４ 登録業種の追加及び審査対象事業者

の変更 

  次期の登録申請を行うまでの期間中に

登録業種の追加及び審査対象事業者の変

更を行うことはできない。 

 ５ 虚偽申請をした者の取扱い 

  告示第228号第７の５と同一とする。 

第８ 代理申請 

 告示第228号第８と同一とする。 

第９ その他 

 告示第228号第９と同一とする。 

   附 則 

 この告示による改正後の規定は、令和７

年４月１日以後、世田谷区が発注する建設

工事等の請負契約についての一般競争入札

及び指名競争入札に参加するための資格

（以下「資格」という。）を新たに申請する

者及び同年３月31日において資格を有し継

続申請を行う者について適用する。 

                    

◎世田谷区告示第230号 

 平成22年４月30日世田谷区告示第337号

の全部を次のように改正する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

第167条の５第１項及び第167条の11第２項

の規定に基づき、世田谷区が発注する物品

の買入れその他の契約（工事の請負、設計、

測量及び地質調査の委託並びに総トン数20

トン以上の船舶の製造及び修繕の請負を除

く。以下同じ。）の一般競争入札及び指名競

争入札（以下「競争入札」という。）に参加

する者（中小企業等協同組合法（昭和24年

法律第181号）に基づく事業協同組合、事業

協同小組合、協同組合連合会及び企業組合、

中小企業団体の組織に関する法律（昭和32

年法律第185号）に基づく協業組合、商工組

合及び商工組合連合会並びに商店街振興組

合法（昭和37年法律第141号）に基づく商店

街振興組合及び商店街振興組合連合会を除

く。）に必要な資格並びに資格審査のインタ

ーネットを利用した申請方法について次の

ように定めた。 

第１ 用語の定義 

 この告示における用語の定義は、次によ

る。 

 １ 営業種目 

  世田谷区が発注する物品の買入れその

他の契約の種類について、別表２に定め

たものをいう。 

 ２ 競争入札参加資格 

  世田谷区が発注する物品の買入れその

他の契約についての競争入札に参加する

ための資格をいう。この競争入札参加資

格は申請者の履行能力に基づき、別表２

に掲げた営業種目ごとに等級を定め、併

せて同一等級内において順位を定める（営

業種目201ライフラインに申請する者につ

いては等級を定めず、順位のみ定める。）。

競争入札参加資格を得た者は、世田谷区

における物品の買入れその他の契約の競

争入札参加資格の有資格者として、競争

入札参加資格者名簿に登録する。 

 ３ 登録申請 

  競争入札参加資格を得て、競争入札参

加資格者名簿に登録されることを目的と

して、申請を行うことをいう。 

 ４ 共同運営電子調達サービス 

  東京都内の地方公共団体が相互に協

力・連携して住民サービスの向上と行政

の高度化・効率化を図ることを目的とし

て共同で運営している、入札情報・電子

入札・資格審査サービスからなる東京電

子自治体共同運営電子調達サービスをい

う。 

 ５ 格付 

  共同運営電子調達サービスが算出する

競争入札参加資格の等級及び順位若しく

は順位のみ又はそれらを算出するための

審査をいう。 

 ６ 決算日等 

  ⑴ 決算日とは、次に掲げる日をいう。 

   ア 法人 法人税法（昭和40年法律

第34号）第13条に定める事業年度

（以下「事業年度」という。）の終

了の日 

   イ 個人 12月末日 

  ⑵ 決算月とは、⑴に定める決算日の

属する月をいう。 

  ⑶ 決算年度とは次に掲げるものをい

う。 

   ア 法人 事業年度 

   イ 個人 ⑴イの決算日以前１年間 

 ７ 審査基準日 

  登録申請を行うに当たり、基準として

定める日付をいい、申請時直前の決算手

続が終了している決算日とする。登録申

請は、申請日の内容によると定めた項目

を除き、この審査基準日時点における内

容で行わなければならない。 

 ８ 審査対象事業年度 

  審査基準日を含む決算年度をいう。 

 ９ 資格有効期限 

  登録申請を行った月の直前の決算月の

翌月から１年８箇月の末日までとする。

なお、資格有効期限後、さらに継続して

競争入札参加資格の登録を希望する者は、

前回登録申請直後の決算月の翌月から 

（登録申請を行った月が決算月の場合は、

登録申請を行った翌月から）資格有効期

限までに登録申請を行い承認されなけれ

ばならない。 

 10 適用年月日 

  物品買入れ等競争入札参加資格の有資

格者として、競争入札参加資格者名簿に

登録された日とする。 

 11 行政書士 

  行政書士法（昭和26年法律第４号）第

６条第１項の規定による行政書士名簿の

登録を受けた者をいう。 

 12 代理申請 

  行政書士が、申請者に代わって、登録

申請などを行うことをいう。 

第２ 競争入札参加資格の申請 

 登録申請をしようする者は、次により申

請を行わなければならない。ただし、第４

の競争入札の参加者の資格のうち、第４の

１の地方自治法施行令第167条の４第１項

の規定に該当する者は、申請を行うことが

できない（なお、被補助人、被保佐人又は

未成年者であって、契約締結のために必要

な同意を得ている者は、同項の規定に該当

しない者である。以下同じ。）。 

 １ 申請者の区分 

  登録申請を行うことができる者の区分

は、次のとおりとする。 

  ⑴ 単体企業等 

   個人又は法人のほか、⑵に含まれな

い者（法人格を有するものに限る。） 

  ⑵ 組合等 

   中小企業等協同組合法に基づく事業

協同組合、事業協同小組合、協同組合

連合会及び企業組合、中小企業団体の

組織に関する法律に基づく協業組合、

商工組合及び商工組合連合会並びに商

店街振興組合法に基づく商店街振興組

合及び商店街振興組合連合会（以下「組

合」という。）をいう（組合の登録申請

その他に関することは、世田谷区告示

第231号において定める。）。 

 ２ 申請の条件等 

  競争入札参加資格については、次に定

める必要な条件を備えていなければなら

ない。 

  ⑴ 納税に関する条件 

   法人の場合は、審査対象事業年度の

法人税、法人事業税（特別法人事業税
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を含む。以下同じ。）、消費税及び地方

消費税、個人の場合は、審査対象事業

年度の所得税、消費税及び地方消費税

を完納していなければならない。 

  ⑵ 営業種目ごとの条件 

   登録申請時に、各営業種目ごとに登

録、免許又は許可等を営業の要件とす

る営業種目は、当該登録、免許又は許

可等を受けていなければならない。 

  ⑶ 申請営業種目の制限 

   別表２に掲げる営業種目の中から、

登録申請できるのは10種目までとする。 

第３ 申請方法 

 １ 申請方法 

  登録申請をしようとする者は、インタ

ーネットを利用して下記共同運営電子調

達サービスのサイトにアクセスし、画面

上の申請書フォームに必要事項を入力し、

送信しなければならない。 

 ホームページアドレス https://www.e-

tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/cmn/tmg/c

mn/jsp/index.Q.jsp 

 ２ 電子証明書の購入及び登録 

  登録申請に当たっては、事前に電子入

札コアシステム対応認証局より「ＩＣカ

ード電子証明書」を購入し、共同運営電

子調達サービスへ登録することを必要と

する。 

  行政書士に登録申請の代理を依頼する

ときも、同様とする。 

 ３ 申請に使用できる文字 

  申請に使用できる文字は、ＪＩＳ第１

水準及び第２水準とする。 

  申請内容（人名、法人名等を含む。）に

おいてこれ以外の文字を使用している場

合は、申請可能な他の漢字又はひらがな

に置き換えて申請を行うこと。 

 ４ 必要書類の送付 

  申請に当たり下記に示した必要書類を

提出すること。必要書類は送信後直ちに

申請時に指定される方法に従って郵送又

は電子送付しなければならない。 

  なお、必要書類が日本語以外の言語に

より表記されている場合は、日本語訳を

添付すること。 

 ・登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（発

行日が申請日から３箇月以内であるも

の） 

 ・財務諸表（審査対象事業年度の決算に

よるもの） 

 ・身分証明書（発行日が申請日から３箇

月以内であるもの） 

 ・登記事項証明書（発行日が申請日から

３箇月以内であるもの） 

 ・法人事業税の納税証明書 

 ・納税証明書その１（第２ ２⑴の納付

済額を証明するもの）（いずれも正本） 

 ５ 受付番号 

  登録申請を行い承認された者について

は、10桁の数字により構成される受付番

号を付す。 

 ６ 受付票の印刷 

  登録申請を行い承認された者は、第３

の１に記載した共同運営電子調達サービ

スのサイトにアクセスし、物品買入れ等

競争入札参加資格審査受付票（以下「受

付票」という。）を自ら印刷し、適用年月

日以後使用することができる。ただし、

受付票に実印、使用印又は代理人印が押

印されていないもの及び裏面に印鑑証明

書がちょう付されていないものは無効と

する。 

第４ 競争入札の参加者の資格 

 １ 世田谷区は、地方自治法施行令第167

条の４第１項の規定に該当する者を競

争入札に参加させることができない。 

 ２ 区は、競争入札に参加しようとする

者が次のいずれかに該当すると認めら

れるときは、その者について３年以内

の期間を定めて競争入札に参加させな

いことができる。その者を代理人、支

配人その他の使用人又は入札代理人と

して使用する者についても、同様とす

る。 

  ⑴ 契約の履行に当たり、故意に工事、

製造その他の役務を粗雑に行い、又

は物件の品質若しくは数量に関して

不正の行為をしたとき。 

  ⑵ 競争入札又はせり売りにおいて、

その公正な執行を妨げたとき又は公

正な価格の成立を害し、若しくは不

正の利益を得るために連合したとき。 

  ⑶ 落札者が契約を締結すること又は

契約者が契約を履行することを妨げ

たとき。 

  ⑷ 地方自治法（昭和22年法律第67号）

第234条の２第１項の規定による監

督又は検査の実施に当たり職員の職

務の執行を妨げたとき。 

  ⑸ 正当な理由がなくて契約を履行し

なかったとき。 

  ⑹ 契約により、契約の後に代価の額

を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき

過大な額で行ったとき。 

  ⑺ ⑴から⑹により競争入札に参加で

きないこととされている者を契約の

締結又は契約の履行に当たり代理人、

支配人その他の使用人として使用し

たとき。 

 ３ 次のいずれかに該当する者は競争入

札に参加できない。 

  ⑴ 参加者若しくは参加者の役員等が

暴力団関係者であるとき又は暴力団

関係者が参加者の経営に実質的に関

与しているとき。 

  ⑵ 参加者又は参加者の役員等が、自

社、自己若しくは第三者の不正の利

益を図り、又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団の威力又は

暴力団関係者を利用するなどしてい

るとき。 

  ⑶ 参加者又は参加者の役員等が、暴

力団又は暴力団関係者に対して資金

等を供給し、又は便宜を供与するな

ど積極的に暴力団の維持、運営に協

力又は関与しているとき。 

  ⑷ 参加者又は参加者の役員等が、暴

力団又は暴力団関係者と社会的に非

難されるべき関係を有しているとき。 

  ⑸ 参加者又は参加者の役員等が、暴

力団又は暴力団関係者であることを

知りながら、これを不当に利用する

などしているとき。 

 ４ 競争入札参加資格の有資格者となっ

た後に、競争入札参加資格の登録申請

を行うことができる条件を欠くことと

なった者は競争入札に参加できない。 

第５ 競争入札参加資格の審査基準 

 １ 競争入札参加資格の等級格付、順位

等の決定 

  競争入札参加資格は、個々の申請者が

申請した各営業種目ごとに審査を行い、

各営業種目別に等級及び順位を定める

（営業種目201ライフラインに申請する者

については順位のみ定める。）。 

 ２ 等級区分と審査方法 

  ⑴ 等級区分 

   各営業種目における等級区分と順位

は下記のとおりとする。 
 

業種番号、業種名 等級区分 

001 文房具事務用品・図書       002 事務機器・情報処理用機器 

003 学校教材・運動用品・楽器     004 什器・家具 

005 荒物雑貨             006 工業用ゴム製品 

007 繊維・ゴム・皮革製品       008 室内装飾品等 

009 家電・カメラ・厨房機器等     010 自動車・自転車 

011 燃料・ガス・油脂         012 電車両・軌道用品 

013 船舶・航空機           014 理化学機械器具 

015 工作用機械器具          016 産業用機械器具類 

017 通信用機械器具類         018 農業・建設用機械器具 

019 医療用機械器具          020 医薬品・衛生材料・介護用品 

021 コンクリート・セメント      022 鉄鋼・非鉄・鋳鉄製品 

023 電線・絶縁材料          024 標識・看板等 

025 工業薬品・防疫剤         026 警察・消防・防災用品 

027 造園資材             028 百貨店・総合商社 

ＡＢＣの３等級。同

一等級内において順

位を定める。 
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090 その他の物品           099 不用品買受 

101 印刷               102 複写業務 

103 建物清掃             104 電気・暖冷房等設備保守 

105 警備・受付等           106 通信施設保守 

107 環境関係測定機器保守       108 ボイラー清掃 

109 浄化槽・貯水槽清掃        110 道路・公園管理 

115 広告代理             116 ビデオ・スライド製作 

117 航空写真・図面製作        118 医事業務 

119 病院給食・学校給食        120 催事関係業務 

121 情報処理業務           122 検査業務 

123 都市計画・交通関係調査業務    124 土木・水系関係調査業務 

125 市場・補償鑑定関係調査業務    126 環境アセスメント関係調査業務 

127 下水道管路内ＴＶカメラ調査業務  128 クリーニング 

129 汚泥脱水機ろ布          130 浄水場・処理場機械運転管理 

131 賃貸業務             190 その他の業務委託等 

201 ライフライン 順位のみ定める。 
 
  ⑵ 等級と順位を決定する営業種目の

審査方法 

   競争入札参加資格の審査は、各営業

種目別に下記３に定める客観的審査事

項及び主観的審査事項を用いて行う。 

   ３⑴に定める方法により算出した客

観等級及び３⑵に定める方法により算

出した主観等級により、当該営業種目

の競争入札参加資格の等級を決定する。

客観等級と主観等級が一致した営業種

目の等級はその一致した等級とし、相

違した場合は、いずれか低い方を当該

営業種目の等級とする。 

   同一等級内の順位については、３⑴

で算出した客観点数の高いものを上位

とし順位付けを行う。 

   なお、順位付けについては、共同運

営電子調達サービスに登録申請を行い

承認された者すべてを対象として行う。 

  ⑶ 順位のみを決定する業種の審査方

法 

   上記⑵と同じ方法により等級の決定

及び順位付けを行った申請者を等級、

順位順に並べた後、等級と順位が最上

位の者を１位として、等級を定めず降

順に順位付けのみを行う。 

  ⑷ 同一客観点の申請者の順位の決定 

   同一等級内において客観点が同じ点

数となった申請者については、下記の

優先順位により順位付けを行う。 

   ア 当該営業種目の年間総売上高の

高位順 

   イ 自己資本額の高位順 

   ウ 従業員数の高位順 

   エ 流動資産を流動負債で除した数

値の高位順 

   オ 営業年数の高位順 

   カ これによっても同位となる場合

は、競争入札参加資格の受付番号

の低位順とする。 

  ⑸ 等級順位等を得られない場合 

   主観的審査事項における当該営業種

目の売上高のない者は、無格付とする。 

 ３ 客観的審査事項及び主観的審査事項 

  ⑴ 客観的審査事項 

   営業種目別に下記アからオにより算

出した数値を別表３の計算式にあては

め、総合数値を算出し、その点数を客

観点数として、別表１にあてはめ、客

観等級を決定する。 

   ア 年間総売上高 

    審査対象事業年度の決算における

総売上高。ただし、下記の条件に該

当するものは、各条件別に記載した

加算率により加算した後の額とする。 

    なお、複数の条件に該当した場合

の総売上高への加算は、加算率を合

計して行う。 

 

総売上高加算条件 加算率 

条件１ 
ＩＳＯ（国際標準化機構）9000シリーズの9001の認証取得を得ている者で、認証取得後更新をしていない者

（条件２に該当しない者） 
３％ 

条件２ 
ＩＳＯ（国際標準化機構）9000シリーズの9001の認証取得を得た後、３年以上登録を継続し、１回以上の更

新を行い、現在も登録をしている者 
５％ 

条件３ 

ＩＳＯ（国際標準化機構）14000シリーズの14001、（一財）持続性推進機構認証のエコアクション21、（一

社）エコステージ協会認証のエコステージ（ステージ２以上の認証）、特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構

認証のＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード（ステップ２以上の認証）の認証取得を得ている

者で、認証取得後更新をしていない者（条件４に該当しない者） 

４％ 

条件４ 

ＩＳＯ（国際標準化機構）14000シリーズの14001、（一財）持続性推進機構認証のエコアクション21、（一

社）エコステージ協会認証のエコステージ（ステージ２以上の認証）、特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構

認証のＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード（ステップ２以上の認証）の認証取得を得た後、

３年以上登録を継続し、１回以上の更新を行い、現在も登録をしている者 

５％ 

※ ＩＳＯ（国際標準化機構）14000シリーズの14001、（一財）持続性推進機構認証のエコアクション21、（－社）エコステージ協会

認証のエコステージ（ステージ２以上の認証）、特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構認証のＫＥＳ・環境マネジメントシステム・ス

タンダード（ステップ２以上の認証）の重複取得による加算率の合計は行わない。 

※ ＩＳＯについては、公益財団法人日本適合性認定協会（以下「ＪＡＢ」という。）又はＪＡＢと相互認証している認定機関が認定

した審査登録機関の認証を、○○区と契約する営業所等において取得している場合とする。 

  また、エコアクション21、エコステージ、ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダードの各規格については、次の表に掲

げるとおりとする。 

エコアクシヨン21 （一財）持続性推進機構の認証を取得していること。 

エコステージ （一社）エコステージ協会第三者評価委員会によるエコステージステージ２以上の

認証を取得していること。 

ＫＥＳ・環境マネジメントシステ

ム・スタンダード 

特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構又は特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構と相互

認証している審査登録機関によるステップ２以上の認証を取得していること。 
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   イ 自己資本額 

    審査対象事業年度の決算における

自己資本額 

   ウ 従業員数 

    申請日時点で事業に常時雇用して

いる従業員の数 

   エ 流動比率 

    審査対象事業年度の決算における

流動比率（流動資産の額を流動負債

の額で除して得た数値を百分比で表

したもの） 

   オ 営業年数 

    申請日までの営業年数 

  ⑵ 主観的審査事項 

   審査対象事業年度の決算における別

表２の営業種目ごとに年間売上高を別

表１にあてはめ、主観等級を決定する。 

 ４ 変更申請に伴う客観点数の再審査 

  ＩＳＯ14000シリーズの14001、エコア

クション21、エコステージ又はＫＥＳ・

環境マネジメントシステム・スタンダー

ド及びＩＳＯ9000シリーズの9001（以下

「ＩＳＯ関連」という。）に関する変更申

請があった場合は、上記３⑴ア年間総売

上高の加算率による客観点数の再審査を

行う。 

第６ 申請内容を証明する書類 

  登録申請者は、申請後に世田谷区から

申請内容が事実であることを証明する書

面の提示を求められたときは、これを提

示又は提出しなければならない。 

第７ 競争入札参加資格の審査結果の確認、

変更等 

 １ 審査結果の確認 

  競争入札参加資格の審査結果は、審査

が終了次第、登録申請者が共同運営電子

調達サービスにて確認を行う。 

 ２ 資格の取消し 

  以下の場合は直ちに、競争入札参加資

格の取消申請をすること。 

  なお、以下の定めにかかわらず、競争

入札参加資格の有資格者の事情により、

その資格の全部又は登録業種の一部を取

り消すことができる。 

  ⑴ 資格有効期限内に、地方自治法施

行令第167条の４第１項の規定に該

当することとなったとき。 

  ⑵ この公示による競争入札参加資格

を有する者が、資格有効期限内に各

営業種目に登録申請を行うために必

要な条件を満たさない状態となった

とき。 

 ３ 変更申請 

  申請内容のうち、以下の内容に変更が

あったときは、共同運営電子調達サービ

スのサイトにアクセスし、所定の手続に

より速やかに当該内容の変更を申請しな

ければならない。ただし、以下の内容以

外の変更（合併、分割又は事業譲渡によ

り企業再編を行った場合を除く。）につい

ては、既に登録している資格を取り消し、

あらたに登録申請を行わなければならな

い。 

  ⑴ 商号又は名称 

  ⑵ 代表者 

  ⑶ 本店所在地 

  ⑷ 登記上の本店所在地 

  ⑸ 使用印の登録有無 

  ⑹ 代理人 

  ⑺ 資本金 

  ⑻ 担当者 

  ⑼ ＩＳＯ関連 

  ⑽ 実印、代理人印又は使用印 

 ４ 登録営業種目の追加 

  次期の登録申請を行うまでの期間中に

登録営業種目の追加を申請することはで

きない。 

 ５ 虚偽申請をした者の取扱い 

  申請に虚偽の入力又は添付書類に虚偽

の記載をしたことが判明した者について

は、競争入札参加資格を与えない。 

  物品買入れ等競争入札参加資格の有資

格者となった後、虚偽の申請をしたこと

が判明した者については、世田谷区が定

める期間、競争入札への参加はできない。 

第８ 代理申請 

 １ 行政書土による行政書士登録 

  ⑴ 行政書士の登録方法 

   代理申請をしようとする行政書士は、

事前にセコムトラストシステムズ株式

会社が発行する「行政書士川電子証明

書」を購入の上、インターネットを利

用して下記共同運営電子調達サービス

のサイトにアクセスし、電子証明書そ

の他必要事項を共同運営電子調達サー

ビスに登録しなければならない。 

 ホームページアドレス https://www.e-

tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/cmn/tmg/c

mn/jsp/indexQ.jsp 

  ⑵ 登録に使用できる文字 

   行政書士の登録に使用できる文字は、

ＪＩＳ第１水準及び第２水準とする。 

   登録内容（人名、法人名等を含む。）

においてこれ以外の文字を使用してい

る場合は、登録可能な他の漢字又はひ

らがなに置き換えて登録を行うこと。 

  ⑶ シリアル番号 

   行政書士の登録を行った者について

は、８けたの数字により構成されるシ

リアル番号を付す。 

  ⑷ 登録の取消し 

   行政書士の登録は、行政書士の事情

により、いつでもその登録を取り消す

ことができる。ただし、行政書士法第

７条第１項の規定に該当することとな

った場合は、直ちに登録の取消しをし

なければならない。 

  ⑸ 変更登録 

   行政書士の登録内容のうち、以下の

内容に変更があったときは、共同運営

電子調達サービスのサイトにアクセス

し、所定の手続により速やかに該当内

容の変更を登録しなければならない。 

   ア 行政書士名 

   イ 行政書士登録番号 

   ウ 商号又は名称 

   エ 事務所所在地 

   オ 電子メールアドレス 

   カ 電話番号 

 ２ 申請者による代理申請の設定及び解

除 

  代理申請を依頼する申請者は、共同運

営電子調達サービスのサイトにアクセス

し、所定の手続により代理申請の設定を

しなければならない。代理申請の設定を

解除する場合も同様とする。 

  なお、申請者が設定した代理申請にか

かる行政書士登録の取消しがあったとき

は、その設定は解除されるものとする。 

 ３ 行政言士による代理申請 

  行政書士による代理申請について、登

録申請の方法は第３の定めと、取消申請

及び変更申請に関する手続は第７の定め

と同様とする。ただし、行政書士が使用

する電子証明書は、第８の１⑴の定めに

よるものとする。 

第９ その他 

 １ 競争入札参加資格者名簿の公開 

  競争入札参加資格者名簿については、

共同運営電子調達サービスにおいて、適

用年月日から公開する。 

 ２ 申請情報の公表 

  各申請者から申請された内容について

は、その全部又は一部を公表することが

ある。 

 ３ 他の地方公共団体等への情報提供 

  各申請者から申請された内容及び審査

結果については、契約事務に必要な範囲

で、他の地方公共団体等に情報を提供す

ることがある。 

   附 則 

 この告示による改正後の規定は、令和７

年４月１日以後、世田谷区が発注する物品

買入れその他の契約についての一般競争入

札及び指名競争入札に参加するための資格

（以下「資格」という。）を新たに申請する

者及び同年３月31日において資格を有し継

続申請を行う者について適用する。 

 

別表１ 等級算定表（第５関係） 

区分 客観点数 客観等級 
主観点数 

（営業種目別年間総売上額） 
主観等級 

表１ 

70点以上 Ａ 1億円以上 Ａ 

40点以上70点未満 Ｂ 3,000万円以上1億円未満 Ｂ 

40点未満 Ｃ 3,000万円未満 Ｃ 

 70点以上 Ａ 2億円以上 Ａ 

表２ 40点以上70点未満 Ｂ 3,000万円以上2億円未満 Ｂ 
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 40点未満 Ｃ 3,000万円未満 Ｃ 

表３ 

70点以上 Ａ 3億円以上 Ａ 

40点以上70点未満 Ｂ 3,000万円以上3億円未満 Ｂ 

40点未満 Ｃ 3,000万円未満 Ｃ 

表４ 

70点以上 Ａ 2億円以上 Ａ 

40点以上70点未満 Ｂ 3,000万円以上2億円未満 Ｂ 

40点未満 Ｃ 3,000万円未満 Ｃ 

表５ 

70点以上 Ａ 3億円以上 Ａ 

40点以上70点未満 Ｂ 5,000万円以上3億円未満 Ｂ 

40点未満 Ｃ 5,000万円未満 Ｃ 

表６ 

70点以上 Ａ 3億円以上 Ａ 

40点以上70点未満 Ｂ 1億円以上3億円未満 Ｂ 

40点未満 Ｃ 1億円未満 Ｃ 

表７ 

70点以上 Ａ 5億円以上 Ａ 

40点以上70点未満 Ｂ 1億円以上5億円未満 Ｂ 

40点未満 Ｃ 1億円未満 Ｃ 

 
別表２ 営業種目区分（第１、第２、第５関係） 

  競争入札に参加することを希望する者の営業種目は、次のとおりとする。 

 １ 物品の営業種目区分 

営業種目番号 営業種目名 
等級算定表 

（別表１の区分） 

001 文房具事務用品・図書 表１ 

002 事務機器・情報処理用機器 表３ 

003 学校教材・運動用品・楽器 表１ 

004 什器・家具 表１ 

005 荒物雑貨 表２ 

006 工業用ゴム製品 表２ 

007 繊維・ゴム・皮革製品 表２ 

008 室内装飾品等 表２ 

009 家電・カメラ・厨房機器等 表３ 

010 自動車・自転車 表３ 

011 燃料・ガス・油脂 表１ 

012 電車両・軌道用品 表３ 

013 船舶・航空機 表３ 

014 理化学機械器具 表３ 

015 工作用機械器具 表３ 

016 産業用機械器具類 表３ 

017 通信用機械器具類 表３ 

018 農業・建設用機械器具 表３ 

019 医療用機械器具 表３ 

020 医薬品・衛生材料・介護用品 表２ 

021 コンクリート・セメント 表３ 

022 鉄鋼・非鉄・鋳鉄製品 表３ 

023 電線・絶縁材料 表３ 

024 標識・看板等 表２ 

025 工業薬品・防疫剤 表３ 

026 警察・消防・防災用品 表２ 

027 造園資材 表２ 

028 百貨店・総合商社 表２ 

090 その他の物品 表２ 

099 不用品買受 表２ 

 ２ 委託・その他の営業種目区分 

営業種目番号 営業種目名 
等級算定表 

（別表１の区分） 

101 印刷 表４ 
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102 複写業務 表４ 

103 建物清掃 表７ 

104 電気・暖冷房等設備保守 表７ 

105 警備・受付等 表６ 

106 通信施設保守 表６ 

107 環境関係測定機器保守 表６ 

108 ボイラー清掃 表６ 

109 浄化槽・貯水槽清掃 表６ 

110 道路・公園管理 表６ 

111 害虫駆除 表６ 

112 廃棄物処理 表６ 

113 管渠きょ清掃 表６ 

114 運搬請負 表５ 

115 広告代理 表５ 

116 ビデオ・スライド製作 表５ 

117 航空写真・図面製作 表７ 

118 医事業務 表５ 

119 病院給食・学校給食 表５ 

120 催事関係業務 表５ 

121 情報処理業務 表５ 

122 検査業務 表６ 

123 都市計画・交通関係調査業務 表６ 

124 土木・水系関係調査業務 表６ 

125 市場・補償鑑定関係調査業務 表６ 

126 環境アセスメント関係調査業務 表６ 

127 下水道管路内ＴＶカメラ調査業務 表５ 

128 クリーニング 表５ 

129 汚泥脱水機ろ布 表５ 

130 浄水場・処理場機械運転管理 表５ 

131 賃貸業務 表７ 

190 その他の業務委託等 表５ 

201 ライフライン － 

 

別表３ 客観的審査事項の付与数値及びそれに基づく等級の格付（第５関係） 

 １ 年間総売上高 

年間総売上高 
付与数値 

物品（ａ） 委託（ｂ） 

1,000億円以上 60 55 

300億円以上1,000億円未満 57 52 

100億円以上300億円未満 54 49 

50億円以上100億円未満 51 46 

30億円以上50億円未満 48 43 

20億円以上30億円未満 45 40 

10億円以上20億円未満 42 37 

７億円以上10億円未満 39 34 

５億円以上７億円未満 36 31 

３億円以上５億円未満 33 28 

２億円以上３億円未満 30 25 

１億5,000万円以上２億円未満 27 22 

１億円以上１億5,000万円未満 24 19 

5,000万円以上１億円未満 21 16 

1,000万円以上5,000万円未満 18 13 

1,000万円未満 15 10 

 ２ 自己資本額 

自己資本額 付与数値（ｃ） 

30億円以上 10 

６億円以上30億円未満 ９ 

２億円以上６億円末満 ８ 
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１億円以上２億円未満 ７ 

5,000万円以上１億円未満 ６ 

3,000万円以上5,000万円未満 ５ 

1,500万円以上3,000万円未満 ４ 

300万円以上1,500万円未満 ３ 

１円以上300万円未満 ２ 

１円未満 ０ 

 ３ 従業員数 

従業員数 付与数値（ｄ） 

1,000人以上 ５ 

500人以上1,000人未満 ４ 

100人以上500人未満 ３ 

30人以上100人未満 ２ 

30人未満 １ 

 ４ 流動比率 

流動比率 付与数値（ｅ） 

200％以上 20 

140％以上200％未満 18 

130％以上140％未満 16 

120％以上130％未満 14 

110％以上120％未満 12 

100％以上110％未満 10 

90％以上100％未満 ８ 

80％以上90％未満 ６ 

60％以上80％未満 ４ 

60％未満 ２ 

  （注） 

 ⑴ 流動資産（分子）が「０」のときは、付与数値は０点とする。 

 ⑵ 流動負債（分母）が「０」のときは、付与数値は20点とする。 

 ⑶ 流動資産（分子）及び流動負債（分母）が共に「０」のときは、付与数値は０点とする。 

 ５ 営業年数 

営業年数 付与数値（ｆ） 

50年以上 10 

40年以上50年未満 ９ 

30年以上40年未満 ８ 

25年以上30年未満 ７ 

20年以上25年未満 ６ 

15年以上20年未満 ５ 

10年以上15年未満 ４ 

５年以上10年未満 ３ 

１年以上５年未満 ２ 

１年未満 ０ 

 ６ 総合数値の計算式 

⑴ 「物品の買入れ」営業種目番号１～99   総合数値＝（ａ）＋（ｃ）＋（ｅ）＋（ｆ） 

⑵ 「委託・その他」営業種目番号101～190  総合数値＝（ｂ）＋（ｃ）＋（ｄ）＋（ｅ）＋（ｆ） 
                    

◎世田谷区告示第231号 

 平成22年４月30日世田谷区告示第338号

の全部を次のように改正する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

第167条の５第１項及び第167条の11第２項

の規定に基づき、世田谷区が発注する物品

の買入れその他の契約（工事の請負、設計、

測量及び地質調査の委託並びに総トン数20

トン以上の船舶の製造及び修繕の請負を除

く。以下同じ。）の一般競争入札及び指名競

争入札（以下「競争入札」という。）に参加

する中小企業等協同組合法（昭和24年法律

第181号）に基づく事業協同組合、事業協同

小組合、協同組合連合会及び企業組合、中

小企業団体の組織に関する法律（昭和32年

法律第185号）に基づく協業組合、商工組合

及び商工組合連合会並びに商店街振興組合

法（昭和37年法律第141号）に基づく商店街

振興組合及び商店街振興組合連合会（以下

「組合」という。）に必要な資格並びに資格

審査のインターネットを利用した申請方法

について次のように定めた。 

第１ 用語の定義 

 令和７年３月31日世田谷区告示第230号

（以下「告示第230号」という。）第１と同

一とする。 

第２ 競争入札参加資格の申請 

 登録申請をしようする組合は、次により

申請を行わなければならない。 

 １ 申請 

  組合の登録申請の条件は、告示第230号

と同一とする。ただし、競争入札に参加

しようとする営業種目について、定款に

共同受注についての定めがない組合は、

申請を行うことができない。 

  申請は、下記の組合売上高審査方式又

は審査対象事業者方式のいずれかの審査
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方法を選択して行う。ただし、企業組合・

協同組合は、審査対象事業者方式を申請

することはできない。 

  ⑴ 組合売上高審査対象事業者方式 

   組合が有する年間総売上高、自己資

本額、従業員数、流動比率、営業年数

から客観点数を算出し、組合が有する

営業種目ごとの年間売上高から主観点

数を算出する方式。 

  ⑵ 審査対象事業者方式 

   所属する組合員から審査対象事業者

（下記の条件に該当する者）を５者を

限度として選任し、客観点数及び主観

点数について、下記の第５に定める算

定方法により審査対象事業者の合算値

又は平均値等を用いて客観点数及び主

観点数を算定する方式。 

  審査対象事業者の条件 

   ア 申請する営業種目について共同

運営電子調達サービスに登録申請

を行い承認された者であること。 

   イ 申請する組合に理事として所属

していること。 

  これらの審査方式については、営業種

目により別とすることはできないので、

組合として１つの審査方式を選択して申

請を行うこと。 

第３ 申請方法 

 告示第230号第３と同一とする。ただし、

審査対象事業者方式により申請する組合に

ついては、審査対象事業者全てが共同運営

電子調達サービスに登録申請を行い承認さ

れた後でなければ、申請を行うことができ

ない。 

第４ 競争入札の参加者の資格 

 告示第230号第４と同一とする（審査対象

事業者が該当することとなった場合を含

む。）。 

第５ 競争入札参加資格の審査基準 

 １ 競争入札参加資格の等級格付、順位

等の決定 

  告示第230号第５の１と同一とする。 

 ２ 等級区分と審査方法 

  告示第230号第５の１と同一とする。 

 ３ 客観的審査事項及び主観的審査事項 

  ⑴ 客観的審査事項 

   告示第230号第５の３⑴によるほか、

次に定めるところによる。 

   ア 年間総売上高 

    審査対象事業者が既に申請したそ

れぞれの総売上高（ＩＳＯ認証取得

者のうち、告示第230号第５の３⑴ア

の定めに該当する者は、加算率によ

り加算した後の額）を合算して得た

額 

   イ 自己資本額 

    審査対象事業者が既に申請したそ

れぞれの自己資本額を合算して得た

金額 

   ウ 従業員数 

    審査対象事業者が既に申請したそ

れぞれの従業員の数を合算して得た

数 

   エ 流動比率 

    審査対象事業者が既に申請したそ

れぞれの流動資産を合算して得た金

額を審査対象事業者が既に申請した

それぞれの流動負債を合算して得た

金額で除して得た数値を百分比で表

したもの 

   オ 営業年数 

    審査対象事業者が既に申請した申

請日までの営業年数を合算した値を

当該事業者数で除して得た値 

  ⑵ 主観的審査事項 

   ア 組合売上高審査方式 

    告示第230号第５の３⑵と同一と

する。 

   イ 審査対象事業者方式 

    審査対象事業者が既に申請したそ

れぞれの営業種目ごとの年間売上高

を合算して得た額を告示第230号別

表１にあてはめ、主観等級を決定す

る。 

 ４ 変更申請に伴う客観点数の再審査 

  組合売上高審査方式により申請した組

合について、組合のＩＳＯ14000シリーズ

の14001、エコアクション21、エコステー

ジ又はＫＥＳ・環境マネジメントシステ

ム・スタンダード及びＩＳＯ9000シリー

ズの9001に関する変更申請があった場合

は、告示第230号第５の３⑴ア年間売上高

の加算率による客観点数の再審査を行う。 

第６ 申請内容を証明する書類 

 登録申請を行った組合は、当該申請後に

世田谷区から官公需適格組合証明書、官公

需共同受注規約、組合員名簿、役員名簿そ

の他の当該申請内容が事実であることを証

明する書類の提示又は提出を求められたと

きは、その求めに応じなければならない。 

第７ 競争入札参加資格の審査結果の確認、

変更等 

 １ 審査結果の確認 

  世田谷区告示第230号第７の１と同一

とする。 

 ２ 資格の取消し 

  世田谷区告示第230号第７の２と同一

とする。 

 ３ 変更申請 

  世田谷区告示第230号第７の３と同一

とする。 

  なお、変更を申請しなければならない

内容に組合員（審査対象事業者を除く。）

の変更を含める。 

 ４ 登録営業種目の追加 

  次期の登録申請を行うまでの期間中に

登録営業種目の追加及び審査対象事業者

の変更を申請することはできない。 

 ５ 虚偽申請をした者の取扱い 

  世田谷区告示第230号第７の５と同一

とする。 

第８ 代理申請 

  世田谷区告示第230号第８と同一とする。 

第９ その他 

  世田谷区告示第230号第９と同一とする。 

   附 則 

 この告示による改正後の規定は、令和７

年４月１日以後、世田谷区が発注する物品

買入れその他の契約についての一般競争入

札及び指名競争入札に参加するための資格

（以下「資格」という。）を新たに申請する

者及び同年３月31日において資格を有し継

続申請を行う者について適用する。 

                    

◎世田谷区告示第232号 

 令和６年４月１日世田谷区告示第232号

の一部を次のように訂正する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 告示中「３ 委託した日」を「３ 指定

した日」に訂正する。 

                    

◎世田谷区告示第233号 

 令和６年４月１日世田谷区告示第243号

の一部を次のように訂正する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 告示中「３ 委託した日」を「３ 指定

した日」に訂正する。 

                    

◎世田谷区告示第234号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第235号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第９条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定について別紙

のように告示する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

◎世田谷区告示第236号 

 世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

別紙省略 

                    

公   告 
                    

◎世田谷区公告第21号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和７年３月11日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

用賀二丁目 

 126番１ 

 126番２ 

 126番３の一部 

 126番４の一部 

東京都世田谷区 

用賀二丁目30番７号 

株式会社ＢｙＳｅｓ 

代表取締役 二階堂 

昇吾 
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◎世田谷区公告第22号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和７年３月13日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

奥沢二丁目 

 336番２の一部 

 343番２の一部 

東京都渋谷区 

南平台町５番６号 

東急株式会社 

代表取締役 堀江 

正博 

                    

◎世田谷区公告第23号 

   開発行為に関する工事の完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29

条第１項の規定に基づき許可した次の開発

行為に関する工事は、完了した。 

  令和７年３月14日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称 

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名 

東京都世田谷区 

八幡山三丁目 

 150番２の一部 

 150番54 

 151番７の一部 

 151番15の一部 

 151番17 

 151番19の一部 

 151番21の一部 

 151番22 

 151番25の一部 

東京都世田谷区 

八幡山三丁目18番５

号 

島田 新司 

                    

◎世田谷区公告第24号 

 東京都収用委員会から、土地収用法（昭

和26年法律第219号）第42条第１項の規定に

よる裁決申請書及びその添付書類の写し並

びに同法第47条の３第１項に規定する書類

並びに同法第47条の４第１項の規定による

書類の写しの送付を受けたので、同法第42

条第２項の規定及び同法第47条の４第２項

において準用する同法第42条第２項の規定

により、次のとおり公告し、当該書類を公

衆の縦覧に供する。 

  令和７年３月19日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 起業者の名称 

    東京都 

 ２ 事件名 

    令和７年第５号及び令和７年第５

号の２ 

    東京都市計画道路事業区画街路都

市高速鉄道第10号線付属街路第13号

線のための土地収用事件 

 ３ 収用しようとする土地の所在、地番

及び地目 

    東京都世田谷区松原一丁目1778番

17 宅地 

 ４ 縦覧場所 

    東京都世田谷区玉川一丁目20番１

号 

    世田谷区道路・交通計画部交通政

策課 

 ５ 縦覧期間 

    令和７年３月19日から同年４月２

日まで 

                    

◎世田谷区公告第25号 

 世田谷区立障害者福祉施設条例（平成19

年12月世田谷区条例第64号）第14条第４項

の規定により、世田谷区立障害者福祉施設

の指定管理者を指定したので、同条第５項

の規定により次のとおり公告する。 

  令和７年３月25日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 

施設の名称 指定管理者 指定の期間 

名称 所在地  

世田谷区立駒沢生活実習所 社会福祉法人武蔵野会 東京都八王子市旭町12番４号

日本生命八王子ビル２階201 

令和７年４月１日から 

令和12年３月31日まで 

世田谷区立桜上水福祉園 社会福祉法人東京都手をつ

なぐ育成会 

東京都新宿区西新宿七丁目８

番10号（オークラヤビル内） 

令和７年４月１日から 

令和12年３月31日まで 

世田谷区立奥沢福祉園 社会福祉法人東京都手をつ

なぐ育成会 

東京都新宿区西新宿七丁目８

番10号（オークラヤビル内） 

令和７年４月１日から 

令和12年３月31日まで 

世田谷区立九品仏生活実習

所 

社会福祉法人武蔵野会 東京都八王子市旭町12番４号

日本生命八王子ビル２階201 

令和７年４月１日から 

令和12年３月31日まで 

世田谷区立九品仏生活実習

所中町分場 

社会福祉法人武蔵野会 東京都八王子市旭町12番４号

日本生命八王子ビル２階201 

令和７年４月１日から 

令和12年３月31日まで 

世田谷区立千歳台福祉園 社会福祉法人せたがや樫の

木会 

東京都世田谷区代田一丁目29

番５号 

令和７年４月１日から 

令和12年３月31日まで 

世田谷区立給田福祉園 社会福祉法人東京都手をつ

なぐ育成会 

東京都新宿区西新宿七丁目８

番10号（オークラヤビル内） 

令和７年４月１日から 

令和12年３月31日まで 

世田谷区立障害者就労支援

センターすきっぷ 

社会福祉法人東京都手をつ

なぐ育成会 

東京都新宿区西新宿七丁目８

番10号（オークラヤビル内） 

令和７年４月１日から 

令和12年３月31日まで 

世田谷区立下馬福祉工房 社会福祉法人せたがや樫の

木会 

東京都世田谷区代田一丁目29

番５号 

令和７年４月１日から 

令和12年３月31日まで 

世田谷区立玉川福祉作業所 社会福祉法人大三島育徳会 東京都世田谷区鎌田三丁目16

番６号 

令和７年４月１日から 

令和12年３月31日まで 

世田谷区立玉川福祉作業所

等々力分場 

社会福祉法人大三島育徳会 東京都世田谷区鎌田三丁目16

番６号 

令和７年４月１日から 

令和12年３月31日まで 

世田谷区立砧工房 社会福祉法人東京都手をつ

なぐ育成会 

東京都新宿区西新宿七丁目８

番10号（オークラヤビル内） 

令和７年４月１日から 

令和12年３月31日まで 

世田谷区立砧工房分場キタ

ミ・クリーンファーム 

社会福祉法人東京都手をつ

なぐ育成会 

東京都新宿区西新宿七丁目８

番10号（オークラヤビル内） 

令和７年４月１日から 

令和12年３月31日まで 

                    

◎世田谷区公告第26号 

 世田谷区立区民会館条例（昭和56年12月

世田谷区条例第48号）第７条第４項の規定

により、世田谷区立区民会館の指定管理者

を指定したので、同条第５項の規定により

次のとおり公告する。 

  令和７年３月27日 

世田谷区長 保 坂 展 人 
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施設の名称 指定管理者 指定の期間 

名称 所在地  

世田谷区立玉川区民会館 

 

株式会社世田谷サービス公

社 

東京都世田谷区世田谷一丁目23

番２号ＤＳ第１ビル 

令和７年４月１日から 

令和12年３月31日まで 

世田谷区立玉川区民会館別

館 

株式会社世田谷サービス公

社 

東京都世田谷区世田谷一丁目23

番２号ＤＳ第１ビル 

令和７年４月１日から 

令和12年３月31日まで 

                    

◎世田谷区公告第27号 

 予防接種法（昭和23年法律第68号）第５

条第１項の規定に基づき、各種予防接種を

次のとおり実施するので、予防接種法施行

令（昭和23年政令第197号）第５条の規定に

より公告する。 

  令和７年３月31日 

世田谷区長 保 坂 展 人 

 １ 予防接種の種類、予防接種の対象者、

予防接種を行う期間及び予防接種を受

けるに当たって注意すべき事項 

    別紙のとおり 

 ２ 予防接種を行う場所 

    別紙のとおり 

                    

規   則（教） 
                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和７年３月14日 

世田谷区教育委員会 

 

世田谷区教育委員会規則第５号 

 世田谷区教育委員会会計年度任用講師の

任用等に関する規則の一部を改正する規

則 

世田谷区教育委員会規則第６号 

 世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に

関する規則の一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第７号 

 世田谷区学校給食費に関する規則の一部

を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第８号 

 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則 

世田谷区教育委員会規則第９号 

 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

の一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第10号 

 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則

の一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第11号 

 世田谷区立認定こども園保育料条例施行

規則の一部を改正する規則 

                    

   世田谷区教育委員会会計年度任用講

師の任用等に関する規則の一部を改

正する規則 

 世田谷区教育委員会会計年度任用講師の

任用等に関する規則（令和元年12月世田谷

区教育委員会規則第24号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条第５項各号列記以外の部分中「要

件」の次に「（前年度に公募による選考で任

用された者にあっては、第１号から第４号

までに掲げる要件）」を加え、同項第５号中

「前々年度及び前年度に会計年度任用講師

に任用されていた者にあっては、当該任用

されていた期間における人事評価の結果が

良好である」を「直近２回の人事評価の結

果（会計年度任用講師の職に任用されてい

た期間のものに限る。）が不良でない」に改

める。 

 第４条に次の１項を加える。 

２ 会計年度任用講師の任期が前項に規定

する期間に満たない場合には、教育委員

会が別に定めるところにより、当該会計

年度任用講師の勤務実績を考慮した上で、

当該期間の範囲内において、その任期を

更新することができる。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区教育委員会非常勤職員の設

置に関する規則の一部を改正する規

則 

 世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に

関する規則（平成２年３月世田谷区教育委

員会規則第２号）の一部を次のように改正

する。 

 第３条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に

改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年６月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区学校給食費に関する規則の

一部を改正する規則 

 世田谷区学校給食費に関する規則（平成

28年12月世田谷区教育委員会規則第21号）

の一部を次のように改正する。 

 別表１の項中「244円」を「313円」に改

め、同表２の項中「272円」を「349円」に

改め、同表３の項中「294円」を「377円」

に改め、同表４の項中「313円」を「401円」

に改め、同表５の項中「337円」を「432円」

に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例施行規則（平成12年３月世

田谷区教育委員会規則第10号）の一部を次

のように改正する。 

 第８条の２第７項第２号中「、条例第11

条の２第１項の規定による請求にあっては

３歳に、条例第11条の３第１項の規定によ

る請求にあっては」を削る。 

 第13条第２項第４号中「定める職員に準

ずる」を「掲げる職員に準ずる者として」

に改める。 

 第29条第３項第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁

刑」に改める。 

 第29条の２の見出しを「（子の看護等休暇）」

に改め、同条第１項中「子の看護休暇」を

「子の看護等休暇」に、「９歳」を「満12歳」

に、「を養育する」を「又は満12歳に達する

日以後の最初の４月１日から満18歳に達す

る日以後の最初の３月31日までの間にある

次に掲げる子（以下「障害児等」という。）

を養育する」に、「看護（」を「看護等（」

に、「又は疾病」を「、疾病」に、「を行う」

を「若しくは学校保健安全法（昭和33年法

律第56号）第20条の規定による学校の休業

その他これに準ずる事由に伴う当該子の世

話を行うこと又は当該子の教育若しくは保

育に係る行事への参加をする」に、「第４項」

を「第６項」に改め、同項に次の各号を加

える。 

 ⑴ 身体障害者福祉法（昭和24年法律第

283号）第15条の規定により交付された

身体障害者手帳、厚生労働大臣が定め

るところにより交付された療育手帳若

しくは東京都知事が定めるところによ

り交付された愛の手帳又は精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律（昭和

25年法律第123号）第45条の規定により

交付された精神障害者保健福祉手帳を

有する子 

 ⑵ 治療方法が確立していない疾病その

他の特殊の疾病であって障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成17年法律第123号）第

４条第１項の政令で定めるものによる

障害の程度が同項の主務大臣が定める

程度である子 

 ⑶ 児童福祉法第６条の２第１項に定め

る小児慢性特定疾病にかかっている子 

 ⑷ 医療的ケア児及びその家族に対する

支援に関する法律（令和３年法律第81

号）第２条第２項に規定する医療的ケ

ア児 

 ⑸ 前各号に掲げる子に準ずる子として

教育委員会が定める子 

 第29条の２第２項から第５項までの規定

中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」

に改め、同条第６項中「子の看護休暇」を

「子の看護等休暇」に、「看護を」を「看護

等を」に改める。 

 第30条の２第３項中「よる部分休業」の

次に「又は条例第18条の３第１項の規定に

よる子育て部分休暇」を、「当該部分休業」

の次に「又は当該子育て部分休暇」を加え、

同条の次に次の５条を加える。 

（子育て部分休暇） 

第30条の３ 子育て部分休暇は、正規の勤

務時間の始め又は終わりに、１日につき

２時間を超えない範囲内で、30分を単位

として承認する。 
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２ 条例第18条の３第１項の規則で定める

子は、満12歳に達する日以後の最初の４

月１日から満18歳に達する日以後の最初

の３月31日までの間にある障害児等とす

る。 

３ 職員の育児休業等に関する条例第15条

の規定による部分休業、条例第17条第１

項の規定による育児時間又は条例第18条

の２第１項の規定による介護時間の承認

を受けて勤務しない時間がある職員に対

する子育て部分休暇の承認については、

１日につき２時間から当該部分休業、当

該育児時間又は当該介護時間の承認を受

けて勤務しない時間を減じた時間を超え

ない範囲内で行うものとする。 

４ 教育委員会は、子育て部分休暇につい

て、養育を必要とする事由を確認する必

要があると認めるときは、証明書等の提

出を求めることができる。 

５ 子育て部分休暇の申請は、システムに

より行うものとする。ただし、システム

により難い場合は、教育委員会が別に定

める様式により行うことができる。 

６ 教育委員会は、子育て部分休暇の申請

について、条例第18条の３第１項に定め

る場合に該当すると認めるときは、これ

を承認しなければならない。ただし、当

該申請に係る期間のうち公務の運営に支

障がある日又は時間については、この限

りでない。 

７ 子育て部分休暇の承認は、当該子育て

部分休暇を取得している職員が産前の休

業を始め、若しくは出産した場合、当該

職員が休職若しくは停職の処分を受けた

場合又は当該子育て部分休暇に係る子が

死亡し、若しくは当該職員の子でなくな

った場合には、その効力を失う。 

８ 教育委員会は、次に掲げる事由がある

ときは、子育て部分休暇の承認を取り消

すものとする。 

 ⑴ 子育て部分休暇を取得している職員

が当該子育て部分休暇に係る子を養育

しなくなったとき。 

 ⑵ 子育て部分休暇を取得している職員

について当該子育て部分休暇に係る子

以外の子に係る子育て部分休暇を承認

しようとするとき。 

 ⑶ 子育て部分休暇を取得している職員

について当該子育て部分休暇の内容と

異なる内容の子育て部分休暇を承認し

ようとするとき。 

９ 職員は、子育て部分休暇に係る子の養

育状況に変更が生じた場合には、システ

ムにより教育委員会に届け出なければな

らない。ただし、システムにより難い場

合は、教育委員会が別に定める様式によ

り届け出ることができる。 

（対象家族が介護を必要とする状況に至っ

た職員に対する意向確認等） 

第30条の４ 条例第18条の４第１項の教育

委員会規則で定める制度又は措置（以下

「介護両立支援制度等」という。）は、次

に掲げる制度又は措置とする。 

 ⑴ 条例第11条第２項の規定において準

用する同条第１項の規定による深夜勤

務の制限 

 ⑵ 条例第11条の２第２項の規定におい

て準用する同条第１項の規定による超

過勤務の制限 

 ⑶ 条例第11条の３第２項の規定におい

て準用する同条第１項の規定による超

過勤務の制限 

 ⑷ 条例第17条第１項に規定する短期の

介護休暇 

 ⑸ 条例第18条第１項に規定する介護休

暇 

 ⑹ 条例第18条の２第１項に規定する介

護時間 

第30条の５ 条例第18条の４第１項の教育

委員会規則で定める事項は、次に掲げる

事項とする。 

 ⑴ 介護両立支援制度等 

 ⑵ 介護両立支援制度等の請求先、申告

先又は申請先 

 ⑶ 地方公務員等共済組合法（昭和37年

法律第152号）第70条の４第１項に規定

する介護休業手当金その他これに相当

する給付に関する必要な事項 

２ 条例第18条の４第１項又は第２項の規

定により、職員に対して、前項各号に掲

げる事項を知らせる場合は、次の各号に

掲げるいずれかの方法（同条第１項の規

定による場合における第３号に掲げる方

法については、当該職員が希望する場合

に限る。）によって行わなければならない。 

 ⑴ 面談による方法 

 ⑵ 書面を交付する方法 

 ⑶ 電子メールその他のその受信をする

者を特定して情報を伝達するために用

いられる電気通信（以下「電子メール

等」という。）の送信による方法（当該

職員が当該電子メール等の記録を出力

することにより書面を作成することが

できるものに限る。） 

第30条の６ 条例第18条の４第１項の教育

委員会規則で定める措置（第３号に掲げ

る措置にあっては、職員が希望する場合

に限る。）は、次に掲げる措置とする。 

 ⑴ 面談 

 ⑵ 書面の交付 

 ⑶ 電子メール等の送信（当該職員が当

該電子メール等の記録を出力すること

により書面を作成することができるも

のに限る。） 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第30条の７ 条例18条の５第３号の教育委

員会規則で定める介護両立支援制度等に

係る勤務環境の整備に関する措置は、次

に掲げる措置とする。 

 ⑴ 職員の介護両立支援制度等の利用に

関する事例の収集及び職員に対する当

該事例の提供 

 ⑵ 職員に対する介護両立支援制度等及

び介護両立支援制度等の利用の促進に

関する方針の周知 

 第31条中「及び前２条」を「、第30条及

び第30条の２」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 次項の規定 公布の日 

 ⑵ 第29条第３項第１号の改正規定 令

和７年６月１日 

（施行前の準備） 

２ この規則による改正後の第30条の３の

規定による子育て部分休暇の申請は、令

和７年４月１日前においても行うことが

できる。 

                    

   幼稚園教育職員の期末手当に関する

規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

（平成12年３月世田谷区教育委員会規則第

17号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項第10号中「修学部分休業」

の次に「（以下「修学部分休業」という。）」

を加え、同項第11号中「高齢者部分休業」

の次に「（以下「高齢者部分休業」という。）」

を加え、同条第５項中「法第26条の２第１

項に規定する」及び「法第26条の３第１項

に規定する」を削り、「又は育児休業法第19

条第１項に規定する部分休業により勤務し

ない時間」を「、育児休業法第19条第１項

に規定する部分休業により勤務しない時間

又は勤務時間条例第18条の３に規定する子

育て部分休暇により勤務しない時間」に改

める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   幼稚園教育職員の勤勉手当に関する

規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則

（平成12年３月世田谷区教育委員会規則第

18号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項第10号中「修学部分休業」

の次に「（以下（修学部分休業」という。）」

を加え、同項第11号中「高齢者部分休業」

の次に「（以下「高齢者部分休業」という。）」

を加え、同条第５項中「法第26条の２第１

項に規定する」及び「法第26条の３第１項

に規定する」を削り、「若しくは」を「、」

に改め、「介護時間」という。）」の次に「若

しくは勤務時間条例第18条の３に規定する

子育て部分休暇（以下「子育て部分休暇」

という。）」を加え、同条第７項中「介護時

間又は」を「介護時間、子育て部分休暇又

は」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区立認定こども園保育料条例

施行規則の一部を改正する規則 

 世田谷区立認定こども園保育料条例施行

規則（平成28年２月世田谷区教育委員会規

則第５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「この」を「前項に定めるもの

のほか、この」に改め、同条を同条第２項

とし、同条に第１項として次の１項を加え

る。 

  この規則において「教育・保育給付認

定子ども」とは、条例第２条第１項第２

号に規定する教育・保育給付認定子ども

をいう。 



 

 

令和７年４月21日（第769号） 

－ 62 － 

 第６条第６項中「預かり保育利用承諾書

兼預かり保育料額決定通知書」を「認定こ

ども園預かり保育利用承諾書兼預かり保育

料額決定通知書」に改める。 

 第７条第４項中「第６号様式」を「第６

号様式の⑴⑵」に、「第７号様式」を「第７

号様式の⑴⑵」に改める。 

 第６号様式及び第７号様式を削り、第５

号様式の次に次の４様式を加える。 

様式省略 

   附 則 

 この規則は、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める日から施行

する。 

 ⑴ 第２条及び第６条第６項の改正規定 

   公布の日 

 ⑵ 前号に掲げる改正規定以外の改正規

定 令和７年４月１日 

                    

 次に掲げる規則を公布する。 

  令和７年３月27日 

世田谷区教育委員会 

 

世田谷区教育委員会規則第12号 

 世田谷区教育委員会事務局組織規則の一

部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第13号 

 世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則の一部を改正する規則 

世田谷区教育委員会規則第14号 

 世田谷区立図書館館則の一部を改正する

規則 

世田谷区教育委員会規則第15号 

 学校教育に供する電子計算組織の運営に

関する規則の一部を改正する規則 

                    

   世田谷区教育委員会事務局組織規則

の一部を改正する規則 

 世田谷区教育委員会事務局組織規則（平

成４年３月世田谷区教育委員会規則第１号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表中「教育研究・ＩＣＴ

推進課」を「教育ＤＸ推進担当課」に改め

る。 

 第５条第４項及び第６項中「教育研究・

ＩＣＴ推進課」を「教育ＤＸ推進担当課」

に改める。 

 第７条第１項の表教育総務課の部調整係

の項第15号中「子どもの人権擁護委員」を

「子どもの権利擁護委員」に改め、同条第

２項の表以外の部分を次のように改める。 

２ 学校教育部長、事務局内の各課等（学

校職員課、教育指導課、学務課及び地域

学校連携課に限る。）及びその係等の分掌

事務又は担任事務は、次のとおりとする。 

 第７条第３項の表以外の部分を次のよう

に改める。 

３ 教育総合センター長、事務局内の各課

等（教育相談課、教育ＤＸ推進担当課、

事業推進担当課、支援教育課及び乳幼児

教育・保育支援課に限る。）及びその係等

の分掌事務又は担任事務は、次のとおり

とする。 

 第７条第３項の表教育相談課の部教育総

合センター管理係の項第１号及び第６号中

「教育研究・ＩＣＴ推進課」を「教育ＤＸ

推進担当課」に改め、同部教育相談係の項

第４号を削り、同項の次に次のように加え

る。 

  学びの多様化学校準備担当係長 

   ⑴ 学びの多様化学校（不登校特例

校）の設置及び維持運営に関する

こと。 

   ⑵ 分教室の維持運営に関すること。 

  不登校支援担当係長 

   ⑴ 不登校児童・生徒の支援に関す

ること。 

 第７条第３項の表教育研究・ＩＣＴ推進

課の部中「教育研究・ＩＣＴ推進課」を「教

育ＤＸ推進担当課」に改め、同部教育ＩＣ

Ｔ推進担当係長の項中「教育ＩＣＴ推進担

当係長」を「教育ＤＸ推進担当係長」に改

め、同項第４号中「課内他の担当係長等」

を「指導主事」に改め、同部教育研究・研

修推進担当係長の項を削り、同部指導主事

の項第２号中「教職員の研修計画」を「区

立幼稚園及び区立学校の情報化」に改め、

同表事業推進担当課の部事業推進担当係長

の項第１号中「教育研究・ＩＣＴ推進課」

を「教育ＤＸ推進担当課」に改め、同項の

次に次のように加える。 

  教育研究・研修推進担当係長 

   ⑴ 学校経営、研究及び研修の支援

並びにこれらの改善に関すること。 

   ⑵ 教育に関する調査及び研究に関

すること。 

   ⑶ 課内他の担当係長等に属しない

こと。 

 第７条第３項の表事業推進担当課の部指

導主事の項第２号中「教育に関する調査及

び研修」を「教職員の研修計画」に改め、

同項第３号中「前２号」を「前３号」に改

め、同号を同項第４号とし、同項第２号の

次に次の１号を加える。 

   ⑶ 教育に関する調査及び研究に関

すること。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区教育委員会会計年度任用職

員の設置に関する規則の一部を改正

する規則 

 世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則（令和元年10月世田谷区

教育委員会規則第15号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１学校包括支援員の項中「学校包

括支援員」を「インタルーシブ教育支援員」

に改め、同表主任教育相談員の項職務の欄

中第４号を削り、第５号を第４号とし、同

表スクールソーシャルワーカーの項職務の

欄第５号を削り、同表認定こども園事務補

助員の項及び認定こども園保育支援員の項

を削る。 

 別表第２学校包括支援員の項中「学校包

括支援員」を「インクルーシブ教育支援員」

に改め、同表認定こども園事務補助員の項

及び認定こども園保育支援員の項を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

   世田谷区立図書館館則一部を改正す

る規則 

 世田谷区立図書館館則（昭和57年６月世

田谷区教育委員会規則第７号）の一部を次

のように改正する。 

 第１号様式から第３号様式までを次のよ

うに改める。 

様式省略 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。

ただし、第１号様式の改正規定は、令和

７年10月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の第２号様式及

び第３号様式の規定は、令和７年10月１

日以後に世田谷区立図書館条例（昭和41

年10月世田谷区条例第44号）第８条のプ

ラネタリウム（以下「プラネタリウム」

という。）を観覧しようとする者について

適用し、同日前にプラネタリウムを観覧

しようとする者については、なお従前の

例による。 

３ この規則による改正前の第２号様式の

規定に基づき作成された様式の用紙で現

に残存するものは、当分の間、修正して

使用することができる。 

                    

   学校教育に供する電子計算組織の運

営に関する規則の一部を改正する規

則 

 学校教育に供する電子計算組織の運営に

関する規則（平成20年３月世田谷区教育委

員会規則第９号）の一部を次のように改正

する。 

 第９条第２項及び第14条中「教育研究・

ＩＣＴ推進課長」を「教育ＤＸ推進担当課

長」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

告  示（教） 
                    

◎世田谷区教育委員会告示第２号 

 世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

報酬の額に関する規程（令和２年４月１日

世田谷区教育委員会告示第１号）の一部を

次のように改正する。 

  令和７年３月27日 

世田谷区教育委員会 

 本則の表を次のように改める。 
 

職名 
額の種

別 
⑴ 報酬の額 

⑵ 地域手当に相当する

報酬 
⑴及び⑵の合計額 

スクールカウンセラー 月額 104,951円から215,085円

までの額 

20,990円から43,017円ま

での額 

125,941円から258,102円

までの額 
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インクルーシブ教育支援員 月額 180,800円から185,295円

までの額 

36,160円から37,059円ま

での額 

216,960円から222,354円

までの額 

心理教育相談員 月額 103,619円から212,495円

までの額 

20,723円から42,499円ま

での額 

124,342円から254,994円

までの額 

教育相談員 月額 197,561円 39,512円 237,037円 

伝統工芸指導員 月額 113,000円 22,600円 135,600円 

河口湖林間学園管理補助員 月額 163,170円  163,170円 

学校給食栄養管理嘱託員 月額 188,283円 37,656円 225,939円 

学校給食栄養管理嘱託員（指

導員） 

月額 115,062円 23,012円 138,074円 

就学相談員 月額 148,171円から197,561円

までの額 

29,634円から39,512円ま

での額 

177,805円から237,073円

までの額 

特別支援学級支援員 月額 161,789円 32,357円 194,146円 

図書館嘱託員 月額 81,105円から170,514円ま

での額 

16,221円から34,102円ま

での額 

97,326円から204,616円ま

での額 

図書館業務員 月額 51,096円から85,161円ま

での額 

10,219円から17,032円ま

での額 

61,315円から102,193円ま

での額 

学校警備嘱託員 月額 148,185円から155,147円

までの額 

29,637円から31,029円ま

での額 

177,822円から186,176円

までの額 

学校業務嘱託員 月額 97,000円から155,200円ま

での額 

19,400円から31,040円ま

での額 

116,400円から186,240円

までの額 

幼稚園業務嘱託員 月額 86,752円から93,982円ま

での額 

17,350円から18,796円ま

での額 

104,102円から112,778円

までの額 

教育支援スクールソーシャル

ワーカー 

月額 187,182円から207,238円

までの額 

37,436円から41,447円ま

での額 

224,618円から248,685円

までの額 

学芸研究員 月額 180,800円から184,380円

までの額 

36,160円から36,876円ま

での額 

216,960円から221,256円

までの額 

社会教育指導員 月額 188,800円から193,219円

までの額 

37,760円から38,643円ま

での額 

226,560円から231,862円

までの額 

学校給食栄養管理補助員 月額 86,193円から120,670円ま

での額 

17,238円から24,134円ま

での額 

103,431円から144,804円

までの額 

学校給食事務補助員 時給 1,436円 287円 1,723円 

月額 72,995円 14,599円 87,594円 

非常勤講師 時給 1,728円から2,379円まで

の額 

345円から475円までの額 2,073円から2,854円まで

の額 

学校警備補助員 日額 2,420円から23,906円まで

の額 

484円から4,781円までの

額 

2,904円から28,687円まで

の額 

学校業務補助員 月額 72,626円から150,095円ま

での額 

14,525円から30,019円ま

での額 

87,151円から180,114円ま

での額 

幼稚園業務補助員 月額 84,731円 16,946円 101,677円 

学校事務アシスタント 月額 72,995円から116,792円ま

での額 

14,599円から23,358円ま

での額 

87,594円から140,150円ま

での額 

学校事務嘱託員 時給 1,216円 243円 1,459円 

 月額 94,623円から151,397円ま

での額 

18,924円から30,279円ま

での額 

113,547円から181,676円

までの額 

学びの多様化学校（不登校

特例校）分教室養護教諭 

月額 127,132円 25,426円 152,558円 

教育相談専門指導員 月額 114,133円から274,584円

までの額 

22,826円から54,916円ま

での額 

136,959円から329,500円

までの額 

主任教育相談員 月額 220,342円 44,068円 264,410円 

スクールソーシャルワーカー 月額 207,237円から212,494円

までの額 

41,447円から42,498円ま

での額 

248,684円から254,992円

までの額 

ほっとスクール指導員 月額 188,800円から193,219円

までの額 

37,760円から38,643円ま

での額 

226,560円から231,862円

までの額 

自然教育指導員 月額 180,800円 36,160円 216,960円 

幼稚園・認定こども園事務補

助員 

月額 48,663円 9,732円 58,395円 

幼稚園・認定こども園補助員 月額 52,490円から113,729円ま 10,498円から22,745円ま 62,988円から136,474円ま
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（介助） での額 での額 での額 

認定こども園保育員 月額 143,454円 28,690円 172,144円 

認定こども園嘱託介助員 月額 163,303円 32,660円 195,963円 

幼稚園教育嘱託員 月額 69,987円から127,580円ま

での額 

13,997円から25,516円ま

での額 

83,984円から153,096円ま

での額 

預かり保育補助員 月額 32,442円 6,488円 38,930円 

教育支援嘱託員 月額 159,161円から201,066円

までの額 

31,832円から40,213円ま

での額 

190,993円から241,279円

までの額 

養護教諭（代替） 月額 127,132円 25,426円 152,558円 

学校医療的ケア看護師 月額 25,226円から198,658円ま

での額 

5,045円から39,731円まで

の額 

30,271円から238,389円ま

での額 

スクール・サポート・スタッ

フ 

月額 85,161円から116,792円ま

での額 

17,032円から23,358円ま

での額 

102,193円から140,150円

までの額 

歴史専門調査員 月額 188,800円から193,219円

までの額 

37,760円から38,643円ま

での額 

226,560円から231,862円

までの額 

新ＢＯＰ事務局長 月額 183,594円 36,718円 220,312円 

就学援助費・就学奨励費事務

補助員 

月額 72,995円から85,161円ま

での額 

14,599円から17,032円ま

での額 

87,594円から102,193円ま

での額 

就学事務補助員 月額 97,327円 19,465円 116,792円 

教育指導課事務補助員 月額 103,410円 20,682円 124,092円 

日勤講師 月額 200,788円から280,669円

までの額 

40,157円から56,133円ま

での額 

240,945円から336,802円

までの額 

副校長補佐 月額 114,334円 22,866円 137,200円 

学級経営支援教員 月額 166,425円 33,285円 199,710円 

三宿中学校夜間学級支援教

員 

月額 200,788円 40,157円 240,945円 

備考 地域手当に相当する報酬とは、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年10月世田谷区条例第21号）第７

条の地域手当に相当する報酬をいう。 
 
   附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行

する。 

                    

訓 令 甲（議） 
                    

◎世田谷区議会議長訓令甲第１号 

区  議  会  事  務  局 

 世田谷区議会個人情報保護条例施行規程

（令和５年３月世田谷区議会議長訓令甲第

２号）の一部を次のように改正する。 

  令和７年３月24日 

    世田谷区議会議長 

おぎの けんじ 

 第３条第６号中「保険者番号及び加入者

等記号・番号」を「加入者等記号・番号等」

に改め、同条第７号中「保険者番号及び組

合員等記号・番号」を「組合員等記号・番

号等」に改め、同条第８号中「保険者番号

及び被保険者記号・番号」を「被保険者記

号・番号等」に改め、同条第10号中「番号」

の次に「又は同法第95条の２第２項第１号

の免許情報記録の番号」を加え、同条第11

号中「保険者番号及び組合員等記号・番号」

を「組合員等記号・番号等」に改め、同条

第14号中「保険者番号及び被保険者番号」

を「被保険者番号等」に改める。 

 第８条第７項第１号中「報酬又は」を「報

酬若しくは」に、「その他」を「又は」に改

め、同項第２号中「給与又は報酬、福利厚

生に関する事項その他」を「給与若しくは

報酬若しくは福利厚生に関する事項又は」

に改める。 

 第11条の見出し中「通知」を「際に通知

すべき事項」に改める。 

   附 則 

 この規程の施行の際、現にこの規程によ

る改正前の世田谷区議会個人情報保護条例

施行規程の規定に基づいて提出されている

書類は、この規程による改正後の世田谷区

議会個人情報保護条例施行規程の規定に基

づいて提出された書類とみなす。 

                    

◎世田谷区議会議長訓令甲第２号 

区  議  会  事  務  局 

 世田谷区議会事務局非常勤職員規程（昭

和40年５月世田谷区議会議長訓令甲第３号）

の一部を次のように改正する。 

  令和７年３月24日 

    世田谷区議会議長 

おぎの けんじ 

 第３条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に

改める。 

   附 則 

 この訓令は、令和７年６月１日から施行

する。 

                    

告   示（選） 
                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第２号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第28

条の規定により本区の選挙人名簿から抹消

した者のうち、同条第４号の規定に該当す

るものを別紙のとおり告示する。 

  令和７年３月３日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第３号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第74

条第１項、第75条第１項、第76条第１項、

第80条第１項、第81条第１項及び第86条第

１項、市町村の合併の特例に関する法律（平

成16年法律第59号）第４条第１項及び第11

項並びに第５条第１項及び第15項並びに地

方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和31年法律第162号）第８条第１項の規

定における令和７年３月３日調製の選挙人

名簿登録者総数の50分の１の数、６分の１

の数及び40万を超える数に６分の１を乗じ

て得た数と40万に３分の１を乗じて得た数

とを合算して得た数は次のとおりである。 

  令和７年３月３日 

世田谷区選挙管理委員会 

 50分の１の数   15,479 

 ６分の１の数   128,988 

 40万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合

算して得た数     195,655 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第４号 

 選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の

抄本の閲覧状況について、公職選挙法（昭

和25年法律第100号）第28条の４第７項（第

30条の12において準用する場合を含む。）の

規定に基づき、別紙のとおり公表する。 

  令和７年３月３日 

世田谷区選挙管理委員会 

別紙省略 
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◎世田谷区選挙管理委員会告示第５号 

 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例（令和元年10月世田谷区条例第

21号。以下「条例」という。）第３条から第

５条までの規定に基づき、会計年度任用職

員（条例第１条に規定する会計年度任用職

員をいう。）の報酬の額を定め、会計年度任

用職員の給与及び費用弁償に関する条例施

行規則（令和２年１月世田谷区規則第３号）

第４条の規定に基づき、次のとおり告示す

る。 

  令和７年３月３日 

世田谷区選挙管理委員会 

 

職名 
額の種

別 
⑴ 報酬の額 

⑵ 地域手当に相当する

報酬 
⑴及び⑵の合計額 

選挙事務補助 日額 4,866円 973円 5,839円 

備考 地域手当に相当する報酬とは、条例第７条の地域手当に相当する報酬をいう。 

 

   附 則 

 この告示は、令和７年４月１日から令和

８年３月31日までの勤務の実績に対する報

酬の支給について適用する。 

                    

◎世田谷区選挙管理委員会告示第６号 

 世田谷区選挙管理委員会規程第３条の規

定により、次の者が世田谷区選挙管理委員

会の委員長に選挙された。 

  令和７年３月31日 

世田谷区選挙管理委員会 

 住  所   世田谷区桜新町１丁目８

番９号 

 氏  名   管沼 勉 

                    

告   示（農） 
                    

◎世田谷区農業委員会告示第３号 

 農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第20回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。 

  令和７年３月18日 

    世田谷区農業委員会会長 宍 

戸 幸 男 

 １ 開催日時 令和７年３月24日（月） 

午後３時00分 

 ２ 開催場所 三軒茶屋しゃれなあどホ

ール スワン・ビーナス 

 ３ 審議事項 

   ⑴ 第１号議案 農地法に基づく許

可申請について 

   ⑵ 第２号議案 農地法に基づく転

用届出について 

   ⑶ 第３号議案 その他の事項につ

いて 

                    

告   示（監） 
                    

◎世田谷区監査委員告示第３号 

 令和６年度定期監査の結果に基づき講じ

た措置について、世田谷区長から通知があ

ったので、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第199条第14項の規定により公表する。 

  令和７年３月７日 

世田谷区監査委員 田 中 文 子 

同        市 川   穣 

同        下 山 芳 男 

同        髙 橋 昭 彦 

 

 

改善要望事項に対する措置状況 

 

⑴ 法令を遵守した適正な支出事務を求め

るもの 

 【改善要望事項】 

  建築審査会における委員への費用弁償

について、委員のうち近接地外の居住地

から出席している１名に対し、条例に規

定されていない日当1,500円を含めて支出

していたことが判明した。附属機関の構

成員への報酬等は、条例で規定されてお

り、その規定に反した支給は極めて不適

切である。また、審査会委員に対する報

酬等の支出においては、年度当初及び実

際の支出時には、支出対象者、金額、支

出方法、支出科目等について所属長を決

定権者とする事案決定を行っているが、

決定関与者、決定権者ともに不適切な支

出を見落としていた。さらに、時効完成

前の過去５年間に遡る過誤払い分延べ58

回計87,000円分の返還を、令和６年度に支

給予定の費用弁償を過誤払い分相当額ま

で支給しない方法により進めている。し

かし、現年度の返納は元の歳出科目に戻

入すべきであり、出納閉鎖期間を過ぎて

返納されるものは新年度の雑入として調

定し歳入管理すべきである。 

  今後、同様の事案が繰り返されること

のないよう、前例にとらわれることなく、

根拠法令の確認や順守の徹底はもちろん

のこと、執行にあたっての事案決定行為

や支出事務において見落とし等のないよ

う、適正な事務処理を徹底されたい。 

 

 【措置状況】 

  都市整備政策部都市計画課 

  事案決定時に不適切な支出を決定関与

者、決定権者ともに見落としていたとの

指摘については、指摘後ただちに課長を

座長とする係長会を開催し、指摘内容を

共有するとともに、今後の事案決定にあ

たっては、決定関与者に対し、前例にと

らわれることなく根拠法令や事務手順の

確認を徹底し手続きを適正に実施するよ

う、再度所属長を通じて指示すると共に、

決定権者に対しても決定関与者の確認が

徹底されているか十分確認するよう、改

めて指示した。 

  出納閉鎖期間を過ぎて返納されるもの

は新年度の雑入として調定し歳入管理す

べきとの指摘については、関係所管と協

議のうえ、歳入科目新設、調定、振替と

いう手続きを取り、歳入管理することと

した。 

 

⑵ 適正な契約事務を求めるもの 

 【改善要望事項】 

  備品の購入において、ＯＡスチールロ

ッカーの購入単価に、机、椅子の引き取

り費用及び当初見積書では含まれていな

かった既存ロッカーの固定費用が含まれ

ており、当初の契約時とは内容・金額が

異なった状態で支払いまでを完了させて

いる。加えて、備品管理上も実態と異な

る価格で記録している。 

  会計において、正しい区分にて業務を

処理し、正しい決算につなげていくこと

こそ基本であり、その観点から見ても誠

に遺憾である。 

  会計業務に携わる担当者及び管理・監

督者は区規則等に則した事務の執行を心

掛け、不適切な事務執行とならないよう

に事務管理を徹底されたい。 

 

 【措置状況】 

 学校教育部地域学校連携課 

  指摘の備品購入時の契約から支払い、

備品登録の誤りについては、職員が契約、

支出等の知識に習熟していないため生じ

たものである。 

  課内職員へは７月に職場内ＯＪＴを実

施し、新ＢＯＰ職員に対しては、令和６

年度第２回新ＢＯＰ事務局長会において、

指摘事項について共有した上で、契約、

発注の概念・注意点等にあわせ、契約内

容と異なる発注を行うことはできないこ

とについて、周知徹底を図った。 

  また、備品の管理については、課の運

用を変更し、備品購入の際は、請書兼請

求書で対応できる案件であっても、必ず

所管課契約チェックシートを作成し、見

積書と合わせ起案決定するルールとし、

課内で周知徹底を図り、実行している。 

  今後はこのようなことがないよう、定

期的に課内で確認を図っている。 
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